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本「契約に関するガイドライン－ＰＦＩ事業契約における留意事項について－」に引用した

法令等は次のとおりである。 

 

法律 

・民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号）：以下「Ｐ

ＦＩ法」と略称。 

・地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号） 

・国家賠償法（昭和二十二年法律第百二十五号） 

・行政機関の保有する情報の公開に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十六号）：以下「情報公開法」

と略称。 

・会計法（昭和二十二年法律第三十五号） 

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成十二年法律第百二十七号）：以下「入札契約

適正化法」と略称。 

・公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和二十七年法律第百八十四号） 

・政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十六号）：以下「支払遅延防止法」

と略称。 

・国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号） 

・国の債権の管理等に関する法律（昭和三十一年法律第一一四号） 

・建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号） 

・住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成十一年法律第八十一号） 

・民法（明治二十九年法律第八十九号） 

・会社法（平成十七年法律第八十六号） 

・建設業法（昭和二十四年法律第百号） 

・建築士法（昭和二十五年法律第二百二号） 

 

政令 

・民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令（平成十一年政令第二百七十九

号）：以下「ＰＦＩ法施行令」と略称。 

・地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号） 

・予算決算及び会計令（昭和二十二年勅令第百六十五号）：以下「予決令」と略称。 

・国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和三十一年政令第三三七号） 

・建設業法施行令（昭和三十一年政令第二百七十三号） 

 

その他 

・民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針（平成三十年十月二

十三日閣議決定）：以下「基本方針」と略称。 
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・ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライン（平成三十年十月二十三日）：以下「リスクガイ

ドライン」と略称。 

・モニタリングに関するガイドライン（平成三十年十月二十三日） 

・公共工事標準請負契約約款（昭和二十五年二月二十一日中央建設業審議会作成 令和元年十二月十三日

最終改正）：以下「標準約款」と略称。 

・契約事務取扱規則（昭和三十七年大蔵省令第五十二号） 

・政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件について（平成二十六年財務

省告示第五十四号） 

・国の債権の管理等に関する法律施行令第２９条第１項本文に規定する財務大臣が定める率を定める件及

び国の債権の管理等に関する法律施行令第３７条第１項に規定する財務大臣が定める率を定める件の一

部改正について（平成十五年財務省告示一二九号） 
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本「契約に関するガイドライン－ＰＦＩ事業契約における留意事項について－」において使

用されている用語の定義は次のとおりとする他、特に断りのない限り、ＰＦＩ法及び基本方

針における定義に従うものとする。 

 

コンソーシアム構成企業：民間事業者の公募にあたり組成される法人格のない共同企業体

（以下、「コンソーシアム」という。）の構成企業であり、選定事

業の落札者となる企業。（選定事業者の設立にあたって出資を行

うこととなり、選定事業に係る業務を選定事業者から委託を受

け、又は請け負うこともある。） 

受託・請負企業：選定事業にかかる業務を選定事業者から委託を受け、又は請け負う企業（コ

ンソーシアム構成企業を除く。） 

設計企業：コンソーシアム構成企業又は受託・請負企業のうち設計を行う企業 

建設企業：コンソーシアム構成企業又は受託・請負企業のうち建設工事を施工する企業 

維持・管理、運営企業：コンソーシアム構成企業又は受託・請負企業のうち維持・管理、運

営を実施する企業 

下請企業：選定事業にかかる業務をコンソーシアム構成企業又は受託・請負企業から委託を

受け、又は請け負う企業 

サービス対価：管理者等が、施設の設計・建設工事、施設の維持・管理及び運営の実施の対

価として、選定事業者がＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び自らの入札参加

者提案に従い業務を適切に実施していることを条件に選定事業者に支払う

一定の金額 

建設工事費：設計・工事監理費、建設工事費、設備工事費、建中金利等 

維持・管理費及び運営費：業務委託費、修繕費、人件費、物品購入費等 

ＢＯＴ方式：Build, Operate and Transfer の略称。民間事業者が施設を建設し、維持・管

理及び運営し、事業終了後に管理者等に施設所有権を移転する事業方式。 

ＢＴＯ方式：Build, Transfer and Operate の略称。民間事業者が施設を建設し、施設完成

直後に管理者等に所有権を移転し、民間事業者が維持・管理及び運営を行う事

業方式。 
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まえがき 

 

本「契約に関するガイドライン－ＰＦＩ事業契約における留意事項について－」（以下「ガ

イドライン」という。）は、国がＰＦＩ法第５条第２項第５号に定める事業契約、直接協定、

及び基本協定の締結にかかる検討を行う上での実務上の指針の一つとして、現在までに公

表されている我が国のＰＦＩ事業契約等の規定内容などを踏まえ、多くのＰＦＩ事業契約

において規定が置かれることが想定される事項ごとに、主たる規定の概要、趣旨、適用法令

及び留意点等を解説したものである。国がＰＦＩ事業を実施する場合、民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）及び民間資金等

の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針（平成３０年１０

月２３日閣議決定）にのっとった上で、本ガイドラインに沿ってＰＦＩ事業を実施すること

が望ましい。また、本ガイドラインは、国以外の者が実施するＰＦＩ事業においても参考と

なりうるものである。 

本ガイドラインは、各省庁が、ＰＦＩ事業の円滑な実施のため、法及び基本方針にのっと

った上で、状況に応じて工夫を行い、本指針に示したもの以外の方法等によってＰＦＩ事業

を実施することを妨げるものではない。 

なお、国以外の者が参考とする上での便宜を図るため、国以外の者が実施する場合の適用

法令について、適宜脚注において示している。 

本ガイドラインの目次構成は、原則として、同法第２条第３項に定める公共施設等の管理

者等（以下、「管理者等」という。）が同法第２条第５項に定める選定事業者に委ねる業務内

容ごとに時系列で章立てるＰＦＩ事業契約書に従っている。 

ＰＦＩ事業には、多様な事業スキームがありえるが、この解説にあたっては、 

① 性能発注方式を採用し、事業に応じ、総合評価一般競争入札方式又は競争性のある随

意契約により事業者を選定すること 

② 選定事業の実施にかかわるコンソーシアムが落札者となること 

③ コンソーシアムの構成企業等が出資により新たに株式会社を設立し、これが選定事業

者となること（ただし、管理者等が、入札説明書等において必ずしもコンソーシアム

のすべての構成企業に対する出資を求めるものでないことを認めた場合は、出資しな

いことができる。なお、管理者等が入札説明書等においてその旨を明らかにする必要

がある。）。また、株式会社以外の法人格を採用した事業スキームも想定されることに
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留意すること。 

④ 選定事業者は選定事業以外の事業を行わないこと 

⑤ 管理者等が所有する土地を選定事業の用に供するため選定事業者に対し貸し付ける

こと 

⑥ 施設の設計、建設、維持・管理及び運営業務を実施することによって公共サービスを

提供すること（なお、選定事業の主たる内容は、施設の設計、建設、維持・管理業務

であり、当該施設の運営業務の比重が重い場合は本解説では想定されていない。）。 

⑦ 選定事業の主たる資金調達手法は融資金融機関等によるプロジェクトファイナンス

方式によること。ただし、それ以外の資金調達手段が否定されているわけではないこ

とに留意すること。 

＊ プロジェクトファイナンスとは、特定のプロジェクト（事業）に対するファイナンスであって、

そのファイナンスの利払い及び返済の原資を原則として当該プロジェクトから生み出されるキャッ

シュフロー（収益）に限定し、そのファイナンスの担保を当該プロジェクトの資産に依存して行う

金融手法。 

⑧ それら事業資金の回収は管理者等が支払う「サービス対価」等によること 

などを仮定している。 

これらの仮定は、ＰＦＩ事業契約を解説するにあたり、解説の対象となる事業スキームを

一定程度特定化する必要性から置いたものであって、こうした事業スキームが、ＰＦＩの実

施にあたって他の事業スキームに比べ、すべての点において望ましいという趣旨ではない。

なお、解説の便宜から対比することを目的として多様な事業スキームの可能性の一部や公

共工事標準請負契約約款の条項を紹介することもある。管理者等は、本解説を参考にしつつ、

自らの判断で、各選定事業の内容、規模、実施場所の地域特性等に照らして、最も適した事

業スキーム、ＰＦＩ事業契約の規定内容、株式譲渡のあり方等を定める必要がある。特に、

施設運営業務の比重の重いＰＦＩ事業（病院等の運営業務を含む選定事業）については、当

該施設の設置目的及び運営内容に応じた個別の検討が必要であることに留意を要する。 

ＰＦＩ事業契約は従来型の公共工事の請負契約と比して、長期に亘ることが通例であり、

また、選定事業者、コンソーシアム構成企業、受託・請負企業、及び融資金融機関等関係者

が多数に及ぶ。ＰＦＩ事業契約は、ＰＦＩ事業の中核をなす契約であり、ＰＦＩ事業契約の

一方の当事者となる選定事業者のみならず、コンソーシアム構成企業、受託・請負企業及び

融資金融機関等関係者にも直接的な影響を与えるものである。管理者等は、ＰＦＩ事業にか
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かる契約関係の安定性の確保の観点から、これら関係者に与える影響にも配慮しつつ、継続

的かつ安定的な公共サービスの提供等を実現するＰＦＩ事業契約の規定について検討する

必要がある。 

なお、この解説は、現在までに公表されている我が国のＰＦＩ事業契約の内容等を参考に

して作成したものであり、今後、ＰＦＩ事業契約の規定は、事業内容の多様化、さらには、

我が国の経済社会環境の変化等により、多様に変遷していく可能性がある点にも留意が必

要である。特に、公共施設等運営事業を始めとする利用料金の収受を伴うＰＦＩ事業はこれ

から本格的に実施されるものであり、今後の事業の実施状況や同事業に係る調査・検討の進

展等を踏まえ、必要に応じ本ガイドラインを変更し、又は新たなガイドラインを示すことと

する。なお、公共施設等運営権実施契約については、「公共施設等運営権及び公共施設等運

営事業に関するガイドライン」を踏まえ締結を行うものとする。 

また、ＰＦＩ事業をめぐる管理者等、選定事業者、コンソーシアム構成企業、受託・請負

企業、及び融資金融機関等の選定事業関係者は以下のような契約関係にあることを想定し

ている。 

 

１ ＰＦＩ事業契約 

・選定事業者は選定事業にかかる施設の設計、建設工事、維持・管理及び運営の業務並びに

かかる資金調達を行うことにより管理者等の要求する水準の公共サービスを管理者等に

対し提供する義務を負い、管理者等は選定事業者に対し提供される公共サービスの対価

を支払う義務を負うことなどを規定する、管理者等と選定事業者との間で結ばれる契約。

なお、ＰＦＩ法第５条第２項第５号及び基本方針においては、「事業契約」とされている。 

 

２ 基本協定 

・選定事業に関し、コンソーシアムが落札者として決定されたことを確認し、管理者等及び

当該コンソーシアムの義務について必要な事項を定める管理者等とコンソーシアムの構

成企業との間で結ばれる契約。落札者であるコンソーシアムの構成企業が選定事業者と

なる株式会社を設立すべきことや選定事業の準備行為に関する取扱い等について規定さ

れる。 

 

３ 直接協定（Direct Agreement） 
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・選定事業者による選定事業の実施が困難となった場合などに、管理者等によるＰＦＩ事業

契約の解除権行使を融資金融機関等が一定期間留保することを求め、資金供給している

融資金融機関等による選定事業に対する一定の介入（Step-in）を可能とするための必要

事項を規定した管理者等と融資金融機関等との間で直接結ばれる協定。要求水準の未達

や期限の利益の喪失（＊）等一定の事項が生じた場合の相互の通知義務や、選定事業者の

発行する株式や有する資産への担保権の設定に対する管理者等の承諾などについて規定

される。 

＊ 期限の利益とは、期限が到来するまでは債務の履行を請求されないというように、期限がまだ到来

していないことによって当事者が受ける利益である。期限の利益が債務者に認められるのは、債権者

が債務者を信用し履行の猶予を与えたのであるから、特約により、債務者に信頼関係を破壊するよう

な行為があった場合には、債務者に期限の利益を喪失、債権者は期限の到来を主張し、ただちに履行

を請求することができるものと定める場合がある。 

 

４ 事業関連契約（業務委託契約、業務請負契約など） 

・選定事業者がＰＦＩ事業契約に従い施設の設計、建設、維持・管理及び運営の業務を実施

し、公共サービスを提供するため、これら業務を第三者たるコンソーシアム構成企業又は

受託・請負企業に委託し、又は請け負わせる、選定事業者とコンソーシアム構成企業又は

受託・請負企業との間で結ばれる契約。及び、これら業務を委託された又は請け負ったコ

ンソーシアム構成企業又は受託・請負企業がこれら業務をさらに下請企業に委託し、又は

請け負わせる、受託・請負企業と下請企業との間で結ばれる契約。 

 

５ 融資契約 

・融資金融機関等が選定事業者に対して融資するにあたり、融資金融機関等と選定事業者と

の間で締結される契約。主な規定内容としては、貸付合意、資金使途、貸付実行手続、貸

付実行前提条件、元本弁済、支払金利、遅延損害金、弁済充当方法、表明及び保証、借入

人誓約、期限の利益喪失事由等が想定される。 

 

６ 担保関連契約 

・融資金融機関等が選定事業にかかる資産及び権利について担保権を取得することを目的

とした契約。これらの担保設定は、担保権対象の売却を通じた融資回収を想定しているの
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ではなく、選定事業の継続を図ることを通じた融資回収を想定し、事業修復を行うことを

企図しているものであり、担保権者として金融機関等が他の債権者に対する優先権を保

持して、他の債権者等が選定事業にかかる資産等を差し押さえる利益を失わせることに

より、第三者の介入を排除し、円滑な事業継続により融資回収を確実にすることを目的と

している。担保設定の対象としては、ＰＦＩ事業契約上の選定事業者の権利、選定事業者

の発行株式や事業用資産等が想定される。 

 

７ 債権者間契約 

・複数の融資金融機関等により融資機関団が組成される場合に、融資機関団の債権者として

の権利行使等にあたっての意思決定方法、担保権の実行方法等債権者間の基本的な権利

義務関係を定める債権者間で結ばれる契約。優先貸出人間でのみ締結される場合のほか、

出資者による劣後貸付が行われる場合や選定事業者が融資に関連して金利スワップ契約

（＊）を結ぶ場合などには、優先貸出人間での「優先貸出債権者間契約」に加え、出資者

や金利スワップ契約の相手方を契約当事者に加えた「債権者間契約」を締結する場合もあ

る。 

＊ 金利スワップとは、選定事業者が変動金利で調達している場合にこれを実質的に固定金利の調達に

変換する金融手法である。選定事業者が変動金利による金利支払を行っている場合に、別途、金融機

関に対し固定金利を支払い、変動金利を受け取る契約を結ぶことにより、選定事業者が実質的に固定

金利による金利支払いを行っていることと同様の効果を得ることを目的とする。 

 

８ 出資者支援契約 

・融資金融機関等と選定事業者の株主となる出資者（コンソーシアム構成企業）との間で締

結される契約。主な規定内容としては、出資者による追加の資金拠出の義務（株式出資又

は劣後貸付）、選定事業者に対する支援協力義務等が想定される。 

 

９ 株主間協定 

・選定事業者の株主（コンソーシアム構成企業やその他出資者）間で、当該株式会社の運営

や選定事業の運営にかかる責任分担等についての基本的な合意事項を定める協定。主な規

定内容としては、株主間の出資比率、株式会社の設立目的や事業内容、株式の譲渡等処分

制限、株主の業務分担、株主の劣後融資の分担等が想定される。  
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１． 事業全体にかかる事項 

１．概要 

・契約目的、契約書に用いる用語の定義、準拠法、事業概要、事業日程、契約書類相互間の

適用関係等、契約全体にかかる事項について規定される。 

 

２．ＰＦＩ事業契約書作成に関する法令等上の留意点 

・ＰＦＩ法第１４条第１項においては、「選定事業は、基本方針及び実施方針に基づき、事

業契約（第１６条の規定により公共施設等運営権が設定された場合にあっては、当該公共

施設等運営権に係る公共施設等運営権実施契約（第２２条第１項に規定する公共施設等

運営権実施契約をいう。）。次項において同じ。）に従って実施されるものとする。」と規定

されている。また、基本方針においては、「公共施設等の管理者等と選定事業者との間の

合意について、明文により、当事者の役割及び責任分担等の契約内容を明確にすることが

必須であり（契約主義）」（基本方針前文）と定められている。  

・会計法においては、契約担当官等は、政令の定めるところにより、契約の目的、契約金額、

履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成するもの

と規定されている（会計法第２９条の８第１項及び予決令第１００条）。 

・また、管理者等がＰＦＩ事業契約につき契約書を作成する場合においては、会計法の定め

に従い、契約担当官等が選定事業者とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は確

定しない（会計法第２９条の８第２項）1。 

・ＰＦＩ事業契約締結に当たっては、労働関係法令や建設業法令等を遵守し、整備及び改修

に関して労働者の安全を確保するための十分な工期を設定することで、施工の安全性を

確保するとともに、事業期間を通じて、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における最新

の労務、資材等の取引価格、社会保険の法定福利費や安全衛生経費等の適正な積算を行う

ことが必要である。また、選定事業者から他の民間事業者への委託・請負業務において、

その関係の適正化が図られるよう、安全及び健康の確保に必要な期間や、これらの経費が

適切に設定されることが必要である。 

 

 
1 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法第２３４条第５項に同様の規定があ

る。 
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１－１ 契約の目的 

 

１．概要 

・契約の目的が、管理者等及び選定事業者が相互に協力し、選定事業を円滑に実施するため

に必要な一切の事項を定めることである旨規定される。 

 

２．趣旨 

・契約の目的の記載は、当事者の権利義務を規定するものではないが、当事者が契約を締結

する前提を確認する意義がある。 

 

３．関係法令の規定 

・会計法において、「契約の目的」が契約書を作成する際に必要な記載事項の一つと規定さ

れている（会計法第２９条の８第１項）。 
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１－２ 事業の趣旨の尊重 

 

１．概要 

・選定事業者は、選定事業の公共性を十分理解し、選定事業の実施にあたりかかる趣旨を尊

重すること、及び管理者等は、選定事業が民間事業者たる選定事業者によって実施される

ことを十分理解しかかる趣旨を尊重することが、確認のために規定される。 

 

２．趣旨 

・基本方針において、ＰＦＩ事業は「公共性のある事業（公共性原則）を、民間の資金、

経営能力及び技術的能力を活用して（民間経営資源活用原則）、民間事業者の自主性と

創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施する（効率性原則）」（基本

方針前文）ものであると定められており、この趣旨に従った規定である。 
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１－３ 契約期間 

 

１．概要1 

・契約期間について、始期は、契約締結日であり、その日からその効力を生じることとし、

終期は、特定の年月日、又は施設の供用開始から一定期間を経過した日である旨規定され

る。 

 

２．関係法令の規定 

・会計法及び予決令では、契約書に履行期限を記載することとしている（会計法第２９条の

８第１項及び予決令第１００条）。 

・支払遅延防止法においても同趣旨の規定がなされている（支払遅延防止法第４条第２号）

2。 

 

 

  

 
1 地方公共団体のＰＦＩ事業契約の締結にあたっては、契約の予定価格の金額のうち、公

共施設等の買入れ又は借入れに相当する金額が、都道府県については５億円、指定都市に

ついては３億円、指定都市を除く市については１億５千万円、町村については５千万円を

超える際には、あらかじめ、議会の議決を経なければならない（ＰＦＩ法第１２条及びＰ

ＦＩ法施行令第３条）。 
2 地方公共団体が管理者等となる場合は、当該規定は支払遅延防止法第１４条の規定によ

り準用される。 
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１－４ 事業日程 

 

１．概要 

・選定事業の履行にあたって重要な期日（例えば、施設の設計着手日、建設工事着工日、完

工確認及び運営体制確認日、引渡し予定日、維持・管理、運営開始日、維持・管理、運営

期間終了日、譲渡前検査及び施設譲渡日等）を事業日程として明示し、選定事業者がこれ

に従って選定事業を実施する義務が規定される。 

 

２．趣旨 

・事業日程の規定は、選定事業の各段階の履行期限を明示するものであり、管理者等による

選定事業の日程管理及び履行遅延等による増加費用が発生した場合等の当事者間の権利

義務発生の基準時を画する意義を有する。重要な期日の徒過をＰＦＩ事業契約の解除事由

とすべき場合もあるので、解除事由との関連についても留意する必要がある。ただし、Ｐ

ＦＩ事業契約上の明確な基準時点（例えば、施設の完工、施設の引渡し（又は運営開始））

を除き、選定事業者に対し、詳細な事業日程に従った設計、建設工事、維持・管理、運営

業務の履行を義務付けることは必ずしも適切ではないこともある。管理者等が必ずしも重

要ではない日程までをも詳細に選定事業者に対して義務づけた場合、それに対処するため

の費用が契約金額に転嫁される結果ともなり得ることに留意が必要である。 

・リスクガイドラインにおいても「公共施設の管理者等は、個々の選定事業に則して、選     

定事業者に対する関与を必要最小限のものとすることに配慮しつつ、その権利義務を協定 

等に明確に規定し、関与の選定事業に与える影響の程度に応じて、公共施設等の管理者等

のリスク分担を検討することが望ましい」と定めるとともに、「運営開始までの工程で見

込んだ設計等の工程が遅延する場合や設計等費用が見込み金額を超過する場合であって

も、選定事業者の対応能力に応じ、運営開始までの間その自主的な業務の施工に委ねるこ

とで選定事業全体に与える影響が小さいと見込まれるときには、（中略）管理者等による

細かな報告の求め、指示等が不適当な場合があることに留意することが望ましい。」と定

めている（リスクガイドライン二１（２）（参考）②）。 

 

 

３．関係法令の規定 
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・会計法において、「履行期限」が契約書を作成する際に必要な記載事項の一つに規定され

ている（会計法第２９条の８第１項）。 

支払遅延防止法においても、「給付の完了の時期」が政府契約の必要的内容事項の一つ

と規定されている（支払遅延防止法第４条）。 
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１－５ 事業概要 

 

１．概要 

・選定事業者がＰＦＩ事業契約等に従って実施する義務を負う選定事業の概要が、当事者の

確認のために規定される。 

・例えば、ＢＴＯ方式の選定事業の場合には、施設の設計、施設の建設工事、管理者等に対

する施設の譲渡、施設の維持・管理、運営、事業実施のための資金調達などといった事業

内容の概要が規定される。 

 

２．事業内容の詳細 

・事業概要は、技術的な内容を含むことなどから、ＰＦＩ事業契約書の別紙に記載すること

が多い。さらに、管理者等の求める業務要求水準を含む事業内容の詳細は、技術的な内容

を含む書類となるため、ＰＦＩ事業契約書の付属資料としてまとめられることが通例で

ある。（関連：１－６ 規定の適用関係） 

 

３．関係法令の規定 

・支払遅延防止法においては、「給付の内容」が政府契約の必要的内容事項の一つと規定さ

れている（支払遅延防止法第４条）。 

・ＰＦＩ法においては、選定された民間事業者が行う事業は、ＰＦＩ法第５条第２項第５号

に規定する「事業契約」において当該民間事業者が行うこととされた公共施設等の整備等

であることから、選定事業者が行う選定事業の内容等をＰＦＩ事業契約等において特定す

る必要がある（ＰＦＩ法第８条第２項）。 
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１－６ 規定の適用関係 

 

１．概要 

・選定事業にかかるＰＦＩ事業契約等の各種規定の適用関係を整理する規定がされる。 

・選定事業者は、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従って選定事業を実

施するものとした上で、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案の内容に相違

が生じる場合を想定し、これらの文書の適用関係が規定される。 

 

２．趣旨 

・ＰＦＩ事業においては、管理者等が民間事業者の募集にあたって示した入札説明書等、選

定事業者が管理者等に提出した入札参加者提案、ＰＦＩ事業契約、選定事業者がＰＦＩ事

業契約等に従って作成する設計図書の順に、選定事業の内容を、順次、詳細かつ具体的に

補完することとなる。このため、これらの文書の記載内容に相違が生じる事態を想定し、

あらかじめＰＦＩ事業契約にこれらの文書の適用関係を規定することが望ましい。 

 

３．適用関係 

・ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案の内容に相違がある場合、ＰＦＩ事業

契約、入札説明書等及び入札参加者提案の順に優先して適用されるものとすることが通例

である。 

・また、入札参加者提案と入札説明書等の業務要求水準書との適用関係については、入札参

加者提案において提案されたサービス水準が入札説明書等のそれを上回る場合に限り、入

札参加者提案が優先して適用される旨規定することにより、管理者等が入札説明書等の要

求水準書に示したサービス水準と選定事業者が提案したサービス水準に相違がある事項

についていずれか高い水準を確保することができる。 

  なお、入札説明書等の質問回答書は入札説明書等と一体のものと考えられる。 

  



 

16 
 

１－７ 選定事業者の資金調達 

 

１．概要 

・選定事業者の資金調達義務について規定される。また、選定事業に対する財政上又は金融

上の支援の適用について選定事業者の努力義務が規定される場合、かかる手続きに対する

管理者等の協力義務が規定されることもある。 

 

２．趣旨 

・ＰＦＩ事業においては、従来型の公共工事の請負契約と異なり、施設の建設工事等選定事

業の実施に必要な資金調達のリスクを選定事業者が担う。すなわち、管理者等からの「サ

ービス対価」は公共サービスの提供が開始された後に、一般的には平準化して支払われる

ため、施設の設計・建設業務、維持・管理業務及び運営業務の実施による公共サービス提

供にかかる必要な資金は自己の責任において調達することを基本とする。 

・従来型の公共工事の請負契約においては、請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する

法律第２条第４項に規定する保証事業会社と保証契約を締結して発注者に対し前払金を

請求できること（標準約款第３５条第１項）、出来形部分と一定の工事材料について部分

払の請求を行うことができること（標準約款第３８条）、施設の完成検査合格後、請負者

の発注者に対する請負代金の支払い請求から４０日以内に発注者が請負代金を支払うこ

とが規定されている（標準約款第３３条）。また、請負者が建設工事期間中に負う費用に

ついても、建設工事の完工前に出来形部分等に相当する額の部分払いを請求できる制度

（標準約款第３８条）等があることから、請負者のかかる負担は大きくない。 

・ＰＦＩ事業は民間の資金を活用する事業であることから、選定事業者は選定事業の実施に

係るすべての費用にかかる資金調達は自らの責任において行うことを基本とする。ただし、

管理者等はＰＦＩ事業契約の当事者双方の対応が、選定事業者による資金調達の金額、期

間、費用その他の条件に大きな影響を与えることに留意し、適切かつ明確な規定内容とす

るよう努める必要がある。 

 

３．資金調達の考え方 

（１）資金調達の手法 

・選定事業を実施するために新設された株式会社が選定事業者である場合、コンソーシアム
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構成企業等の出資や劣後融資、加えて、金融機関等からの融資等によって、選定事業に要

する資金調達を行うことが通例であるが、今後は多様な資金調達手段が考えられる。ここ

で、管理者等は、選定事業者の自己資本比率が、選定事業者の事業に要する費用に影響を

与え、ひいては契約価格にも影響を与える可能性がある点に留意が必要である。 

・特に、コンソーシアム構成企業による出資額の多寡は、選定事業者の融資の元利返済の負

担に影響を与えるとともに、選定事業への一定の関心又は関与を保証する役割を果たすこ

とから、管理者等は留意する必要がある。 

・選定事業者が金融機関等からプロジェクトファイナンスにより資金調達を行う場合は、金

融機関等は、原則として、選定事業から生じるキャッシュフローを借入元本返済及び利払

いの原資とする融資を行い、その担保を当該選定事業に関連する資産に依拠することとな

る。しかしながら、選定事業に関連する資産は、融資金融機関等が担保権を取得していて

も売却処分により融資を回収することが困難なものであることが多い。このため、金融機

関等は、選定事業者のキャッシュフローが安定的であることを融資の重要な条件と考えて、

ＰＦＩ事業契約等の内容、なかでも、「サービス対価」の支払メカニズムに関する規定や

選定事業が停滞した場合に管理者等が講じる措置に関する規定を一層重視する傾向があ

る。 

・ここでキャッシュフローの安定性確保の観点から、金融機関等は、「サービス対価」の支

払いとともに、ＰＦＩ事業契約上発生する増加費用を管理者等が負担する場合の支払い時

期及び方法についても重視する。選定事業者が余剰資金を保持しておらず、加えて、不足

資金を補填する仕組みが不十分な場合、管理者等が負担する増加費用が適時に支払われな

い時に、選定事業者は資金不足に陥り、選定事業全体の運営に支障が生じるリスクがある。

一方、管理者等による増加費用の支払い時期及び方法については、当然に、予算措置に応

じたものである点に留意が必要である。 

・なお、プロジェクトファイナンスの組成には相当の期間を要する。そこで、管理者等は、

選定事業者の公募からプロジェクトファイナンス組成に関連する諸契約の締結に至るま

で関係者間の調整に要する期間が確保されるよう努める必要がある。 

 

（２）金利の固定 

・管理者等は、財政支出の平準化を図るため、選定事業者に対して支払う借入金利相当の対

価を一定期間固定する場合が多い。この場合、選定事業者は、事業期間中の借入金利水準



 

18 
 

の変動による自らの借入金利負担の変動を回避するため、固定金利による資金調達を行う

ことが通例である。 

・管理者等が選定事業者に対して支払う対価のうちの金利相当額を取り決めるにあたって

は、①融資金融機関等は、選定事業者に対する融資の可否及び融資条件（貸出金利の水準

及び償還条件等）を決定するため、ＰＦＩ事業契約の詳細について十分な審査を必要とす

ること、②選定事業者による固定金利での資金調達の期間には市場の制約がかかることに

留意する必要がある。また、融資金融機関等による貸出金利が確定する日は融資実行日で

あり、貸出金利は金融市場の動向に従って（金利スワップによる金利固定化を行う場合に

は金利スワップ市場の動向も加味され）定まるものであることにも留意が必要である。 

・管理者等が支払う選定事業者による借入金利相当の対価は、融資金融機関等による貸出金

利を前提として決定される。融資金融機関等により貸出金利が確定される日は、融資実行

日であり、融資実行は施設の引渡し日など、ＰＦＩ事業契約締結日からは相当の期間が経

過していることが通例である。その間、市場の金利は日々変動するため、ＰＦＩ事業契約

締結日には、選定事業者は融資金融機関等により確定される貸出金利を正確に想定するこ

とが困難である。しかしながら、仮に、ＰＦＩ事業契約締結日に、管理者等から選定事業

者に支払う借入金利相当の対価を固定することとした場合、選定事業者は、この時点にお

いて、融資金融機関等により確定される貸出金利について想定値をおかざるを得ない。こ

のため、実際の融資金融機関による貸出金利が、この選定事業者による想定値とは異なる

ものとなる。金利上昇局面においては、選定事業者がその金利差相当を負担することによ

り資金調達費用を高めるリスクが存在し、ひいては、こうしたリスクが契約金額に転嫁さ

れる結果ともなり得る。この間の金利変動リスクの管理は管理者等自らが担うこととし、

管理者等が選定事業者に支払う借入金利相当の対価を確定する日を、ＰＦＩ事業契約締結

日以降において別途定める日（基準日）とし、かつ、その基準日を融資金融機関等により

貸出金利が確定される日に出来るだけ近接した日に設定する考え方もある。 

 

（３）関心表明書 

・民間事業者の公募の際、管理者等は入札参加者に対し、金融機関等の関心表明書の提出を

義務付けることがある。入札参加者による提案の提出の段階においては、金融機関等はプ

ロジェクトファイナンスの組成に向けた選定事業のリスク分析や当該選定事業に関連す

る諸契約の交渉等を行なうために必要な情報が揃わないことから、関心表明書は融資予約
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の性格を有するものとはならない。したがって、関心表明書の提出をもって当該金融機関

等による融資が確約されたものではない点に留意する必要がある。 

 

４．補助金交付等支援措置 

・選定事業に対する財政上又は金融上の支援の適用について選定事業者の努力義務が規定

される場合、かかる手続きに対する管理者等の協力義務が規定されることもある。 

・適用可能な補助金等の交付若しくは公的金融機関等による無利子融資又は低利子融資の

交付に関するリスク分担については、入札参加者間の競争条件の確定等のため、民間事業

者の提案の前提条件として管理者等が入札説明書等に提示することが望ましい。 

・民間事業者の公募からＰＦＩ事業契約の締結までの間に、補助金等の交付等支援措置が可

能となった場合、これによる金融費用の減少分の「サービス対価」への反映方法等につい

ても、管理者等が入札説明書等に提示することが望ましい。 

・補助金交付等支援措置の有無により、選定事業者が想定していた融資金融機関等からの借

入金額を変更する場合に留意を要する点は以下のとおりである。 

 ①必要な借入金額が増加した場合、融資金融機関等は与信判断の前提としていた資金調

達計画に齟齬をきたし、改めて与信判断を行う必要がある。この場合、新たな与信判断に

時間を要するばかりでなく、場合によっては融資が困難になる可能性もある。 

②融資実行後に借入金額を変更する場合、それに伴い発生する増加費用（融資解約手数料、

金利スワップ解約費用等）がある。 

・公的支援の実現の可否は、民間事業者の入札参加者提案の提出時までに確定されないこと

にも留意し、適切なリスク分担（選定事業者に生じた資金調達のための増加費用や資金調

達の遅延に対する対応）をあらかじめ検討し、入札説明書等に明示することが望ましい。 

 

５．税制関連法令の適用 

・民間事業者の公募の段階においては、選定事業について、税制関連法令の適用される事実

関係が判然としない場合がある。このような場合であって、かつ当該税務に関する入札参

加者間の競争条件の確定を図ることが相当と認められる場合には、管理者等は全ての入札

参加者が税制関連法令の適用に関し共通の解釈に基づく提案ができるよう、こうした税目

に関連する法令について、税務当局が最終的な解釈を行うこととなるものの、一定の前提

を置かざるを得ない。その上で、この前提が実現しなかった場合に生じる増加費用の当事
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者間での分担については、あらかじめ検討し、入札説明書等に明示するなどの措置を講じ

ることも考えられる。 
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１－８ 国有地の貸付け 

 

１．概要 

・管理者等である国は、事業期間中、国有地を選定事業者に貸し付ける旨規定される。 

 

２．土地の貸付契約1 

・管理者等から選定事業者に対する土地の貸付けについては、ＰＦＩ事業契約とは別途に契

約を締結することが多い。土地の貸付けに関しては、 

１）貸し付ける土地の用途を選定事業の履行の範囲とすること 

２）土地の貸付期間 

３）土地の貸付けが有償の場合には、貸付料と借地権利金の額 

４）選定事業者が管理者等の承諾を得ずに土地にかかる権利譲渡等を行うことの禁止 

５）選定事業者が善良な管理者としての注意をもって貸し付けられた土地を維持保全

する義務（民法第４００条） 

６）ＰＦＩ事業契約が解除された場合、ＰＦＩ事業契約の終了と同時に当該土地の貸

付契約が終了となること 

等の規定が考えられる。 

 

３．土地の使用に関する関連法令 

（１） 国有地の使用の対価 

・ＰＦＩ法第７１条の規定により、管理者等たる国が必要があると認めるときは、選定事業

の用に供する間、国有地を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させることが

できる2。このため、ＰＦＩ事業契約と別途に管理者等と選定事業者との間で国有地を無

償又は時価より低い対価で選定事業者に貸し付ける契約を締結した場合、ＰＦＩ事業契

約が解除に至ったときには、選定事業者はその地位を失うことからこの貸付契約は解除

となる。 

 
1 地方公共団体が管理者等となる場合において、地方自治法第９６条第１項第６号の規定

により、条例で定める場合を除くほか、適正な対価なくして財産を貸し付けることは、議

会の議決事件とされている。 
2 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法第２３７条第２項の規定による。 
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（２）行政財産である土地の貸付け 

・行政財産については、国有財産法により私権の設定等が制限されているが、ＰＦＩ法第６

９条の規定により、管理者等が必要があると認める場合、行政財産である土地を、その用

途又は目的を妨げない限度において、選定事業者に対し貸し付けることができる（他の法

律に特別の定めがある場合を除く）。 

 

（３）普通財産である土地の貸付け 

・普通財産については、国有財産法の規定により私権の設定等ができることから、管理者等

は、普通財産である土地を選定事業者に対し貸し付けることができる（国有財産法第２０

条）1。ただし、国の普通財産である土地の貸付期間は、３０年を超えることができない

（国有財産法第２１条第１項第３号）。 

 

（４）民法の規定 

・行政財産又は普通財産である国有地を選定事業者に貸し付ける場合、当該土地の貸付け行

為は民法の適用を受け、有償貸付けは賃貸借（民法第６０１条）に、無償貸付けは使用貸

借（民法第５９３条）に基づくものとなる。 

 

  

 
1 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法第２３８条の５の規定による。 
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１－９ 許認可の取得 

 

１．概要 

・選定事業の実施に必要な許認可等の選定事業者による取得義務及びそれに対する管理者

等の協力義務、並びに、管理者等による同取得義務及びそれに対する選定事業者の協力義

務が規定される。 

 

２．許認可取得の責任分担 

・許認可取得の責任と費用負担の義務が選定事業者にあることを規定することにより、選定

事業者が必要な許認可の一部を取得できないことを理由としてＰＦＩ事業契約上の義務

を履行できない場合には、その責任を選定事業者が負うこととなる。具体的には、選定事

業者による許認可取得の遅延に伴う増加費用の負担、許認可取得の遅延を原因とした施設

完成遅延に対する遅延損害金の支払等が考えられる。また、管理者等は選定事業者から許

認可の取得に協力を求められた場合、必要な資料の提出など、必要に応じて、これに協力

する義務を負う旨規定される（そもそも民間事業者が監督官庁の事業許認可を得るいわゆ

る各業法に係る事業等の許認可については、民間事業者のみが自己の責任をもって取得す

べきことは当然であるが、各業法の適用を受けない公共施設等の整備に係る許認可につい

ては、公共が主体であるため不必要であった許認可を選定事業者が取得すべき場合等にお

いて、管理者等が必要に応じ協力することとなる。）。ただし、管理者等が取得すべき許認

可については、管理者等がこれを取得する義務を負い、選定事業者はこれに協力する義務

を負う旨規定される。なお、管理者等による許認可の取得遅延があった場合は、引渡し（又

は運営開始）予定日を延期する等の対応が考えられる。 

・リスクガイドラインにおいては、許認可等の取得について、「工事の着手、運営の開始ま

でに経ておくべき法令等に定められた手続の完了の遅れ、又はその更新の遅れ、手続を経

た結果による公共施設等の内容の変更、また工事の着手、運営の開始までに経る地元関係

者との交渉等の完了の遅れ、当該交渉等による公共施設等の内容の変更によって、設計等、

用地確保、建設、維持管理・運営の各段階の中断・遅延や、各段階で必要となる費用が約

定金額を超過することが起こることがある。したがって、どの段階でどのような手続等が

必要であるか、手続等が必要である場合又は必要となった場合に当該手続等を公共施設等

の管理者等と選定事業者のいずれが責任をもって行うか、その遅延、公共施設等の内容の
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変更に係る措置をあらかじめ検討し協定等に規定しておくことが望ましい。」と定められ

ている（リスクガイドライン二６（４））。 
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１－１０ 近隣説明 

 

１．概要 

・選定事業者は、適用法令及び条例に従い、選定事業のうち施設の建設工事についての近隣

住民に対する説明と、施設の建設工事の近隣住民の生活影響に与える調査等を自らの責任

と費用負担において実施する義務を負う旨規定される。併せて、管理者等は、必要と認め

る場合には、選定事業者等が近隣住民に行う説明に協力する義務を負う旨規定される。 

 

２．趣旨 

・選定事業の実施にあたっては、選定事業のうち建設工事の施工による騒音、交通渋滞等近

隣住民の生活環境に与える影響を調査し、近隣説明を実施する必要がある。この近隣説明

等については、選定事業者の費用と責任において実施する旨規定される。併せて、管理者

等は、必要と認める場合には、選定事業者等が近隣住民に行う説明に協力する義務を負う

ことが規定される。なお、近隣住民が、ＰＦＩ事業の実施によって損害を被った場合の賠

償責任については、２－２－８ 第三者に与える損害（設計・建設期間）と、３－５ 第

三者に与える損害（維持・管理、運営期間）において解説する。 

・また、選定事業者に対し、近隣説明等の実施について、事前及び事後に管理者等にその内

容や結果等を報告する義務を課す規定をおくことが通例である。 

 

３．建設工事が近隣住民の生活環境に与える影響 

・施設の建設工事が近隣住民の生活環境に与える影響としては、騒音、悪臭、光害、粉塵発

生、交通渋滞、汚濁水発生、振動、地盤沈下、地下水の断絶等が考えられる。 

 

４．近隣対策を求められる範囲   

・選定事業者の義務となる近隣対策の範囲については、合理的に要求される範囲等と限定す

る旨規定されることが通例である。 
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２． 施設の設計、及び建設工事にかかる事項 

 

２－１ 施設の設計にかかる事項 

 選定事業者は、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等、及び入札参加者提案に従って、自らの責

任と費用負担において施設の設計を実施する義務を負う旨規定される。 
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２－１－１ 施設の設計、設計図書の提出 

 

１．概要 

・①選定事業者から管理者等への設計図書の提出及び確認、②提出図書の内容と入札参加者

提案等との不一致の場合の当事者の対応、③施設の設計の第三者への委託等について規

定される。 

 

２．設計図書の提出及び確認  

・選定事業者は、自らの責任と費用負担において、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札

参加者提案に従って施設の設計を行う義務を負う。選定事業者は、設計の開始後、管理者

等による設計の状況についての確認を受けつつ、又は管理者等と設計の状況について打

ち合わせを行ないつつ、設計を行う旨規定される。基本設計及び実施設計が選定事業に含

まれる場合には、選定事業者は基本設計及び実施設計のそれぞれが完成した段階で、管理

者等にそれぞれの設計図書等を提出し、管理者等による確認等を受けることが規定され

る。管理者等は一定期間以内に又は速やかに確認等を行ない、選定事業者により提出され

た図書の内容がＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案に適合していること

を確認した上で、その旨通知する。 

・一方、選定事業者の提出図書の内容とＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案

の間に不一致があることが判明した場合、管理者等は、選定事業者に対して速やかにかか

る不一致の内容を通知するものとする。管理者等は、打ち合わせを行ったこと、図書を受

領したこと、ＰＦＩ事業契約等と提出された図書との間の不一致の内容を通知したこと

のいずれを理由としても、施設の設計及びかかる設計に基づく建設工事について何らの

責任を負担するものではない旨規定される。 

 

３．設計図書の提出義務及びＰＦＩ事業契約等と内容不一致の場合の是正責任 

・選定事業者については、基本設計図書及び実施設計図書のそれぞれが完成した段階で速や

かに管理者等にこれらを提出し、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案との

整合性について確認を受けること、管理者等による確認通知を受領した段階で、選定事業

の次の工程に着手できることが規定される。一方、管理者等については、選定事業者から

提出を受けた図書の内容を一定の期間以内又は速やかに確認し、選定事業者の提出した設
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計図書の内容とＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案との間に不一致がある

と判断した場合、その不一致の内容を選定事業者に通知することが規定される。 

・選定事業者の提出した設計図書の内容とＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提

案との間に不一致が判明した場合、選定事業者が不一致の内容についてその責任と費用

負担により是正し、是正したものを管理者等に再度提出し、確認を受けることが規定され

る。選定事業における設計図書は、工程を経るなかで順次詳細化及び補完されていくこと

から、管理者等による内容の不一致の判断について当事者間で合意が得られない場合が

想定される。このため、設計期間中に当事者が定期的に打ち合わせを行うこと等が規定さ

れるとともに、管理者等が通知した不一致の内容に対し、選定事業者が意見を述べること、

及び管理者等が選定事業者の意見が合理的と認めた場合には、選定事業者は是正を行う

必要のないことなどの規定が置かれることが通例である。 

・また、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案と基本設計図書の内容又は実施

設計図書の内容との不一致の是正等に起因し、設計の後段階の事業日程が遅延する場合

の措置、当事者間の責任分担、増加費用負担についてＰＦＩ事業契約に規定される。設計

段階において、選定事業者の責に帰すべき事由により施設の引渡し（又は運営開始）とい

った設計の後段階の事業日程が遅延するとき、その責任とかかる増加費用を選定事業者

が負担すること、管理者等がかかる遅延による損害金の請求権を得ることが規定される。 

 

４．設計図書の確認と設計にかかる責任との関係 

・管理者等が、①設計の状態について確認すること又は設計の状態について選定事業者と打

ち合わせをすること、②選定事業者から提案を受けた設計図書の内容を確認等した旨通

知すること、③選定事業者から提案を受けた設計図書の内容とＰＦＩ事業契約等との間

の不一致の内容について選定事業者に通知すること、④選定事業者のＶＥ（value 

engineering）提案に対する審査をすること等をもって、選定事業者の施設の設計及びか

かる設計に基づく建設工事についての責任が軽減又は免除されるものではない旨規定す

る必要がある。 

 

５．設計の第三者への委託等 

・第三者たる設計企業に設計を委託し、又は請け負わせることについて、管理者等への事前

の通知又は管理者等の承諾を義務とする旨規定される。 
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・選定事業者が設計をコンソーシアム構成企業（又は受託・請負企業）の設計企業に委託し

又は請け負わせる場合、その設計業務委託契約などの規定にかかわらず、管理者等との関

係では当該設計企業の責めに帰すべき事由は全て選定事業者の責めに帰すべき事由とみ

なされる旨規定される。 

・さらに、選定事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて選定事業者

の責めに帰すべき事由とみなして、選定事業者が責任を負うものとすることなどが規定さ

れる。 

 

６．共通仕様書 

・選定事業者が設計において達成すべき整備水準については、ＰＦＩ事業契約において関係

法令に関する規定の他、施設に求める機能、性能等の設定を目的として、共通仕様書等の

各種技術基準を参考にすること等が考えられる。 

なお、公共建築に関する事業においては、官庁営繕関係統一基準を参考にすることが考

えられる。 

 

７．選定事業者によるＶＥ提案 

・ＰＦＩ事業における設計業務については、ＰＦＩ事業契約、設計条件を含む入札説明書等

及び施設の基本的な考え方やデザイン等いわゆる企画設計図書を含む入札参加者提案に

従って、選定事業者が施設の設計を選定事業内容の一部として行うことが基本である。 

・しかしながら、施設の設計業務を選定事業の内容に含めず、あらかじめ管理者等から示

す施設の基本設計図書及び実施設計図書をＰＦＩ事業契約書の一部又は付属資料とし、か

かるＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従って、選定事業者が施設の建

設工事を施工する旨規定された上で、選定事業者がＶＥ提案によって管理者等の示した設

計図書を変更することができる旨規定される場合（契約後ＶＥ）もある。 

・上述のＰＦＩ事業契約締結後の選定事業者のＶＥ提案は、民間技術の積極的活用により建

設工事、維持・管理、運営の費用の縮減を図ることを狙いとしている。ＶＥ提案を求める

範囲は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ、設計図書に定める工事の目的物と比較

し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものとする。 

・選定事業者のＶＥ提案により実現できる建設工事費用の縮減金額のすべてを「サービス対

価」のうち建設工事費に相当する支払い対価の減額に反映させるならば、選定事業者がＶ
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Ｅ提案を行う経済的動機付けを失ってしまう可能性がある。このため、ＶＥ提案により減

額する建設工事費に相当する支払い対価の一定割合に相当する金額を減額しない。例えば、

ＶＥ提案により請負代金が低減すると見込まれる額の１０分の５に相当する金額（「ＶＥ

管理費」という。）を削減しないこととする取り決めも考えられる。 
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２－１－２ 設計の変更、法令変更による設計の変更 

 

１．概要 

・①管理者等又は選定事業者からの求めによる設計変更が可能な範囲、②設計変更が求めら

れた場合の相手方による当否の検討、承諾等の手続き、③設計変更が行われた場合の増加

費用の負担割合等について規定される。併せて、法令変更に伴う設計変更による増加費用

の分担等について規定される。 

 

２．管理者等の求めによる設計変更 

・管理者等は、必要があると認める場合、設計変更を選定事業者に求めることができる旨規

定される。その際、設計変更の限界として、民間事業者の入札参加者提案を逸脱する設計

変更、又は工期の変更を伴う変更を求めることはできない旨規定されることが通例であ

る。場合によっては、工期の変更を伴う設計変更等に関し、管理者等が選定事業者に対し

協議を求めることができる旨の規定が置かれる場合がある。 

・具体的な手続きについては、管理者等が選定事業者に対し設計変更を求めた場合、選定事

業者は当該変更の当否の検討を行ない、その結果を一定期間以内に管理者等に通知し（こ

こで、選定事業者は当該変更の当否とともに、当該変更により予想される増加費用等につ

いても検討し、その内容を通知内容に含めることが考えられる。）、管理者等はこれを踏ま

えて設計変更の要否を決定し、選定事業者に通知することとされ、選定事業者はこれに従

うものと規定される。 

・管理者等の求めによる設計変更に起因する増加費用については、選定事業者との帰責の割

合に応じて、管理者等と選定事業者がかかる費用を分担して負担する旨規定されること

が通例である。設計変更に起因する増加費用としては、設計費用、建設費用、将来の維持・

管理、運営にかかる費用及び金融費用（追加の資金調達に要する金利負担等の各種費用）

などが想定される。なお、選定事業者が作成した設計図書の内容とＰＦＩ事業契約等、入

札参加者提案又は入札説明書等との間に不一致がある場合は、当然ながら管理者等の帰

責性は認められず、この場合、選定事業者は自己の費用と責任において当該不一致を是正

することとなる。 

・管理者等の求めによる設計変更があった場合、それに起因する増加費用とあわせて、引渡

し（又は運営開始）予定日の延期についての検討が同時に必要である点に留意を要する。
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対応の選択肢としては、当初設定した引渡し（又は運営開始）予定日は変更せず、その引

渡し（又は運営開始）予定日までに施設を完成させることを前提とした増加費用を管理者

等が負担するという対応と、逆に合理的な期間、引渡し（又は運営開始）予定日を延期し

た上で、その引渡し（又は運営開始）予定日までに施設を完成させることを前提にした増

加費用を管理者等が負担する、という対応が考えられる。一定の期日までに施設の運営を

開始することを重視するならば、前者が選択される。ただし、この場合、増加費用の負担

は相対的に大きくなることが一般に予想される。これに対し、後者を選択した場合、引渡

し（又は運営開始）予定日を延期する以上、当然に「サービス対価」の支払開始も遅れる

ことになる。従って、この「サービス対価」の支払開始の遅延が選定事業者による融資返

済にどのような影響を与えうるのかについて留意する必要がある。 

・上記に関し、引渡し（運営開始）予定日を延期した場合、それに伴って維持・管理、運営

期間の終期も同様に延期するのか、あるいは維持・管理、運営期間の終期は変更せず、維

持・管理、運営期間を短縮することとするのか、という問題について検討を要する。前者

を選択した場合、維持・管理、運営の期間は変わらないが、「サービス対価」の支払が全

体として遅くなり、後者の場合には、維持・管理、運営期間の短縮の結果、選定事業者が

失うことになる「サービス対価」をどのように考えるかについて検討を要する。（関連：

１－４ 事業日程） 

・管理者等の求めによる設計変更に起因して、選定事業者が負担すべき施設整備にかかる費

用が減少した場合は、合理的な範囲内において当該費用の減少分を「サービス対価」から

減額することが考えられる。 

・管理者等の求めによる設計変更を認めない場合、管理者等が望まない施設が建設されるこ

とも想定され、これは経済合理性に欠くといえる。このため、工期の変更を伴わない範囲

の設計変更については、増加費用を管理者等が負担する限り、選定事業者の承諾は必要と

されないと考えられる。 

 

３．選定事業者の求めによる設計変更 

・選定事業者の求めによる設計変更については、提案審査の公平性の確保等を勘案して、上

記の入札参加者提案からの逸脱の有無等に関わりなく、管理者等の事前の承諾が必要とさ

れる。また、かかる設計変更に起因して選定事業者に生じた増加費用については、管理者

等と選定事業者が、帰責の割合に応じて、かかる費用を分担して負担する旨規定されるこ
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とが通例である。 

 

４．法令変更による設計変更 

・法令変更に対応するための増加費用の考え方については、当該選定事業に直接関係する法

令を特定し、かかる法令の変更に基づく増加費用は管理者等の負担とし、広く民間企業一

般に影響を及ぼすような法令変更に基づくものについては、選定事業者の負担とする考え

方がある（関連：５－３ 不可抗力等による解除権等）。 

・当該選定事業に直接関係する法令の変更による設計変更の場合、上記２．の場合と同様に

引渡し（又は運営開始）予定日の延期についての検討が同時に必要である点に留意を要す

る。それ以外の法令の変更による設計変更の場合には、選定事業者のリスク負担として引

渡し（又は運営開始）予定日は変更されないことが通例であると考えられる。 

 

５．増加費用の負担に代える設計変更 

・管理者等が契約上の別の規定により増加費用を負担すべき事実が生じた場合、特別な理由

があるときは、予算執行上の観点から当該負担に代えて、減額を目的とした実施設計図書

の変更ができる旨規定することも考えられる。 

 

６．標準約款上の規定（参考） 

・従来型の公共工事の請負契約においては、発注者は、必要があると認めるときは、設計図

書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができ、この場合において、

発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者

に損害を与えたときは必要な費用を負担しなければならないとしている（標準約款第１９

条）。また、請負代金額の変更に代える設計図書の変更について、発注者は、請負代金額

を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代

金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができ、設計図書

の変更内容は、請負者と協議して定めるとしている（ただし、協議開始後一定期間に協議

が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知するとしている）（標準約款第３１条）。 
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２－２ 施設の建設工事にかかる事項 

１．概要 

・選定事業者は、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従い、施設整備を行

う義務を負う旨規定される。 

 

２．施設の建設工事にかかるリスク 

・施設の建設工事にかかるリスクとしては、①施設の完工遅延、②施設の建設工事費の増加、

③施設にかかる要求水準未達、④施設の建設工事につき第三者に与える損害等が想定され

る。こうしたリスクは、予定どおりに施設を引渡し、運営を開始できなかったことによる

得べかりし公共サービスの逸失利益、工期遅延等による増加費用負担、第三者に対し損害

を与えた場合の損害賠償等として顕現化する。 

・これらの損害等をもたらす要因は、①選定事業者の責めに帰すべきもの、②管理者等の責

に帰すべきもの、③選定事業者及び管理者等の双方の責めに帰すべきもの、④選定事業者

又は管理者等の責めに帰すことができないものに分類できる。 

・なお、建設工事の段階で発生した事由により、ＰＦＩ事業契約が解除されることも想定し

うるが、これについては、別途、「５．契約の終了」において解説する。 

・選定事業者が施設を完工し、公共サービスの提供を開始しない限り、基本的には管理者等

の「サービス対価」支払い義務は生じず、選定事業者はこれを受領できないことから、選

定事業者は施設を完工させ、公共サービス提供を開始することに対し、大きな経済的動機

付けを保持している。選定事業者にとって自らの責任による施設の完工遅延及び公共サー

ビス提供の遅延は、従来型の公共事業以上に大きなリスクとなる。 
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２－２－１ 施設の建設工事 

 

１．概要 

・選定事業者は、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従い、自らの責任と

費用負担において施設整備を行う義務を負う旨規定される。併せて、選定事業者は、施設

の施工方法その他施設を完成するために必要な一切の手段を自己の責任において定める

ことについて規定される。 
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２－２－２ 土地の引渡し 

 

１．概要 

・管理者等が選定事業の用に供する目的のため、選定事業者に対し貸し付ける土地（以下、

「事業用地」という。）の引渡しの時期、引渡し時の事業用地の状態、及び引渡し後の選

定事業者の事業用地にかかる善良なる管理者としての注意義務について規定される。 

 

２．趣旨 

・選定事業がＢＯＴ方式又はＢＴＯ方式であるかにかかわらず、選定事業者が管理者等の所

有する土地上で選定事業を実施する場合、建設工事の着手等事業用地を使用する業務を

開始させるため、管理者等は事業用地を選定事業者に引き渡す必要がある。事業用地の引

渡しの時期及び引渡し時の事業用地の状態は、施設の建設工事の着手、その後の維持・管

理、運営の開始等事業の工程、事業費用等事業内容に影響を与える場合があることから、

具体的かつ明確に規定する必要がある。 

 

３．引渡し期日 

・事業用地の引渡し期日の規定については、事業内容等に応じて、具体的かつ明確に規定す

ることが重要である。規定例については以下のとおりである。 

１）特定の年月日 

２）ＰＦＩ事業契約の締結日 

３）別途締結する土地の使用貸借契約で定める日 

４）測量等土地調査の開始日 

５）建設工事の着工日 

・事業用地の引渡しの時期については、ＰＦＩ事業契約書の別紙として日程表に記載される

場合もある。 

 

４．引渡し時の土地の状態 

・管理者等から選定事業者に対する事業用地の引渡しの状態については、現状で引き渡す、

施設の建設工事の施工が可能な状態で引き渡す等と規定されることが通例である。 

・引渡しの土地の状態は、選定事業者が建設工事費を算出するための前提条件として重要な
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要素であるため、民間事業者の募集の際に管理者等が入札説明書等において具体的に示す

ことが求められる。 

・引渡し時の事業用地の状態があらかじめＰＦＩ事業契約に定められた状態と異なる場合

や、引渡しの遅延による工期の変更や増加費用の負担についても、管理者等と選定事業者

の帰責性に応じて規定を置くことが考えられる。 

 

５．土地にかかる選定事業者の善管注意義務 

・土地の引渡し後の選定事業者の土地にかかる善良なる管理者としての注意義務について

規定される（民法第４００条）。なお、標準約款第１６条第２項においても、請負者の事

業用地にかかる善管注意義務の規定が置かれている。 
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２－２－３ 建設工事に伴う各種調査 

 

１．概要 

・施設の建設工事のために必要な測量、地質調査等の調査が選定事業に含まれる場合、選定

事業者は、その調査を実施する義務を負い、当該調査の不備及び誤謬等から生じる責任と

増加費用を負担すること等が規定される。また、当該調査により土地の瑕疵が判明した場

合、その修補のためにかかる増加費用の負担、事業工程の遅延に係る措置等について規定

される。 

 

２．調査の不備等の責任と費用負担 

・施設の建設工事のために必要な測量、地質調査等の調査が選定事業に含まれる場合、選定

事業者は自らの責任と費用負担において、必要な調査を実施し、その不備及び誤謬等から

生じる一切の責任及び増加費用を負う旨規定される。 

・管理者等は、民間事業者に対し、入札説明書等において選定事業の履行条件として土地に

関する資料を提示し、民間事業者は当該資料に基づき、設計費及び建設工事費等の積算を

行う。その後、選定事業者は選定事業の業務の一部として施設の建設工事に必要な調査を

自ら実施し、自ら実施した調査に従って施設の設計及び建設工事を施工することとなる。 

このため、選定事業者が土地にかかる調査等を自ら実施した結果、管理者等が入札説明

書等において提示した土地に関する資料から合理的に予測又は想定できない瑕疵がある

ことが判明した場合、及び、管理者等の提示した土地にかかる資料と選定事業者の実施し

た調査等結果との間で著しい差異がある場合等については、管理者等が選定事業者に生じ

た合理的な増加費用を負担すること、必要に応じた事業日程の変更等の措置を講じること

を規定することなどが考えられる。 

・特に、施設の建設工事に必要となる土地にかかる調査のうち、埋蔵文化財及び土壌汚染の

調査については、これらの調査により判明される土地の瑕疵が、事業費用及び事業の工程

に対し特に大きな影響を与える可能性があり、瑕疵の内容によっては、ＰＦＩ事業契約の

解除に至るおそれがあることから、当事者間で具体的かつ明確なリスク分担を規定する

必要性が高い。 

・リスクガイドラインにおいては、調査・設計に関するリスクとして、「選定事業に測量若

しくは地質等調査又は設計（以下「設計等」という。）の一部又は全部が含まれる場合に
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「設計等の完了の遅延」、「設計等費用の約定金額の超過」、「設計等の成果物の瑕疵」等が

主なものとして想定される。」と定められている。従来型の公共工事の請負契約において

も、工事現場の形状、地質等が設計図書と異なる場合、監督員への通知、調査を経て、工

期の延長を認める規定が置かれる（標準約款第１８条）。 

 

３．その他施設の建設工事に必要な調査等 

・選定事業者が建設工事の必要に応じて実施する調査等としては、測量及び地質調査に加

え、周辺地域に対する家屋影響調査、工事に係るテレビ電波障害の現況調査等が考えられ

る。個々の施設及び建設工事の内容や地域特性に応じて選定事業者が判断する必要があ

る。 

 

４．調査等実施の手続き 

・選定事業者が調査を実施するときは、管理者等に事前に連絡する義務を課す、又は、速や

かな事業の実施のため、事業用地の引渡し前に選定事業者が管理者等に事前連絡を行ない、

管理者等の承諾を得た上で調査等を実施することができる旨規定することが通例である。 
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２－２－４ 施工計画書の提出 

 

１．概要 

・選定事業者が施設の建設工事の工程などを記載した施工計画書を作成し、管理者等に対し

て提出する義務を負うこと、及び工事記録を整備する義務を負うこと等が規定される。 

 

２．趣旨 

・選定事業における施設の建設工事については、通常総額によりＰＦＩ事業契約を締結する

方法がとられ、選定事業者は、全体の工期内に建設工事を完成する義務を負うだけであり、

特段の合意がない限り、施工計画書等に記載のとおりに個々の工種ごとにその工事細目を

一定の期日までに完成する義務を負うものではない。施工計画書等は、管理者等が選定事

業者による建設工事の進捗状況の把握等の目安として取り扱うものである。（関連：１－

４ 事業日程） 

・選定事業者の対応能力に応じ、その自主的な建設工事の施工に委ねるとしても、必要に応

じて管理者等の関与が必要な場合がある。しかしながら、選定事業全体に与える影響が小

さいと見込まれるときには、管理者等の過度の関与が不適当な場合があることに留意し、

事業日程に規定された施設の完工期日又は施設の維持・管理、運営開始期日までに選定事

業者により建設工事が施工され、サービス提供の準備が完了することに主眼を置くことが

望ましい。 

 

３．標準約款上の規定（参考） 

・標準約款第３条第３項において、工程表は、この約款の他の条項において定める場合を除

き、当事者を拘束するものではないと定めている。 

 

４．施工計画書等の提出 

・選定事業者は、①工事全体の工程表を含む施工計画書、及びこれを補足する月間工程表又

は週間工程表を作成すること、②建設工事の着手前に、工事全体の工程表を含む施行計画

書を管理者等に提出すること、③月間工程表又は週間工程表を一定の期日に、又は管理者

等が求めたときに提出する等の規定を置くことが通例である。 

・選定事業者が管理者等に提出する施工計画書等に対する管理者等の確認等の要否（「サー
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ビス対価」を変更する場合の算定の基礎に活用するかなどを考慮する）については、当事

者があらかじめ検討し、ＰＦＩ事業契約に規定することが望ましい。 

・工期中の工事記録の整備については、選定事業者が、実際に施設の建設工事を請け負う又

は受託する建設企業にその義務を移転する場合、その旨規定される。  
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２－２－５ 第三者による実施（建設工事） 

 

１．概要 

・①選定事業者は、施設の建設工事を第三者に委託し又は請け負わせることができるものと

すること、ただし、かかる委託又は請負は全て選定事業者の責任において行うこと、②選

定事業者は、施工体制台帳等を管理者等に提出する義務を負うこと等が規定される。 

 

２．選定事業者の責任の範囲 

・コンソーシアム構成企業が株式会社を新設し、当該株式会社が選定事業者となる場合、選

定事業者は、通例、コンソーシアム構成企業（又は受託・請負企業）の建設企業に建設工

事を委託し又は請け負わせる。ただし、選定事業者は、建設工事を建設企業に委託し又は

請け負わせる場合においても、その建設請負契約などの規定にかかわらず、管理者等との

関係では、建設企業その他の選定事業者が使用する第三者の責めに帰すべき事由は全て選

定事業者の責めに帰すべき事由とみなされることが規定される。 

・建設業法において、建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってする

を問わず、一括して他人に請け負わせてはならないとし、建設業を営む者は、建設業者か

ら当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならないと規定している

（建設業法第２２条第１項及び第２項）。また、同法において、一括下請負の禁止の例外

として、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、同法第２２条第

１項及び第２項の規定は適用されない（建設業法第２２条第３項）。このため、選定事業

者が建設企業に建設工事を請け負わせる等した場合で、この建設企業が第三者に一括して

請け負わせること（一括下請負）の承諾を選定事業者に求めた場合には、その承諾を与え

てはならないことを規定する場合がある。 

・ちなみに、参考として、公共工事においては、発注者の承諾の有無とは無関係に一括下請

負を禁止されるべきであることから、入札契約適正化法において、公共工事においては建

設業法第２２条第３項を不適用とし、一括下請負が認められる場合が存在しないことが規

定されている（入札契約適正化法第１４条）。 

 

３．施工体制台帳等の管理者等に対する提出 

・ＰＦＩ事業においては、実質的に建設工事を施工する企業を管理者等が把握するため、入
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札参加者提案において建設工事を施工する建設企業を示すことが通例である。 

・一般に建設工事の施工は、それぞれ独立した各種専門工事の総合的な組み合わせにより成

り立っているため、建設業法において、発注者から直接請け負った建設工事を一定額以上

の下請契約を締結して施工しようとする特定建設業者に対し、施工体制台帳及び施工体系

図の作成等を義務付けている（建設業法第２４条の７及び建設業法施行令第７条の４）。

ちなみに、参考として、入札契約適正化法が適用される場合には、発注者への施工体制台

帳の写しの提出が義務付けられている（入札契約適正化法第１５条第２項）。 

・上述のとおり、選定事業における建設企業が特定建設業者であって、発注者から直接請け

負った建設工事を一定額以上の下請契約を締結して施工しようとする場合には、当該建設

企業には建設業法の定めにより施工体制台帳等の作成が義務付けられている。したがって、

管理者等が、工事の適正な施工の確保がなされているかを確認するため、ＰＦＩ事業契約

締結後から建設工事の着手までの間に、選定事業者に対して建設企業から施工体制台帳等

の提出及びこれらについての報告を求めることができること、下請業者の内容が変更され

た場合には管理者等に通知することが規定される。 
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２－２－６ 工事監理者の設置 

 

１．概要 

・選定事業者は、建築基準法の定めに従い施設の建設工事に着手する前に自らの費用負担に

より工事監理者を設置する義務を負う旨規定される。また、選定事業者は、設置した工事

監理者の名称を管理者等に通知し、当該工事監理者に報告を行わせる義務を負うこと等が

規定される。 

 

２．建築基準法等の規定 

・建築士法において、工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、そ

れが設計図書のとおりに実施されているか否かを確認することと規定されている（建築士

法第２条第８項）。 

・建築基準法において、建築主は建築士法第３条から第３条の３までに規定する建築物の工

事をする場合には、それぞれ建築士法第３条から第３条の３までに規定する建築士である

工事監理者を定めなければならないと規定されている（建築基準法第５条の６第４項、建

築士法第３条から第３条の３）。 

・したがって、ＰＦＩ事業においても建設基準法に定める建築物の工事を実施する場合に

は、建築主である選定事業者は当該建設工事の工事監理者を定める必要がある。 

 

３．工事監理者の監理報告 

・ＰＦＩ事業契約においては、選定事業者が建設工事の着手前に工事監理者を設置すること

とともに、設置後速やかにその名称を管理者等に宛て通知する義務が規定される。また、

工事監理者の設置にあたり、管理者等の承認を必要とすることも考えられる。 

・ＰＦＩ事業契約においては、選定事業者が、工事監理者をして、管理者等に対する定期的

な報告を行わせる義務を負う旨規定される、又は、施工状況把握のため、必要に応じ、管

理者等が工事監理者からの報告を求めることができる旨規定されることが通例である。 
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２－２－７ 工期の変更 

 

１．概要 

・当事者の一方が施設の建設工事の工期の変更を求めた場合、当事者間の協議により当該変

更の当否を定めた後（協議が不調に終わった場合は、管理者等が合理的な工期を定め、選

定事業者はこれに従う。）、当該変更の対応に要する増加費用の負担については当事者間

の協議により決定する旨規定される。 

 

２．工期の変更と事業日程の遅延との関係 

・工期の変更が行われても、管理者等への施設の引渡し（又は運営開始）等の事業日程は遅

延されない場合もあり得る。工期の変更による増加費用の負担については、事業日程の遅

延による違約金支払いなど損害の負担の規定とは区別し、かつ、両者の整合性を確保する

必要があることに留意が必要である。 

・工期の変更により、選定事業者から管理者等への施設の引渡し（又は運営開始）等の事業

日程が遅延したときの損害の負担については、具体的かつ明確な規定が置かれる。（関連：

２－４―２ 引渡し（又は運営開始）の遅延） 

 

３．工期の変更による増加費用の負担 

・建設工事の工期の変更による増加費用の負担については、当該変更が選定事業の用に供す

る土地の瑕疵又は管理者等の責めに帰すべき事由による場合は、管理者等が合理的な範

囲で負担し、当該変更が選定事業者の責めに帰すべき事由による場合は、選定事業者が負

担することが原則となる。 

・設計変更の場合（２－１－２）と同様に、工期の変更があった場合、それに起因する増加

費用とあわせて、引渡し（又は運営開始）予定日の延期についての検討が同時に必要であ

る点に留意を要する。管理者等の帰責事由による工期の変更への対応の選択肢としては、

当初設定した引渡し（又は運営開始）予定日は変更せず、その引渡し（又は運営開始）予

定日までに施設を完成させることを前提とした増加費用を管理者等が負担するという対

応と、逆に合理的な期間、引渡し（又は運営開始）予定日を延期した上で、その引渡し（又

は運営開始）予定日までに施設を完成させることを前提にした増加費用を管理者等が負

担するという対応が考えられる。一定の期日までに施設の運営を開始することを重視す
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るならば、前者が選択される。ただし、この場合、増加費用の負担額は相対的に大きくな

ることが一般に予想される。これに対し、後者を選択した場合、引渡し（又は運営開始）

予定日を延期する以上、当然に「サービス対価」の支払開始も遅れることになる。従って、

この「サービス対価」の支払開始の遅延が選定事業者による融資返済に与える影響、ひい

ては、管理者等の負担に与える影響について留意する必要がある。 

・上記に関し、引渡し（又は運営開始）予定日を延期した場合、それに伴って維持・管理、

運営期間の終期も同様に延期するのか、あるいは維持・管理、運営期間の終期は変更せず

に、維持・管理、運営期間を短縮することとするのか、という問題についても検討を要す

る。前者を選択した場合、維持・管理、運営の期間は変わらないが、「サービス対価」の

支払いが全体として遅くなり、後者の場合には、維持・管理、運営期間の短縮の結果、選

定事業者が失うことになる「サービス対価」をどのように考えるかについて検討を要する。

（関連：１－４ 事業日程） 

 

４．関係法令の規定 

・建設業法において、「当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部

若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損

害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め」及び「天災その他不可抗力による工期

の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め」が建設工事の請負契約の締結

に際に必要な記載事項の一つに規定されている（建設業法第１９条第１項第６号及び第７

号）。ＰＦＩ事業契約においても、工期が変更されたときの増加費用の分担について規定

する必要がある。 

・従来型の公共工事の請負契約においては、工期の変更方法について、発注者と請負者が協

議して定めることを原則とし、一定期間以内に協議が整わない場合には、発注者が決定し

て請負者に通知することとしている（標準約款第２４条第１項）。 

・工期の変更に関連して発生しうる「工事の完成の遅延」は建設工事にかかる主なリスクと

して想定される（リスクガイドライン二３）ことから、管理者等と選定事業者は、ＰＦＩ

事業契約において、かかるリスクが顕在化した場合の増加費用の分担を含む措置について、

できる限り曖昧さを避け、具体的かつ明確に規定する必要がある。 

・工事の完成の遅延には、選定事業者の不適切な工程管理等による遅延、管理者等の何らか

の事由による設計変更等による遅延、当該管理者等あるいはその他の者の選定事業に係る
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公共施設等に密接に関連する施設の整備の遅れによる遅延、不可抗力等協定等の当事者の

合理的な措置にかかわらず避けられない双方の責めに帰しがたいものによる遅延等があ

る。工事の完成が遅延する場合には、選定事業者には労務費等の増加負担、借入金利子払

増等の損失が、公共施設等の管理者等には代替サービスの購入費等の損失が発生する場合

がある。なお、選定事業者が公共施設等の完成の通知をした場合において、設備、機器の

試運転の結果、当該公共施設等の状況によっては協定等や仕様書等で示された提供される

べき公共サービスの水準を達成することができない場合には、工事は完成しておらず、そ

の修補の完了が工事の完成となることを協定等で合意しておく必要がある。（リスクガイ

ドライン二３（１）参考①） 
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２－２－８ 第三者に与える損害（設計、建設段階） 

 

１．概要 

・選定事業者が行う施設の建設工事により第三者に与える損害等については、選定事業者が

それを負担する旨規定される。ただし、当該損害のうち管理者等の責めに帰すべき事由に

より生じた損害等については、管理者等がこれを負担する旨規定される。 

 

２．近隣対策にかかる費用負担 

・事業の実施そのものについての近隣調整は管理者等に責任の所在があるものの、近隣調整

の不調については、その理由が事業の実施そのものであるのか、若しくは、選定事業者に

よる建設工事の影響であるのか、必ずしも判然としない場合が生じうると想定される。こ

の場合には、責任の所在と費用負担について当事者間で協議を行う必要が生じるものと

考えられる。 

・なお、管理者等は、当該施設の立地条件、事業内容等の観点から、近隣住民の生活環境に

相当な程度の影響を与えることがあらかじめ想定される事項については、その対応にかか

る責任の所在と費用負担のあり方を入札説明書等に明記することが望ましい。 

 

３．第三者に対する損害賠償責任 

・施設の建設工事により第三者に損害を与えた場合、選定事業者は当該損害を当該第三者に

対して賠償する旨規定される。ただし、管理者等の責めに帰すべき事由の場合には、管理

者等が当該損害を当該第三者に対して賠償する旨規定される。 

 

４．通常避けることのできない理由による損害 

・施設の建設工事に伴い通常避けることができない騒音等の事由により第三者に与える損

害等の負担については、その他事由による負担とは別に規定が置かれることが通例である。 

・建設工事に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由

により第三者に損害を与えた場合については、その損害賠償責任が選定事業者にあるとす

る考え方と、管理者等にあるとする考え方がある。ＰＦＩ事業契約の締結にあたり、当事

者間で、いずれの考え方が当該選定事業に相応しいかを検討し、ＰＦＩ事業契約において

適切に規定することが望ましい。ただし、上記の理由が選定事業者の建設工事における善
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管注意義務違反を原因としている場合には、選定事業者が損害賠償責任を負うことになる。

また、これらの問題は、建設工事に伴う各種調査に関する問題とも関連するため、ＰＦＩ

事業契約上相互の規定の整合性につき留意が必要となる。（関連：２－２－３ 建設工事

に伴う各種調査） 

・他の民間事業者が実施しても回避することが見込めない事由である場合、選定事業者にそ

のリスクを全て負担させることにつき合理的な理由が見いだせないという考え方もある。

特に、事業用地を管理者等が事前に指定している場合、そのような事情は強まると思われ

る。しかしながら、管理者等が損害賠償を負担するとした場合、選定事業者は消極的に善

管注意義務を果たすにとどまり、損害防止のために積極的により優れた技術を用いるとい

う経済的動機付けを失う可能性があるという側面にも留意が要する。 

・標準約款第２９条第２項においては、建設工事に伴い通常避けることのできない騒音、振

動、地盤沈下等の理由により第三者に損害を与えた場合、発注者がその損害を負担すると

定められている（ただし、善管注意義務を怠った場合は請負者がその損害を負担するとさ

れる。）。その理由として、請負者が損害の負担部分を契約額の中であらかじめ留保するこ

となどから契約金額に転嫁される結果ともなり得ることに加え、公共工事が仕様発注方式

をとり、かつ、公共は工事請負契約の発注者の立場になることから、発注者たる公共が負

担するとしているものと考えられる。一方、ＰＦＩ事業においては、性能発注方式をとり、

かつ、管理者等にとっては契約の相手方である選定事業者が発注者の立場になって、請負

人である建設企業の間で施設の工事請負契約等が締結されるため、選定事業者が負担する

ことも考えられる。ただし、ＰＦＩ事業を選定事業者に一括して委ねる者は管理者等であ

ることを理由に、又はＶＥ提案等の仕様発注に近い方法を採用する場合等において、管理

者等が負担することも考えられる。 

 

５．関係法令上の責任 

・以下は、ＰＦＩ事業において管理者等が問われる可能性のある法律上の責任を例示したも

のである。 

１）公の営造物又は土地の工作物にかかる責任（国家賠償法第２条第１項又は民法第７１７

条第１項）：国家賠償法第２条第１項において「公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつ

たために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責めに任ずる。」

と規定されている。また、民法第７１７条第１項は、土地の工作物の設置又は保存の瑕疵
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により第三者に損害を与えた場合、かかる工作物の占有者がその損害について責任を負う

とし、同項但し書は、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をなしていたとき

は、占有者は免責されて、所有者が責任を負うと定めている。 

２）共同不法行為者の責任（民法第７１９条）：建設工事に関し、管理者等と選定事業者の

双方が共同して第三者に損害を与えた場合、管理者等と選定事業者の行為は民法第７１９

条に規定される共同不法行為となり、被害者は、管理者等と選定事業者の各自に対して生

じた損害の全額の賠償を求めることが可能である。そして、共同不法行為者の一人が被害

者に全部の賠償をした場合には、他の者に対して本来負担すべき責任の割合に応じて求償

権を持つことになるが、かかる損害の分担方法についてあらかじめ当事者間で合意してお

くことも可能である。したがって、ＰＦＩ事業契約においても、事業の委託者である管理

者等と受託者である選定事業者の間における損害の分担方法についてあらかじめ合意し

ておくことが考えられる。 

 

６．第三者賠償責任保険の付保義務 

・第三者に対する損害賠償については、保険による填補が経済的に合理的なリスク軽減等の

手段になる選定事業が多いことから、選定事業者にかかる付保を義務付け、ＰＦＩ事業契

約の別紙として付保内容の明細を記載し、その内容及び基本条件につき規定することが

通例である。また、被保険者として選定事業者、選定事業者と契約する建設企業、建設企

業の下請企業等を含めることが可能である。（関連：６―６ 保険加入義務） 
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２－２－９ 不可抗力による損害（設計、建設段階） 

 

１．概要 

・施設の設計、建設段階において、不可抗力の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従った設計、

建設業務の履行が不能になった場合の規定である。不可抗力事由の発生時における債務の

取扱い、履行不能発生時の選定事業者による管理者等への通知等の手続き、不可抗力に起

因する損害等の分担、施設の引渡し（又は運営開始）予定日の変更などについて規定され

る。 

 

２．不可抗力の定義の考え方 

・不可抗力とは、協定等の当事者の行為とは無関係に外部から生じる障害で通常必要と認め

られる注意や予防方法を尽くしてもなお防止し得ないものと考えられる。管理者等及び

選定事業者のいずれの責めにも帰しがたい天災等、具体的には、暴風、豪雨、洪水、高潮、

地滑り、落盤、落雷、地震、火災、有毒ガスの発生等の自然災害に属するものと、騒乱、

暴動、戦争、テロ行為等の人為災害に属するものが存在するが、疫病や感染症等、これら

以外の事由についても不可抗力事由に含まれうるのであり、そのような事由についても

不可抗力となる基準を明確にした上で、ＰＦＩ事業契約等で定めておくことが望ましい。

なお、ＰＦＩ事業契約等の中で不可抗力事由を定めている場合でも、具体的状況下で不可

抗力と判断されるかについては、通常必要と認められる注意や予防方法を尽くしてもな

お防止しえないものか、管理者等及び選定事業者の協定等の内容、協議内容、国や自治体

等が示す指針等の内容、社会状況等を考慮して個別具体的に判断することが必要である

（参考：リスクガイドライン二６（１））。（関連：５－３ 不可抗力等による解除権等） 

 

３．不可抗力発生時の手続き等 

・不可抗力事由の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従った設計又は建設工事業務の全部又は

一部の履行が不能となった場合、選定事業者はその履行不能の内容の詳細及びその理由に

ついて書面をもって直ちに管理者等に通知することが規定される。選定事業者は、この履

行不能通知の発出後、履行不能状況が継続する期間中、選定事業者の履行期日におけるＰ

ＦＩ事業契約等に基づく自己の債務について当該不可抗力による影響を受ける範囲にお

いて業務履行義務が免除される。ただし、選定事業者は損害を最小限にする義務を負う。 
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・管理者等は選定事業者から履行不能通知の受領後、速やかに当該不可抗力による損害状況

の確認のための調査を行い、その結果を選定事業者に通知する義務が規定される。また、

管理者等は、設計や建設工事等の内容の変更、引渡し（又は運営開始）の遅延、当該不可

抗力事由による合理的な損害又は増加費用の分担等対応方法につき選定事業者と協議を

行うことが規定される。なお、必ずしも不可抗力事由に該当するか明らかでない状況の場

合にも、損害や増加費用の分担等の対応方法について適切な協議が実施されるよう定めて

おくことが望ましい。 

・上述の当事者間による協議において一定期間以内に合意が成立しない場合、管理者等は、

事業継続に向けた対応方法を選定事業者に通知し、選定事業者は、かかる対応方法に従い

選定事業を継続する義務を負うことが規定される。また、選定事業者の履行不能の状態が

永続的なものと判断されるとき又は選定事業の継続に過分の費用を要するときなどには、

管理者等は、選定事業者と事業の継続の是非について協議の上、ＰＦＩ事業契約の一部又

は全部を解除できることが規定される。なお、管理者等と選定事業者の当事者双方が解除

権を有する契約構成とすることも考えられる。 

 

４．不可抗力による損害等の分担 

・設計、建設段階に、不可抗力の発生により施設及び仮設物、工事現場に搬入済みの工事材

料、その他建設機械器具等に対し損害が生じた場合、選定事業者に不可抗力等による損害

を最小限にとどめる経済的動機付けを与えるため、生じた損害又は増加費用の一部を選

定事業者が負担することとし、その余を管理者等が負担する規定を置くことが通例であ

る。例えば、同期間中の累計で建設工事費に相当する金額に一定比率を乗じた額に至るま

での額、又は一定金額に至るまでの額を選定事業者の負担とし、これを超過する部分につ

いては、「合理的な範囲」で管理者等が負担すると規定されることが考えられる。選定事

業者の負担割合の検討にあたっては、選定事業者がより多くの不可抗力の損害金を負担

することとした場合、不可抗力のリスクを適正に定量化できないこと及び保険技術上の

制約から、選定事業者が不可抗力のリスクを負担するための費用が過大となり、結果とし

て、かかる費用が契約金額に転嫁される結果ともなり得ることに留意する必要がある。な

お、選定事業者が善良なる管理者としての注意義務を怠ったことに起因する損害等につ

いては、選定事業者が負担するものと規定される。 

・ここでの損害の範囲については、基本的に物件以外の損害も含まれると考えられるが、増
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加費用一般や逸失利益まで含むか等については、当事者間で明確にしておくことが望ま

しい。 

・建設工事費に相当する額に一定比率を乗じた額又は一定金額を超過する部分について、

「合理的な範囲」で管理者等が不可抗力による損害又は増加費用を負担する旨規定され

ることが通例である。この場合、この一定比率を乗じた額又は一定金額を超過する部分に

ついても選定事業者が不可抗力による損害等を負担することが想定され、かかる負担に

ついてできる限り具体的に規定することも考えられる。 

・従来型の公共工事の請負契約においては、請負代金額の１００分の１を超える部分を発注

者が負うことにより請負者の負担を軽減している（標準約款第３０条第４項）。かかる規

定は、不可抗力による損害の負担をすべて請負者に帰するのではなく、何らかの形で発注

者が負担しているという実態をも考慮し、請負契約における片務性の排除、建設業の健全

な発達の促進をも考慮して、損害の負担を転嫁している。 

・管理者等が損害等を分担する場合には、損害等を裏付ける資料に基づいて、どの程度損害

等が発生したか厳密に認定することが必要になることも考えられる。そのため、どのよう

な資料に基づいて損害を認定するかについてＰＦＩ事業契約の締結前にあらかじめ協議

を行っておくことが望ましく、必要に応じてそれをＰＦＩ事業契約等で定めておくことも

考えられる。 

 

５．引渡し（又は運営開始）予定日の変更 

・上記の損害の範囲と関連する問題として、不可抗力に起因する損害負担とあわせて、引渡

し（又は運営開始）予定日の延期について検討が必要である点に留意が必要である。対応

の選択肢としては、当初設定した引渡し（又は運営開始）予定日は変更せず、その引渡し

（又は運営開始）予定日までに施設を完成させることを前提とした損害額（増加費用等を

含む）を負担の基礎とするというものと、逆に合理的な期間、引渡し（又は運営開始）予

定日を延期した上で、それを前提とした損害額（積極損害のみ）を負担の基礎とする、と

いうものが考えられる。一定の期日までに施設の運営が開始されることを重視するなら

ば、前者が選択されることになる。この場合、負担の基礎となる損害額は相対的に大きく

なることが一般に予想される。これに対し、後者を選択した場合、引渡し（又は運営開始）

予定日が当初より遅れる以上、当然に「サービス対価」の支払開始も遅れることになる。

従って、この「サービス対価」の支払開始の遅延が選定事業者による融資返済に与える影
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響、ひいては、管理者等の負担に与える影響について留意する必要がある。 

・上記に関し、引渡し（又は運営開始）予定日を延期した場合、それに伴って維持・管理、

運営期間の終期も同様に延期するのか、あるいは維持・管理、運営期間の終期は変更せず、

維持・管理、運営期間を短縮することとするのか、という問題について検討を要する。前

者を選択した場合、維持・管理、運営期間は変わらないが、「サービス対価」の支払が全

体として遅くなり、後者の場合には、維持・管理、運営期間の短縮の結果、選定事業者が

失うことになる「サービス対価」をどのように考えるかについて検討を要する。（関連：

１－４ 事業日程） 

 

６．保険金の不可抗力による損害等の分担額からの控除 

・不可抗力に起因して損害が生じたことにより選定事業者が施設の保全に関する保険の保

険金を受領した場合で、当該保険金の額が選定事業者の負担する損害等の額を超えるとき

には、当該超過額は管理者等が負担すべき損害等の金額から控除するものとする規定を置

くことが通例である。 

  



 

55 
 

２－３ 管理者等による確認にかかる事項 

 

 建設工事の段階において、ＰＦＩ事業契約等に従った適正な建設工事の施工を確保する

ため、管理者等によって選定事業者が行う建設工事の施工状況等の確認にかかる事項につ

いて規定される。 
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２－３－１ 現場立会い 

 

１．概要 

・管理者等は、施設の建設工事の施工状況等について、選定事業者に対し説明を求めること

や建設現場において自ら立会いの上確認することができる旨規定される。 

 

２．現場立会いなど施工状況の確認 

・①管理者等は、施設の建設工事の施工状況等について、事前に通知し（又は通知せずに）

選定事業者又は建設企業に対し説明を求めることや、建設現場において建設工事の施工

状況を自ら立会いの上確認することができること、②選定事業者からの説明又は管理者

等の確認の結果、施設の建設工事の施工状況が設計図書等を逸脱していることが判明し

た場合、管理者等は、選定事業者に対してその是正を求め、選定事業者は、これに従うも

のとすること、③選定事業者は、施設の建設工事の施工の進捗状況に関し適宜管理者等に

対して報告を行うこと、④管理者等は、選定事業者の説明、若しくは管理者等の確認の実

施又は選定事業者からの報告の受領を理由として、施設の建設工事の施工について何ら

の責任を負担するものではないことなどが規定される。 

 

３．趣旨 

・管理者等は、選定事業者に対する関与を必要最小限のものにすることに配慮しつつ、適正

な公共サービスの提供を担保するため、選定事業者から、定期的にＰＦＩ事業契約の義務

履行に係る事業の実施状況報告の提出を求めることができる（基本方針四４（３）（ロ））

とされており、管理者等への選定事業者による説明を求めることができること、及び管理

者等が現場に立入り建設工事の施工状況を確認できることが規定される。また、実際に建

設工事を施工する建設企業をして管理者等に対し説明や報告を実施させる旨規定される

場合がある。 

 

４．関係法令の規定 

・会計法令においては、契約内容の適正な実現を期するため、「契約担当官等は、工事又は

製造その他についての請負契約を締結した場合においては、政令の定めるところにより、

自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければな
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らない」と規定しており（会計法第２９条の１１第１項）1、また、監督の円滑な実施を

期するため、契約の相手方の協力を得るようにしておくことが必要であることから、監督

について、契約の性質又は目的に応じ、契約書に明記するものと規定されている（予決令

第１００条第１項第３号及び契約事務取扱規則第１３条）。 

・また、監督の実施方法について、会計法令において、監督職員は、必要があるときは、仕

様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契

約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならないとし、また、監

督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中に

おける工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の

相手方に必要な指示をするとしている（予決令第１０１条の３及び契約事務取扱規則第

１８条第１項及び第２項）2。なお、従来型の公共工事の請負契約においては、監督員は

設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しく

は検査等を行うことができるものと規定されている（標準約款第９条第２項）。 

・ＰＦＩ事業契約は、契約内容の実現により公共施設等の整備等を図る契約であることか

ら、上記会計法令の趣旨に準じて、管理者等は、ＰＦＩ事業契約に基づく債務の履行を確

保するため必要な措置として、施設の建設工事の施工状況等について、実施設計に従い建

設工事が施工されていることを確認するため選定事業者又は建設企業に対し説明を求め

ることや、建設現場において建設工事の施工状況を自ら立会いの上確認することができ

ることなどと規定される。 

  

 
1 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法第２３４条の２において、同様の規

定がある。 
2 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法施行令第１６７条の１５において、

監督又は検査の方法について規定されている。 
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２－３－２ 完工検査 

 

１．概要 

・選定事業者及び管理者等がそれぞれ行う施設の完工検査の方法及びその効果について規

定される。 

 

２．趣旨 

・管理者等の選定事業者に対する関与を必要最小限のものにすることに配慮しつつ、適正な

公共サービスの提供を担保する（基本方針四４（３））ため、選定事業者及び管理者等の

行う完工検査について規定される。 

 

３．完工検査の方法 

（選定事業者が行う完工検査） 

・施設の建設工事にあたっては、選定事業者が発注者として建設企業と工事請負契約を締結

し、また当該工事請負契約に基づき施設の完工について検査を行い、建設企業から施設の

引渡しを受ける。このように、選定事業者は、自己が行う完工検査を経た後、ＰＦＩ事業

契約に基づき管理者等へ施設を引き渡すことから、選定事業者が行う完工検査は、ＰＦＩ

事業契約の適正な履行のために必要な検査といえる。そこで、ＰＦＩ事業契約において、

選定事業者が、自己の費用と責任において、施設の完工検査を行うものとし、管理者等に

対して検査の結果を報告する旨規定される。 

・建設業法において、建設工事の請負契約の当事者は、契約の内容となる一定の重要な事項

として、工事の完成を確認するための検査の時期及び方法を請負契約書に記載することと

規定している（建設業法第１９条第１項第１１号）。したがって、選定事業者と建設企業

の間において締結される施設の建設工事の請負契約において、施設の工事完成検査が行わ

れることが規定される。なお、選定事業者が建築基準法上の建築主であり、かつ施設が建

築基準法第６条第１項第１号から第３号までに掲げる建築物である場合、工事完成検査の

前に、選定事業者は建築基準法第７条に基づき施設の完了検査を受ける必要がある。 

そこで、選定事業者と建設企業の間において締結される施設の建設工事の請負契約に基

づいて選定事業者が行う施設の完工検査を、選定事業者が自らの責任と費用において実施

し、完工検査を完了した旨を管理者等に通知することがＰＦＩ事業契約において規定され
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る。 

（管理者等が行う完工検査） 

・管理者等は、選定事業者から上記の検査の報告を受けた日から一定期間以内に、施設がＰ

ＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従い要求水準の内容を満たしているこ

とを確認するための検査を速やかに実施し、検査の結果、施設がＰＦＩ事業契約、入札説

明書等及び入札参加者提案に従っていることが確認できたときは、管理者等は速やかに選

定事業者に対して完工確認書を交付することが規定される。また、施設がＰＦＩ事業契約、

入札説明書等及び入札参加者提案に従っていないことが判明した場合、管理者等は、判明

した事項の具体的内容を明らかにし、選定事業者に対して期間を定めてその是正を求める

ことができ、選定事業者はこれに従うものとすることが規定される。 

・会計法令においては、契約において定めた目的物を債務者である相手方が給付する場合、

その給付が契約の内容に適合したものであるか否かを確認するため、「契約担当官等は、

（中略）自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認のため必要な検査をしな

ければならない」と規定しており（会計法第２９条の１１第２項）1、また、検査の円滑

な実施を期するため、契約の相手方の協力を得るようにしておくことが必要であること

から、検査について、契約の性質又は目的に応じ、契約書に明記するものと規定されてい

る（予決令第１００条第１項第３号及び契約事務取扱規則第１３条）。同様に、支払遅延

防止法において、「契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期」が政府契約の必要

的内容事項の一つと規定されている（支払遅延防止法第４条）。ＰＦＩ事業においても、

管理者等は、ＰＦＩ事業契約に基づく給付の完了の確認をするために必要な検査として

施設の完工検査を行う必要があり、その旨ＰＦＩ事業契約において規定される。 

・検査の方法については、会計法令において、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に

基づいて行うこと（予決令第１０１条の４）2としている。そして、契約事務取扱規則第

２０条は、検査職員は、給付の完了の確認に付き、契約書、仕様書及び設計書その他の関

係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行わなわなければならないとしている

（同条第１項）。検査の時期及び効果について、支払遅延防止法において、国が相手方か

 
1 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法第２３４条の２において、同様の規

定がある。 
2 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法施行令第１６７条の１５第２項にお

いて、同様の規定がある。 
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ら給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については１４日以内の日としなければ

ならないと規定し（支払遅延防止法第５条第１項）、国が相手方のなした給付を検査しそ

の給付の内容の全部又は一部が契約に違反し又は不当であることを発見したときは、国

は、その是正又は改善を求めることができると規定している（支払遅延防止法第５条第２

項）。なお、従来型の公共工事の請負契約においては、請負者は、工事が完成したときは、

発注者に通知するものとし、発注者は、通知を受けた日から１４日以内に完成検査をし、

検査結果を請負者に通知しなければならず、検査に合格しているときは、工事目的物の引

渡しを受けなければならないとしており、請負者は、完成検査に合格しないときは、不合

格部分を修補して再検査を受けならず、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担

としている（標準約款第３２条）。 

ＰＦＩ事業においては、管理者等は選定事業者から施設が完成した旨の通知を受けた

日から一定期間以内に、ＰＦＩ事業契約、ＰＦＩ事業契約の関係書類である入札説明書等

及び入札参加者提案に基づき完工検査を行い、検査結果を選定事業者に対して通知する

こと、及び、完工検査の結果、施設がＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案

に従っていないことが判明した場合、管理者等は、判明した事項の具体的内容を明らかに

し、選定事業者に対してその是正を求めることできる旨規定される。  

 

４．選定事業者による完工検査への管理者等の立会い 

・選定事業者は、完工検査を行う旨について一定期間前に管理者等に通知するものとするこ

とが規定される。 

・管理者等は、選定事業者が行う完工検査への立会いを求めることができる旨規定されるこ

とが通例である。ただし、管理者等は、かかる立会いを理由として、何らの責任を負担す

るものではないものとする旨規定される。 

 

５．管理者等が行う完工検査への選定事業者等の立会い 

・管理者等が行う完工検査を円滑に実施するため、選定事業者は管理者等が行う完工検査に

立ち会うものとすることが規定される。また、工事監理者が、管理者等が行う完工検査に

立ち会うものとすることが規定されることも考えられる。 

 

６．完工確認書交付による責任 
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・管理者等は、完工確認書の交付を行ったことを理由として、施設の建設、維持・管理、運

営の全部又は一部について何らの責任を負担するものではないものとすることが規定さ

れる。 

 

７．完工確認書の交付 

・管理者等の選定事業者に対する完工確認書の交付は、選定事業者から管理者等への施設の

引渡し（又は運営開始）を行うにあたっての主要な要件であることから、かかる完工確認

書の交付条件（提出書類の様式を含む。）について具体的かつ明確に規定する必要がある。 
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２－３－３ 維持・管理、運営業務体制の確保 

 

１．概要 

・選定事業者は、ＰＦＩ事業契約等に従った施設の維持・管理、運営業務が可能となった時

点において、管理者等に対してその旨を通知することが規定される 

 

２．運営業務体制の確保 

・特に、運営業務の比重が重い選定事業の場合においては、施設の利用可能性の確保のみな

らず、要求水準に従った運営業務体制の確保をもって、公共サービスの提供が開始できる

ことになる。このため、管理者等が運営開始までのスケジュールを設定する際、選定事業

者が運営業務を実施するための体制確保に必要な期間を設ける必要がある。 

 

３．管理者等による確認手続 

・施設の維持・管理業務及び運営業務の開始が可能となった時点において、管理者等に対し

てその旨を通知することが規定される。この際、特に、運営業務の比重が重い選定事業の

場合等においては、管理者等による確認の手続きを規定することが考えられる。管理者等

による確認の手続き及び確認の要件について具体的かつ明確に規定することが望ましい。 
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２－４ 施設の引渡しにかかる事項 

 

 選定事業者が建設工事を施工した施設の管理者等に対する引渡しにかかる事項について

規定される。ＢＴＯ方式の選定事業においては、完工確認通知後に施設の引渡しが行われ、

一方、ＢＯＴ方式の選定事業においては、契約期間終了時に施設の引渡しが行われる旨規定

される。 
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２－４－１ 施設の引渡し（ＢＴＯ方式） 

 

１．概要 

・ＢＴＯ方式の選定事業においては、完工確認など施設の状態の確認を経て選定事業者から

管理者等に施設が引き渡される際の手続きについて規定される。（関連：２－３－２ 完

工検査、３－７ 契約期間終了前の検査） 

 

２．趣旨  

・施設の引渡しに際して、管理者等は、ＰＦＩ事業契約等に従って施設が完成していること

等を確認し、一方、選定事業者は、建設工事に関して契約不適合責任等を負う場合を除き、

施設の建設工事の履行義務が完了したことを確認することとなる。 

 

３．施設の引渡しに伴う諸手続き 

・①管理者等から選定事業者に対する施設の完工確認通知を交付し、選定事業者から管理者

等に対する維持・管理、運営業務の開始が可能になった旨の通知を行う。その後、選定事

業者が管理者等に対して竣工図書と施設の引渡しを行ない、その直後から選定事業者が

維持・管理業務及び運営業務を開始することが規定されることが通例である。ただし、施

設の完工確認後、引渡し（又は運営開始）予定日までに一定期間を設け、この期間中に選

定事業者が運営業務に必要な職員の確保及びその訓練を実施する規定を置く場合もある。 

・引渡しに伴う完工確認又は施設の所有権の移転の時期については、事業日程に具体的かつ

明確に規定される。 

・施設の建設工事の完工及び施設の引渡しに伴う登記手続が必要となる場合には、その手続

き及びこれに要する費用を選定事業者が負担する旨規定される（ＢＯＴ方式の選定事業に

ついても、契約期間終了前に施設の所有権を管理者等に移転する際、同様に登記にかかる

手続きが必要となる場合には、これに要する費用を負担する旨規定される）。 

  



 

65 
 

２－４－２ 引渡し（又は運営開始）の遅延 

 

１．概要 

・施設の引渡し（又は運営開始）が、管理者等の責めに帰すべき事由により遅延する場合、

又は、選定事業者の責に帰すべき事由により遅延する場合、引渡し（又は運営開始）予定

日の変更の有無や、管理者等と選定事業者の間での帰責事由等に応じた損害の負担につい

て規定される。 

 

２．趣旨 

・選定事業者から管理者等への施設の引渡し（又は運営開始）の期日が遅延した場合、当該

遅延を原因として一定の損害が発生することが考えられる。このため、管理者等と選定事

業者は、ＰＦＩ事業契約において、このリスクが顕在化した場合の損害の負担を含む措置

について、できる限りあいまいさを避け、具体的かつ明確に規定する必要がある。そこで、

ＰＦＩ事業契約で定められた引渡し（又は運営開始）予定日から、施設の引渡し（又は運

営開始）が遅延した場合の損害の負担等について、帰責事由に応じた負担が定められる。

なお、施設の引渡し（又は運営開始）の遅延は、工期の変更と密接に関連している。（関

連：２－２－７ 工期の変更） 

・ここで引渡し（又は運営開始）の遅延に伴う直接的な損害と、個々の遅延の原因（設計変

更や工期の変更等）に応じて発生した増加費用（設計費用、建設費用、将来の維持・管理、

運営にかかる費用及び金融費用（追加の資金調達に要する金利負担等の各種費用）など）

とはＰＦＩ事業契約の規定上区別する必要があることに注意を要する。すなわち、引渡し

（又は運営開始）の遅延に伴う損害とは、遅延自体を原因とする損害であり、具体的には

遅延している期間、管理者等が代替施設を利用した場合の費用といった遅延している期間、

公共サービスが提供されないことによる損害等である。他方、個々の遅延の原因に応じて

発生した増加費用は、あくまでその遅延の原因に伴う費用であり、引渡し（又は運営開始）

の遅延とは直接の関係を持たない。逆に言えば、実際に引渡し（又は運営開始）が遅延し

たかにかかわらず、設計変更や工期の変更により、増加費用は常に発生し得る。従って、

これらの増加費用はあくまで、遅延の原因となりうる事項に関する規定で規律される問題

であり、引渡し（又は運営開始）の遅延に関する規定は、あくまで当該遅延による直接的

な損害の問題として区別しなければならない。 
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３．関係法令の規定 

・会計法令等においては、契約担当官等は、履行の遅滞における違約金について、契約の適

正を期する観点から、契約書に明記するものとされており（予決令第１００条第１項第４

号及び支払遅延防止法第４条第３号）、ＰＦＩ事業契約において管理者等は、施設の引渡

し（又は運営開始）の遅延における違約金等について規定することが求められている。 

 

４．遅延防止努力義務 

・施設の引渡しの遅延、又は維持・管理業務及び運営業務の開始の遅延のおそれを選定事業

者が認知した時点において、引渡し（又は運営開始）予定日の一定期間前までに、選定事

業者が遅延の原因及び対応計画を通知し、遅延の発生を回避する又は軽減するための措置

を講ずる義務を負う旨規定される。 

 

５．選定事業者の帰責事由による引渡し（又は運営開始）の遅延 

・選定事業者の責めに帰すべき事由により管理者等への施設の引渡しが遅延し、又は施設の

運営開始が遅延した場合などには、選定事業者は当該遅延に伴い管理者等に発生した損害

額に相当する額を負担することとなる。公共サービスの提供を予定通りの時期に開始でき

ないという管理者等の損害の発生及びその額を証明することが困難である一方、選定事業

者に対し引渡し（又は運営開始）日の遵守を経済的動機付ける必要性から、選定事業者が

管理者等に対し、引渡し（又は運営開始）予定日から実際の引渡し（又は運営開始）日ま

での遅延日数に応じ、建設工事費（又は未完成部分の建設工事費）に相当する額に一定比

率を乗じた額を違約金として支払う旨規定し、損害賠償額の予定とすることが通例である。

なお、違約金を超える損害が管理者等に生じたときは、選定事業者はその超過額をも支払

う旨規定することも考えられる。 

 

６．管理者等の帰責事由による引渡し（又は運営開始）の遅延 

・設計の変更（２－１－２）、工期の変更（２－２－７）及び不可抗力（２－２－９）に関

連して記したとおり、管理者等の帰責事由により引渡し（又は運営開始）の遅延の原因と

なり得る事態が発生した場合、管理者等は、引渡し（又は運営開始）予定日（延期された

場合も含み）までに施設を完成させるために要する費用を負担することを前提としている
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以上、その増加費用を負担する限り、その負担後の引渡し（又は運営開始）の遅延は、選

定事業者の帰責事由による場合以外考えられないということになる。ただし、管理者等に

よる増加費用の負担をもってしても引渡し（又は運営開始）の遅延を回避できない場合に

ついては、管理者等の責めに帰すべき事由により管理者等への施設の引渡し（又は運営開

始）が遅延したものとして、選定事業者が負担した増加費用及び損害を合理的な範囲で賠

償することが規定される。 

・管理者等の帰責事由による引渡し（又は運営開始）の遅延自体を原因とした選定事業者の

合理的な増加費用及び損害としては、引渡し（又は運営開始）の遅延があっても運営期間

が延長されない場合には、それにより支払われなくなった「サービス対価」、あるいは、

引渡し（又は運営開始）の遅延による「サービス対価」の支払開始の遅延の結果、選定事

業者の融資返済に支障が生じた場合に関連する金融費用等が考えられる。なお、個別の実

損害の賠償という扱いではなく、引渡し（又は運営開始）予定日から実際の引渡し（又は

運営開始）日までの遅延日数に応じた額の違約金の支払いを定め、損害賠償額の予定とす

る場合もある。 
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２－４－３ 施設の契約不適合 

 

１．概要 

・選定事業者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を管理者等に

引き渡したときには、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の

解除をすることができる旨規定される。 

 

２．会計法令の規定 

・予決令上、履行の追完、代金の減額及び契約の解除について、契約の性質又は目的に応じ、

契約書に明記するものと規定されており（予決令第１００条第１項第４号）、ＰＦＩ事業

契約において、選定事業の用に供する施設に関する契約不適合責任について、必要に応じ

規定される。 

 

３．関係法令の規定 

・民法上、請負人の担保責任の存続期間は注文者が不適合を知った日から１年とされている

（民法第６３７条第１項）。ただし、目的物の引渡し時に、請負人が当該不適合を知り、

又は重大な過失によって知らなかったときは、その限りでない（民法第６３７条第２項）。

なお、住宅を新築する建設工事の請負契約の場合、住宅の構造耐力上主要な部分等基本構

造部分に係る瑕疵（契約不適合）については、瑕疵担保責任の存続期間を一律１０年とし

ている（住宅の品質確保の促進に関する法律第２条第５項、第９４条第１項・第３項）。 

・契約不適合責任については、選定事業に建設工事の一部又は全部が含まれる場合に「工事

目的物の契約不適合」が建設工事に係るリスクとして想定されるため、「選定事業の事業

期間中に公共施設等の所有権が公共施設等の管理者等に移転する場合等においては、公

共施設等の契約不適合が維持管理・運営の段階に影響を与える場合があることから、選定

事業者への履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除の期間

を定めるとともに、当該対応に要する期間に応じた措置をあらかじめ検討し、協定等に規

定しておくことが望ましい。」とされている（リスクガイドライン二３（１）（参考）③）。 

・従来型の公共工事の請負契約においては、契約不適合責任の存続期間は、原則として、工

事目的物に関しては引渡しから２年間、設備機器本体等に関しては１年間とし、ただしそ

の契約不適合が受注者の故意又は重大な過失による場合には民法の定めるところによる
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としている（標準約款第４５条・５７条）。  

 

４．契約不適合責任の内容 

・選定事業者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を管理者等に

引き渡したときには、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の

解除をすることができる旨規定される。選定事業者の負担能力を考慮して、不適合が重要

ではなく、かつ、その履行の追完に過分の費用を要するときには、管理者等は選定事業者

に対してその履行の追完を求めない旨規定することも考えられる。 

 

５．契約不適合責任に係る権利の行使期間 

・ＢＴＯ方式の場合、施設がＰＦＩ事業契約等に従って施工されない場合に備えて、事業契

約書に契約不適合責任に係る規定を置くことが考えられる。また、契約不適合責任を追及

可能な期間を施設の引渡しの日あるいは完工確認書交付の日から１０年、５年、２年等と

することも考えられる。 

・一方、ＢＯＴ方式の場合、施設の所有権が移転する選定事業終了時以降の選定事業者が負

う契約不適合責任の規定は、施設の契約不適合と維持・管理業務の不完全履行又は経年劣

化とを明確に区分することが難しいことから、その適正な適用が困難な場合が多い。これ

を反映して契約不適合責任を追及可能な期間を施設の引渡しの日あるいは完工確認書交

付の日から９０日、１８０日、１年等とすることも考えられる。 

・なお、ＢＯＴ方式の場合、この契約不適合責任を追及可能な期間と関連して、施設の所有

権移転後一定期間が経過するまで、選定事業者は解散してはならない旨規定することも考

えられる。 

 

６．契約不適合責任に係る債務の履行保証 

・選定事業者が、建設企業をして、本契約不適合に係る債務を履行する旨を定めた保証書を

管理者等に提出させる義務を負うことを規定することも考えられる。 
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３． 施設の維持・管理、運営にかかる事項 

３－１ 維持・管理、運営の実施 

 

１．概要 

・選定事業者は、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案に従い、自らの責任と

費用負担において施設の維持・管理、運営を実施する義務を負う旨規定される。 

 

２．業務内容等の規定時期 

・維持・管理業務及び運営業務の内容、実施基準、実施の確認方法等については、維持・管

理、運営業務開始前に定める必要がある。 
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３－２ 第三者による実施（維持・管理、運営） 

 

１．概要 

・施設の設計（関連：２－１－１ 施設の設計、設計図書の提出）、施設の建設工事（関連：

２－２－５ 建設工事による実施（建設工事））と同様に、選定事業者から第三者への施

設の維持・管理業務及び運営業務の委託等について規定される。 

 

２．維持・管理、運営業務の第三者への委託等 

・施設の維持・管理業務及び運営業務をコンソーシアム構成企業又は受託・請負企業である

維持・管理、運営企業に委託し、又は請け負わせる場合、その維持・管理、運営業務委託

契約などの規定にかかわらず、管理者等との関係では当該維持・管理、運営企業の責めに

帰すべき事由は全て選定事業者の責めに帰すべき事由とみなされる旨規定される。 

・さらに、選定事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて選定事業者

の責めに帰すべき事由とみなして、選定事業者が責任を負うものとすることなどが規定さ

れる。 

 

３．維持・管理、運営企業の提示・変更 

・管理者等は、維持・管理業務及び運営業務を委託又は請け負わせる主要な維持・管理、運

営企業を入札参加者提案に明示することを求め、これら企業について必要な資格審査を

実施することが通例である。ここで資格審査を経た企業の経営能力、技術的能力等の特性、

水準等を前提に後述の業務別仕様書が作成され、これに従って業務を実施することによ

り、要求水準を達成するよう画されている。このため、選定事業者が入札参加者提案に維

持・管理、運営業務を担当する者として示した主要な維持・管理、運営企業以外の第三者

に維持・管理、運営業務を委託し、又は請け負わせる場合には、事前に管理者等の承諾が

必要とされる。ただし、管理者等は、合理的な理由がない限り承諾を拒まないことが期待

される。 

・さらに、管理者等は、維持・管理、運営業務を担当する企業の名称等を明らかにするため、

選定事業者と変更後の維持・管理、運営企業との間、又は変更後の維持・管理、運営企業

とその下請企業との間の業務委託契約書又は業務請負契約書の写しの提出を求める規定

を置くことが考えられる。  
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・特に、企業の経営能力や技術的能力等が重視される運営業務を含む選定事業については、

事業開始後、選定事業者による経営が安定した状態に至るまでの一定期間はコンソーシア

ムが入札参加者提案に示した運営企業に運営業務を実施させることが適切な場合もある。

このため、運営開始から一定期間、管理者等の承諾（管理者等は、合理的な理由がある場

合のみ変更の承諾を行う。）なくして選定事業者による主要な運営企業の変更を認めない

旨規定することも考えられる。 

・なお、選定事業者が維持・管理、運営企業の変更を行う場合には、選定事業者に対し、当

該変更にかかる業務が中断又は停滞しないよう留意させる必要があり、その旨規定を置

くことも考えられる。 
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３－３ 業務別仕様書 

 

１．概要 

・業務要求水準を満たす詳細な業務内容を規定する業務別仕様書について規定される必要

のある場合、管理者等は、選定事業者から業務別仕様書の提出があった時点において、業

務別仕様書の内容が業務要求水準書等の内容を満たしているかについて確認を行い、これ

を満たしていない場合、選定事業者に対して修正を求めることができる旨規定される。 

 

２．業務別仕様書の作成・提出 

・ＰＦＩ事業契約締結時までに維持・管理、運営業務の詳細が決定されていない場合や運営

の比重が重い選定事業においては、選定事業者が業務別仕様書を作成すべきことが規定さ

れる。この業務別仕様書は、管理者等が業務要求水準を確保するために実施するモニタリ

ングの基準となるものである。 

・選定事業者は、①入札説明書等、入札参加者提案及びＰＦＩ事業契約に従い、管理者等と

協議のうえ、施設の維持・管理、運営にかかる各業務につき、業務要求水準を満たす業務

の実施を確保するために必要かつ適切な形式及び内容の業務別仕様書を作成し、管理者等

に提出すること、②選定事業者の提出した業務別仕様書の全部又はその一部が業務要求水

準を満たさないと合理的に判断した場合、管理者等は、選定事業者に対し、当該業務別仕

様書の該当箇所を特定し、その旨通知すること、③この場合、選定事業者は、管理者等と

協議のうえ、選定事業者の責任及び費用負担において、当該箇所につき業務要求水準を満

たすよう修正し、管理者等に対して提出することなどが規定される。 

 

３．業務別仕様書の変更 

・長期に亘るＰＦＩ事業契約については、維持・管理、運営企業受託・請負企業の変更等に

より業務別仕様書の見直しが必要となる場合が想定される。このような場合に備え、当事

者のいずれか一方が業務要求水準を満たす業務を履行するために必要かつ適切と合理的

に判断した場合、随時、協議により業務別仕様書を変更できる旨規定される。 
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３－４ 業務報告 

 

１．概要（参照：「モニタリングに関するガイドライン」） 

・管理者等が維持・管理、運営業務に係る履行状況を確認するための手法の一つとして、選

定事業者は業務報告書の作成と管理者等に対する定期的な提出の義務等を負う旨規定さ

れる。 

 

２．提出手続き 

・選定事業者は、①施設の維持・管理業務及び運営業務の実施状況を記載した業務日誌を作

成し、一定期間保管し、管理者等の求めがあるときには、閲覧に供すること、②選定事業

者は、ＰＦＩ事業契約の終了に至るまで、定められた一定の頻度で維持・管理、運営業務

の実施状況を業務日誌に基づき記載した業務報告書を管理者等に提出して、履行確認を受

けること、③管理者等は、選定事業者から提出を受けた業務報告書を確認し、定められた

一定期間以内にその結果を選定事業者に通知すること、④業務報告書を選定事業者が業務

要求水準を達成しなかった場合の「サービス対価」の減額等の措置のための判断材料とし

て活用する方法等が規定される。また、業務報告書の記載内容についても定められる。 

 

３．趣旨 

・「公共施設等の管理者等は、民間事業者に対する関与を必要最小限のものにすることに配

慮しつつ、適正な公共サービスの提供を担保するため」、「選定事業者から、定期的に事業

契約の義務履行に係る事業の実施状況報告の提出を求めることができること。」（基本方針

四４（３）（ロ））と定められており、管理者等が選定事業の実施状況について速やかに認

知できるよう、維持・管理、運営段階における選定事業者の業務履行状況のモニタリング

の基本的な手法の一つとして、選定事業者に対し業務の実施状況報告を作成し、提出を求

められることが規定される。 

・管理者等は、選定事業者から提出を受けた実施報告をもとに、選定事業者による事業の履

行状況を確認し、これを選定事業者に対する「サービス対価」の支払いに反映させる。（関

連：４－３ 「サービス対価」の減額） 

 

４．選定事業者による業務報告書の作成及び管理者等による履行確認の頻度 
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・選定事業者に対し、毎月及び四半期又は半期ごとに業務報告書の作成、提出を求め、業務

履行状況の確認を行うことが通例である。併せて、日常の維持・管理、運営状況を記録す

る日報、業務日誌等の作成義務を課し、これを管理者等が常時閲覧できるよう管理・保管

させることも考えられる。 

 

５．その他の業務履行状況の確認方法 

・維持・管理、運営業務の履行状況を確認する方法は、上記の選定事業者による業務報告

書の提出・報告にとどまらず、管理者等による施設の現場での検査、施設利用者からア

ンケート調査の実施及び報告など他の手法も想定されるため、管理者等が対象となる施

設の特性を考慮し、その方法を追加することが望ましい。なお、モニタリングに必要以

上に費用（及び時間）をかけることは、事業全体の効率性の面から問題であることに留

意を要する。  
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３－５ 第三者に与える損害（維持・管理、運営段階） 

 

１．概要 

・選定事業者が行う施設の維持・管理、運営に伴い第三者に与える損害等の負担について規

定される。ただし、当該損害等のうち管理者等の責めに帰すべき事由により生じたものに

ついては、管理者等がその損害を負担する旨規定される。 

 

２．近隣対策にかかる費用負担 

・事業の実施そのものについての近隣調整は管理者等の責任となるものの、近隣調整の不調

については、その理由が事業の実施そのものであるのか、若しくは、選定事業者による施

設の維持・管理、運営業務の影響であるのか、必ずしも判然としないことも想定される。

この場合には、責任の所在及び費用分担について当事者間で協議を行う必要が生じるも

のと考えられる。 

・なお、管理者等は、当該施設の立地条件、事業内容等の観点から、近隣住民の生活環境に

相当な程度の影響を与えることがあらかじめ想定される事項については、その対応にかか

る責任の所在と費用分担のあり方を入札説明書等に明記することが望ましい。 

 

３．第三者に対する損害賠償責任 

・施設の維持・管理、運営業務の実施に伴い第三者に損害を与えた場合、選定事業者はその

損害を当該第三者に対して賠償する旨規定される。管理者等の責めに帰すべき事由の場合

には、管理者等がその損害を賠償する旨規定される場合がある。 

・施設の運営に伴い通常避けることができない騒音等の理由により第三者に損害を与えた

場合の賠償責任についても規定される。 

 

４．第三者損害賠償保険への加入義務 

・第三者に与えた損害を填補する第三者賠償責任保険に選定事業者（第三者に委託した場合

は当該第三者が契約者となる場合もある）が加入する義務が規定されることが通例である。

当該保険の内容及び基本条件等詳細につき選定事業者と管理者等との間での合意を必要

とする場合もある。また、被保険者の範囲に選定事業者、受託・請負企業維持・管理、運

営企業及びそれらの下請企業等を含めることの可否について定められる。 
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５．関係法令上の責任 

・「２－２－８ 第三者に与える損害（設計、建設段階）」に解説のとおり。 
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３－６ 不可抗力による損害（維持・管理、運営段階） 

 

１．概要 

・施設の維持・管理、運営段階において、不可抗力の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従っ

た維持・管理、運営業務の履行が不能になった場合の規定である。不可抗力事由の発生時

における債務の取扱い、履行不能発生時の選定事業者による管理者等への通知等の手続き、

不可抗力に起因する損害等の分担などが規定される。 

 

２．趣旨 

・維持・管理、運営期間中における天災等による施設の滅失等の不可抗力事由による損害は、

管理者等と選定事業者の間でその損害負担につき紛争が生じやすい事項であり、あらかじ

め損害が発生した場合の負担方法につき規定が設けられる（関連： ２－２－９ 不可抗

力による損害（設計、建設段階））。 

・「管理者等及び選定事業者のいずれの責めにも帰しがたい天災等の不可抗力事由によって、

（中略）維持管理・運営段階における施設の損傷が生じ、（中略）必要となる費用が約定

金額を超過することが起こるなど、（中略）維持管理・運営のいずれの段階においても、

選定事業の実施に影響を与えることがあることから、その場合の追加的支出の分担のあり

方（中略）についてあらかじめ検討し」（リスクガイドライン二６（１））、できる限り曖

昧さを避け、具体的かつ明確に規定する必要がある。（関連：２－２－９ 不可抗力によ

る損害（設計、建設段階）） 

 

３．不可抗力発生時の手続き等 

・不可抗力事由の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従った維持・管理業務又は運営業務の一

部又は全部の履行が不能となった場合、選定事業者は、その履行不能の内容の詳細及びそ

の理由について書面をもって直ちに管理者等に通知することが規定される。選定事業者は、

この履行不能通知の発出後、履行不能状況が継続する期間中、選定事業者の履行期日にお

けるＰＦＩ事業契約に基づく自己の債務について当該不可抗力による影響を受ける範囲

において業務履行義務が免除される。ただし、選定事業者は、損害を最小限にする義務を

負う。 

・管理者等は、業務履行不能の状態が存続している間、選定事業者が業務を履行できなかっ
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たことによって免れた費用を控除して選定事業者が実際に行ったその他の業務の内容に

応じた支払いを行う旨規定されることが考えられる。 

・管理者等は選定事業者から履行不能通知の受領後、速やかに当該不可抗力による損害状況

の確認のための調査を行い、その結果を選定事業者に通知する義務が規定される。また、

管理者等は、業務内容の変更、当該不可抗力事由による合理的な損害又は増加費用の分担

等対応方法につき選定事業者と協議を行うことが規定される。 

・上述の当事者間による協議において一定期間以内に合意が成立しない場合、管理者等は、

事業継続に向けた対応方法を選定事業者に通知し、選定事業者は、この対応方法に従い選

定事業を継続する義務を負う。また、選定事業者の履行不能が永続的であると判断される

とき又は選定事業の継続に過分の費用を要するときには、管理者等は、選定事業者と協議

の上、ＰＦＩ事業契約の一部又は全部を解除できることとなる。なお、管理者等と選定事

業者の当事者双方が解除権を有する契約構成とすることも考えられる。 

 

４．不可抗力による損害の分担 

・維持・管理、運営期間中に、不可抗力事由の発生による損害が生じた場合、選定事業者に

対し不可抗力による損害を最小限にとどめる経済的動機付けを与える必要がある。そこで、

不可抗力に起因する選定事業者の損害又は増加費用のうちの一部を選定事業者が負担し、

それを超過する部分について、合理的な範囲で、管理者等が負担する規定を置くことが通

例である。選定事業者の負担する損害等の額としては、 

１）維持・管理、運営期間中の累計で、維持・管理、運営期間中の維持・管理費及び運営

費の総額に相当する額に一定の比率を乗じた額に至るまでの損害等の額 

２）一事業年度中に生じた不可抗力に起因する損害金の累計で、一事業年度の維持・管理

及び運営費に相当する金額に一定の比率を乗じた額に至るまでの損害等の額 

３）定額 

等が考えられる。 

・ただし、選定事業者が善良なる管理者としての注意義務を怠ったことに起因する損害につ

いては、選定事業者が負担することが規定される。 

・ここでの損害の範囲については、基本的に物件以外の損害等も含まれると考えられるが、

増加費用一般や逸失利益まで含むか等については、当事者間で明確にしておくことが望ま

しい。 
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・管理者等が損害等を分担する場合には、損害等を裏付ける資料に基づいて、どの程度損害

等が発生したか厳密に認定することが必要になることも考えられる。そのため、どのよう

な資料に基づいて損害を認定するかについてＰＦＩ事業契約の締結前にあらかじめ協議

を行っておくことが望ましく、必要に応じてそれをＰＦＩ事業契約等で定めておくことも

考えられる。 
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３－７ 契約期間終了前の検査 

 

１．概要 

・契約期間終了に伴う事業実施主体の交替等に備えて、管理者等が契約期間終了前に施設の

状態を検査する旨規定される。 

・選定事業者は、契約期間が終了する一定期間前までに施設の状態を検査し、その結果を管

理者等に報告する義務を負う旨規定される（関連：２－３－２ 完工検査、２－４－１ 

施設の引渡し（ＢＴＯ方式））。 

 

２．趣旨 

・ＢＯＴ方式の選定事業においては、契約期間の終了とともに対象施設の所有権が管理者等

に移転するため、対象施設があらかじめＰＦＩ事業契約で定められた状態にあるかを確認

する必要がある。このため、ＢＯＴ方式の選定事業は、ＢＴＯ方式のものと比べて相対的

に詳細な検査が行われる。 

・本検査の実施ための管理者等の立入り権と管理者等による検査に対する選定事業者の協

力義務が規定される必要がある。 

 

３．施設の所有形式ごとの検査内容等 

（ＢＯＴ方式の場合） 

・管理者等が契約期間終了後に施設を業務のために継続して使用することを予定している

場合には、管理者等が引渡しを受ける施設の状態が、業務のために継続して使用するに支

障のない状態にて引渡しを受けること、施設がその状態にあることを契約終了前に管理

者等が検査することが規定される。当事者間のリスク分担をあらかじめ明確にする観点

から、引渡し前に実施する検査項目及びかかる項目ごとに要求する状態を具体的に取り

決めておくことが望ましい。また、施設の状態について管理者等が要求した水準が満たさ

れていない場合で、かつ、選定事業者が契約不適合責任を負う場合又は選定事業者がＰＦ

Ｉ事業契約に従った適正な維持・管理業務を履行しなかったと認められる場合には、管理

者等はこれを選定事業者に通知し、選定事業者はこの通知に従い速やかに当該箇所を修

繕すべき義務を負う旨規定される。（関連：２―４―３ 施設の契約不適合） 

・引渡し時に施設に制限物権が設定されていない状態とする旨、確認的に規定することも考
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えられる。 

・ＰＦＩ事業契約の終了に伴い施設の所有権を管理者等が有償で譲り受ける場合は、その代

金の額と支払方法について規定される。 

（ＢＴＯ方式の場合） 

・契約終了に伴う管理者等への維持・管理業務の引継ぎの一環として、契約期間終了前に、

施設に毀損等のないことを確認するため、管理者等は施設の状態を検査する旨規定され

る。 

 

４．契約不適合責任との関係 

・ＢＯＴ方式、ＢＴＯ方式ともに、管理者等への引渡し後の施設の契約不適合については、

契約不適合責任の問題となる（関連：２－４－３ 施設の契約不適合）。 
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４． 「サービス対価」の支払等 

 

４－１ 事業費回収方法によるＰＦＩ事業の分類 

・ＰＦＩ事業の運営方法としては、一般的に、①利用者から収受した利用料金をもとに選定

事業を実施する方法、②選定事業者が利用者から利用料を徴収できない場合等に、選定事

業者が施設を使用し提供する公共サービス（施設の設計、建設、維持・管理、運営業務）

に対する対価として管理者等が支払う「サービス対価」をもとに選定事業を実施する方法、

③両者の混合形態である方法に分類しうる。 

・②又は③の方法により選定事業を実施する場合に、「サービス対価」の構成、支払額、

支払方法、減額方法、改定方法等について規定される必要がある。 

・①又は③の方法により選定事業を実施する場合に、利用料金の設定及び改定等につい

て規定される必要がある。 
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４－２ 「サービス対価」の支払 

 

１. 概要 

・管理者等は、選定事業者に対して、ＰＦＩ事業契約、入札説明書等及び入札参加者提案に

従った施設の設計、建設工事、維持・管理及び運営の業務の実施により、要求された水準

（内容・質）の公共サービスを提供する対価として一定の金額（「サービス対価」という。）

を支払う義務を負う旨規定される。（関連：１－６ 規定の適用関係） 

 

２．関係法令の規定 

・基本方針において、「選定事業者により提供されるサービスの内容と質、サービス水準の

測定と評価方法、料金及び算定方法等、事業契約の当事者双方の負う債務の詳細並びにそ

の履行方法に加えて、当事者が事業契約の規定に違反した場合に、選定事業の修復に必要

な適切かつ合理的な措置、債務不履行の治癒及び当事者の救済措置等を規定すること」と

定められている。 

・また、予決令においても契約代金の支払又は受領の時期及び方法を契約書に記載すること

（予決令第１００条第１項第２号）とされている。 

・支払遅延防止法においても同趣旨の規定がなされている（支払遅延防止法第４条第２号）

1。 

 

３．「サービス対価」の考え方  

・「サービス対価」の考え方を例示すると以下のとおり。（参考：モニタリングに関するガイ

ドライン） 

１）公共サービスの提供に必要な建設工事費と、維持・管理費及び運営費とを不可分の

「サービス対価」とする考え方。 

２）「サービス対価」のうち、選定事業者が負担する各費用項目（建設工事費、支払利

息、維持・管理費及び運営費等）に相当する額をそれぞれ支払うとする考え方。 

・なお、「サービス対価」の支払額は、計算式により示されることが多く、この場合、その

詳細はＰＦＩ事業契約書の別紙に記載されることが多い。 

 
1 地方公共団体が管理者等となる場合は、当該規定は支払遅延防止法第１４条の規定によ

り準用される。 
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４．支払手続き 

・上述のとおり、「サービス対価」の支払い対象期間については、３ヶ月間（年４回払い）

又は半年間（年２回払い）と規定されることが通例である。 

・各期ごとの「サービス対価」の支払いについては、①「サービス対価」の支払い対象期間

に係る管理者等による選定事業者の業務履行状況の確認及びその通知､②あらかじめ定め

られた不履行・欠落等の場合の減額措置の適用と確定及びその通知、③疑義のある場合の

協議、④管理者等からの通知に基づき算出した「サービス対価」の支払い対象期間に係る

「サービス対価」の請求、⑤管理者等による「サービス対価」の支払い、という手続きを

経ることになり、かつ減額確定の前に選定事業者による修復の機会や一定の猶予期間を設

けること等が通例である。 

・なお、「サービス対価」の支払期日については、支払期日が閉庁日（行政機関等の休日に

関する法律に定める行政機関の休日）の場合に、その前日までに支払う等の規定を置くこ

ともある。 

 

５．虚偽報告の場合の「サービス対価」の返還 

・選定事業者が管理者等に提出する業務報告書に虚偽の内容が含まれていた場合、選定事業

者が受領した「サービス対価」のうち不当に得た額を返還すべき義務が規定されることが

通例である（民法第７０３条）。返還対象額は、虚偽がなければ減額されえた「サービス

対価」の額と規定される場合が多い。選定事業者が不当に得た額は、虚偽報告が意図的で

あると、過失によるとを問わず、返還義務が規定される。なお、選定事業者が意図的に虚

偽の報告を行った場合には、更に損害賠償義務を負担させ（民法第７０４条）、また、そ

の程度が重要である場合等には、管理者等に解除権が付与される旨規定することも考えら

れる。 
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４－３ 「サービス対価」の減額 

 

１．概要  

・管理者等は、モニタリング（選定事業者により提供されるサービス水準を監視（測定・評

価））を実施し、選定事業者の業務履行状況が業務要求水準を満たさず、ＰＦＩ事業契約

に従わなかったといえる場合には「サービス対価」の減額又は支払留保を行う旨規定され

る。（参照：「モニタリングに関するガイドライン」） 

 

２．趣旨 

・管理者等による「サービス対価」の減額や支払い留保という措置をあらかじめ定めておく

ことにより、選定事業者が業務を適正に実施することへの経済的動機付けとなる。なお、

「サービス対価」の支払留保がなされる場合は、管理者等からの利息や遅延損害金の支払

いがなく、選定事業者にとっては、新たに金利負担が発生するという点で経済的動機付け

となる。 

 

３．減額等を行う際の手続き 

・管理者等が行う業務確認（関連：３－４ 業務報告）により、「サービス対価」支払い対

象期間の維持・管理、運営業務について業務要求水準を満たしていない事項が存在するこ

とが判明した場合、管理者等はまず、改善すべき行為に関する通知を行うものとされる。

この通知に是正期間を指定する場合もある。あるいは選定事業者自ら行うサービス水準の

測定の結果、要求水準を満たしていない場合、改善措置を自ら講じようとする場合もある。

この是正期間の経過後も、選定事業者の提供する公共サービスが業務要求水準を満たして

いない場合、この時点以後到来する最初の「サービス対価」支払い時に「サービス対価」

の減額又は支払留保が行われる旨規定される場合が多い。 

（減額方法） 

・減額を行う場合、①施設を利用に供することができなかった日数に応じて日割りで「サー

ビス対価」を減額する場合と、②上記是正期間終了後もサービス水準が改善されない場合

に、あらかじめ定めたペナルティポイント算定ルールに基づいて減額額を算出する場合が

ある。 

（減額分の翌期以降の取り扱い―支払留保措置） 
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・「サービス対価」の減額が行われた場合、当該減額部分については以後サービス水準が改

善した場合でも支払われないものとされるのが通例であるが、「サービス対価」全額の支

払いが停止された場合は、翌「サービス対価支払い対象期間」にサービス水準が一定以上

に回復することを条件に本来当該期間に支払われるべき「サービス対価」に加算して、支

払いが停止された前期分の「サービス対価」のうちの一定割合（減額後の「サービス対価」

に相当）が支払われる旨、規定される例もある。 

（サービス水準が翌期以降も改善しない場合の取り扱い） 

・サービス水準が翌「サービス対価支払い対象期間」以降も改善しない場合については、管

理者等に解除権が付与（是正通告等段階を踏んだ後実行）される旨、規定される場合もあ

る。 

 

４．建設工事費相当の「サービス対価」の減額 

・「サービス対価」の減額が建設工事費に相当する「サービス対価」にまで及ぶこととする

かについては、以下の考え方がある。施設の設計・建設工事業務と維持・管理、運営業務

を一体とみて「サービス対価」を支払うこととし、サービス水準維持への強い経済的動機

付けを図る意図をもって建設工事費に相当する「サービス対価」についても減額の対象と

する考え方があるが、施設の建設工事の完工確認がなされて、当該施設の所有権が管理者

等に移転した後は、施設の建設工事業務に相当する「サービス対価」は確定債権として減

額の対象とせず、公共サービス水準の維持への経済的動機付けについては、もっぱら維持・

管理、運営業務に相当する「サービス対価」により担保することが望ましいと考えられる。 

  ただし、この場合、債務不履行により管理者等が受けた損害を負担する観点からその損

害賠償額と相殺することを規定することを妨げるものではない。 
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４－４ 「サービス対価」の改定 

 

１．概要 

・物価の変動、金利の変動等による選定事業者の費用増減に対応して「サービス対価」を一

定の頻度で改定することが規定される。 

・さらに、選定事業の実施上重要となる技術について技術進歩が期待される場合、技術進歩

に対応するために業務要求水準の変更や「サービス対価」の改定を検討する旨規定される。 

 

２．趣旨 

・事業期間が長期に亘るＰＦＩ事業契約においては、物価の変動、金利の変動等が選定事業

者の費用増やその利益の減少の原因となり得ることから、変動等の選定事業に与える影響

の程度を勘案し（リスクガイドライン二６（２））、「サービス対価」を一定の頻度で改定

することが規定される。この際、規定すべき事項としては、「サービス対価」のうち改訂

対象とする費用項目、改定の基準とする経済・金融指標、改訂の算定式及び改訂時期等が

あげられる。 

・さらに選定事業の内容によっては、選定事業の実施上重要となる技術分野について相当な

技術進歩が期待される場合、技術の陳腐化による財・サービスの実質価格低減が著しい。

かかる場合においては、技術進歩による「サービス対価」の改定等を行うことが合理的な

場合も考えられる。 

 

３．物価の変動による改定 

・「サービス対価」の改定の基準とする物価指数の採用にあたっては、選定事業者が負担す

る物価変動リスクを減じるため、選定事業者が実際に用いる財・サービスの市場価格が的

確に反映される物価指数を採用することが必要である。具体的には、当該市場価格に対す

る感応度が高い物価指数を採用するとともに、対象業務ごと、対象費用項目ごと、対象地

域ごとに連動した物価指数を採用することが望ましい。また、当該物価指数は、あらかじ

め入札説明書等に案を明示した上で、民間事業者との協議により決定することが望ましい。 

・どの時点の物価を「サービス対価」の改定の基準とするかについては、契約締結日のほか

契約締結日よりも前の入札公告日等とすることが考えられる。入札公告日等とすることに

より、物価変動をより的確に反映し選定事業者の負担する物価変動リスクを減じることが
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できると考えられる。 

・「サービス対価」の改定は、基準とする指標の変動の多寡にかかわらず、一定期間（毎年

又は３年ごととする場合が多い）に定期的に実施する場合と、基準とする指標が一定割合

以上変動している場合にのみ改定する場合がある。 

・管理者等は、以上のような「サービス対価」の改定について適切に対応するとともに、選

定事業者から契約変更の協議の申出があった場合には適切に協議に応じること等により、

状況に応じた必要な契約変更を実施するなど、適切な対応を図ることが必要である。この

点、管理者等に不利となる契約変更は認められないとの考え方もあるが、選定事業におけ

る当初の官民のリスク分担、物価変動の影響等を踏まえた上で、契約変更をして当該選定

事業の実施を継続する方が新たに事業者選定を行うよりも管理者等にとって有利と考え

られる場合には、契約変更が認められると考えられる。 

 

４．金利の変動による改定 

・選定事業者は、固定金利による資金調達を金利スワップ契約によって行うことが通例であ

り、現在のところ、金利スワップ市場では、１５年までのものの取引が大半といえる。こ

のため、これを超える融資期間を前提とする案件の場合、将来の金利変動を「サービス対

価」に反映する仕組みを織り込むことが通例である。金利変動リスクを「サービス対価」

の改定に反映する方法としては、１０年を経過時に、残存期間に相当する固定金利を基準

に「サービス対価」を改定する方法、あるいは、５年を経過するごとに、その後５年間の

「サービス対価」を改定する方法等が考えられる。金利変動リスクを「サービス対価」の

改定に反映しない場合は、そのリスクは選定事業者が負うこととなるが、金利上昇局面に

おいては、そのリスクが金融費用に反映されて、契約金額に転嫁される結果ともなり得る

ことに留意する必要がある。なお、金利の変動による「サービス対価」の改定を行うか否

かの検討にあたり、融資額が比較的少額の場合、当事者双方の実質的な面での手続き費用

を考慮することも考えられる。 

 

５．技術進歩による対価の減額改定又は性能向上の享受 

・選定事業の実施上重要となる技術分野について、契約期間中に相当の程度の技術進歩が期

待できるとき（又は、契約期間中に相当の程度の陳腐化が見込まれるとき）には、当該技

術進歩により、選定事業者がより低い費用負担でもって当初に定めた業務要求水準の維
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持・管理業務又は運営業務を実施することが可能となった場合、管理者等又は選定事業者

が、相手方当事者と協議の上、「サービス対価」を減じる改定を求めることが規定される

場合がある。なお、減額改定の提案について選定事業者に対し経済的動機付けを与えるた

め、選定事業者から提案された費用削減額の全てを「サービス対価」から減らさずに、そ

の一部を選定事業者の収益に反映させることも考えられる。 

・また、技術進歩により生じる便益を「サービス対価」に反映させるのではなく、代わって、

業務要求水準を向上させることによって、管理者等が享受する措置も考えられる。 

・いずれにしても、契約期間中に選定事業の実施上重要となる技術分野について相当程度の

技術進歩が期待される場合、その技術進歩によって生じる便益を、いずれの方法によって

当事者間にどのように分配するかについて、当事者間での協議が必要となる。 
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４－５ 利用者から収受した利用料金をもとに選定事業を実施する場合における利用

料金に関する事項 

 

１．概要 

・選定事業者が利用料金の収受を行う場合は、利用料金を徴収し、自らの収入にできる旨並

びに利用料金の設定及び改定方法等が規定される。 

 

２．利用料金の収受 

・特定の施設等において選定事業者が利用料金を収受する旨が規定される。 

 

３. 利用料金の設定及び改定 

・選定事業者は、以下の点に留意して、合理的かつ適正な範囲内で利用料金を設定又は改定

できることが規定される。 

 〇 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。 

 〇 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共施設等の利用者の利益を阻

害するおそれがあるものではないこと。 

・個別法に料金に関する規定がある場合は、当該規定に従い、あらかじめ所定の手続きを行

った上で、選定事業者は利用料金の設定又は改定を行う旨が規定される。 

・利用料金の設定又は改定に係る手続については、管理者等とあらかじめ協議を行うこと、

管理者等の承認を得ること、又は、管理者等にあらかじめ届け出ること等が規定される。 

・利用料金を改定することができる場合の条件についても規定される場合もある。 

・利用料金の設定又は改定が管理者等への届出等である場合において、当該料金が合理的か

つ適正な範囲内であると認められないときは、管理者等は、選定事業者に対し、当該料金

に関して協議を行うように要求することができる旨が規定される場合もある。 

 

４. 公共サービスの適正かつ確実な提供が確保されない場合の措置 

・報告の徴収、調査の実施等によってもなお公共サービスの適正かつ確実な提供が確保でき

ない場合における措置として、違約金の徴収等を規定することが考えられる。この場合の

手続については、４－３「サービス対価の減額」を踏まえ、規定されることも考えられる。 
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５． 契約の終了 

・ＰＦＩ事業契約の終了には、契約期間の満了による場合の他、ＰＦＩ事業契約期間中にお

けるＰＦＩ事業契約の解除による場合がある。このＰＦＩ事業契約の解除には選定事業

者の帰責事由による場合（管理者等が解除権を有する、「５－１ 公共施設等の管理者等

の解除権」で解説）、管理者等の帰責事由による場合（選定事業者が解除権を有する、「５

－２ 選定事業者の解除権」で解説）、及び不可抗力や法令変更の場合がある。なお、Ｐ

ＦＩ事業契約の解除に伴い、当事者に損害賠償又は違約金等の支払義務が発生する（「５

－４ 解除の効力」及び「５－５ 違約金」で解説）。 

・ＰＦＩ事業契約においては、基本方針に「当事者が事業契約の規定に違反した場合に、選

定事業の修復に必要な適切かつ合理的な措置、債務不履行の治癒及び当事者の救済措置

等を規定すること（基本方針四４（２））」、「事業修復の可能性があり、事業を継続するこ

とが合理的である場合における事業修復に必要な措置を、その責めに帰すべき事由の有

無に応じて、具体的かつ明確に規定すること。（基本方針四４（６））」と定められており、

当事者がＰＦＩ事業契約上の義務を履行しない場合であっても、選定事業に修復の可能

性があり、かつ、継続が合理的であるときには、当事者及び関係者が選定事業の修復を図

ることとし、修復に必要な適切かつ合理的な措置等を規定することとなる。 

・したがって、ＰＦＩ事業契約においては約定解除権が規定される（民法第５４０条第１

項）。約定解除権を規定することにより、選定事業の適正かつ確実な実施の確保を図るた

め、法定解除権の解除事由及び解除要件を補充・修正することや、法定解除権とは別の解

除事由及び解除要件を規定することができる。 
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５－１ 公共施設等の管理者等の解除権 

 

１．概要 

・管理者等は、選定事業者がＰＦＩ事業契約上の義務を履行しない場合、選定事業者に対し

て一定の期間を定めて催告し、この期間を経過しても是正されない場合、ＰＦＩ事業契約

を解除できる旨規定される。ただし、選定事業者による契約違反が選定事業者と管理者等

の間の信頼関係を破壊するものであり、選定事業者に対して催告を行っても不履行の是

正が図られる見込みがない場合、管理者等は無催告で解除できる旨が特約として定めら

れる。 

 

２．趣旨 

・管理者等は、選定事業者がＰＦＩ事業契約上の義務を履行しない場合、基本的には選定事

業者に対して是正に必要な一定の期間を定めて催告し、この期間を経過しても是正され

ない場合、ＰＦＩ事業契約を解除できる旨規定される。設定された是正期間以内に、不履

行の是正がなされた場合には管理者等はＰＦＩ事業契約を解除できないこととなる。Ｐ

ＦＩ事業契約に則して公共サービスが継続的に提供されることが重要との観点から、管

理者等による解除権行使の前にまず選定事業者に自ら不履行を是正（義務の不履行を「治

癒」し、「修復」を図ること）することの経済的動機付けを与えることが必要である。た

だし、選定事業者による契約違反の程度が著しく選定事業者と管理者等の間の信頼関係

を破壊するものであり、選定事業者に対して催告を行っても不履行の是正が図られる見

込みがない場合は、管理者等は無催告で解除できる旨を特約として定められる。 

・基本方針において、「事業継続が困難となる事由を、できる限り具体的に列挙し、当該事

由が発生した場合又は発生するおそれが強いと認められる場合における事業契約の当事

者のとるべき措置を、その責めに帰すべき事由の有無に応じて、具体的かつ明確に規定す

ること」、「事業修復の可能性があり、事業を継続することが合理的である場合における事

業修復に必要な措置を、その責めに帰すべき事由の有無に応じて、具体的かつ明確に規定

すること」が定められており（基本方針四４（６））、解除事由、その事由が発生した場合

又は発生のおそれが強い場合に当事者のとるべき措置等について具体的かつ明確に規定

することを要請している。 
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３．解除事由 

・長期に亘るＰＦＩ事業契約は、当事者間の信頼関係を基礎としており、当事者のいかなる

行為が債務不履行に該当し、その場合他方の当事者はいかなる手続をもってＰＦＩ事業

契約を解除できるかについてあらかじめ合意しておくことが必要となる。かかる観点か

ら、債務不履行解除の要件を明確にするための規定が置かれる。また、選定事業の適正か

つ確実な実施の確保を図る観点から、法定解除事由である債務不履行の成立を必要とし

ない約定解除事由を規定する場合も多い（関連：７ 任意解除）。 

・解除事由の規定については、基本方針において、事業契約の解除条件となる事由に関し、

その要件を具体的かつ明確に規定すること、事業継続が困難となる事由をできる限り具

体的に列挙すること（基本方針四４（６）（７））が定められており、管理者等による解除

事由について、厳格に規定する必要がある。 

・以下に解除事由を例示する。 

 

①設計、建設工事への着手の遅延 

・設計又は建設工事への着手の遅延は、ＰＦＩ事業契約の目的達成の第一段階であり、予

定した期日を過ぎてもこれらに着手しない場合、工程に無理をきたして施設の品質に

重大な悪影響を与えること等が想定され、契約関係を維持してもＰＦＩ事業契約等に

従った公共サービスの提供が見込めないことから、管理者等による解除事由となる。 

・具体的には、選定事業者が設計又は建設工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は建設

工事に着手せず、相当の期間を定めて催告しても、選定事業者から管理者等に対して合

理的な説明がないとき、管理者等がＰＦＩ事業契約の解除権を取得する。なお、選定事

業者が正当な理由なく設計又は建設工事への着手を遅延したとき、特段の催告をする

ことなく、管理者等がＰＦＩ事業契約の解除権を取得する旨規定するという例もある。 

 

②施設の完成、引渡し（又は運営開始）の遅延 

・選定事業者が公共サービスを提供するために不可欠な施設の完成や施設の引渡し（又は

運営開始）が遅延しており、予定された期日（引渡し（又は運営開始）予定日が延期さ

れた場合には、延期後の予定日）から一定期間経過後も、なお履行される見込みが明ら

かでない場合、契約関係を維持しても公共サービスの提供が見込めないことから、管理

者等による解除事由となる。 
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（ＢＴＯ方式の選定事業の場合） 

・選定事業者の帰責事由により、引渡し予定日から一定期間経過しても引渡しが出来ない

とき、又はその見込みが明らかでないときを管理者等による解除事由とする規定を置

くことが通例である。運営業務の開始予定日が重視される選定事業については、履行期

限として「引渡し予定日」ではなく「運営開始予定日」を設定し、当該運営開始予定日

より一定期間経過しても施設の運営開始体制が整わないときを、管理者等による解除

事由とする規定を置くこともある。 

（ＢＯＴ方式の選定事業の場合） 

・施設の建設工事の完成に着目し、選定事業者の帰責事由によって、予定された工期内に

施設が完成せず、かつ、予定工期の経過後相当の期間以内に建設工事を完成する見込み

が明らかにないと認められるとき、若しくは施設の運営開始時点に着眼し、選定事業者

の帰責事由により、施設の運営開始予定日から一定期間経過しても施設が運営開始出

来ないとき、又はその見込みが明らかにないと認められるときなどを、管理者等による

解除事由とする規定を置くことが通例である。 

 

③維持・管理、運営業務に関する債務不履行 

・選定事業者による維持・管理、運営業務に関し債務不履行の状況があらかじめ定めた一

定程度以上継続する場合、契約関係を維持してもＰＦＩ事業契約等に従った公共サー

ビスの提供が見込めないことから、管理者等による解除事由となる。 

・例えば、具体的な解除までの手順としては、選定事業者による維持・管理、運営業務に

関し債務不履行が生じた場合、対象となる債務不履行に相当する「サービス対価」の減

額措置や支払い留保措置を講じつつ、 

１）あらかじめ定めた一定程度以上に債務不履行の状況が繰り返される場合、選定事業

者自ら履行体制を強化し、改善を図る。 

２）管理者等は選定事業者に改善措置を講じるよう通告し、改善計画書の提出を求め、

選定事業者は合意した改善計画書に基づき改善を図る。 

３）選定事業者による当該債務不履行を改善、是正する期間を設け、それでもなお改善

されず、あらかじめ定めた一定程度以上の債務不履行の状況が継続するときは、一

定の通告期間経過後、管理者等が解除権を取得する旨規定される 

ことが考えられる。（関連：４－１ 「サービス対価」の支払、５－４ 解除の効力、参
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照：「モニタリングに関するガイドライン」） 

 

④選定事業者の破産 

・選定事業者の破産、会社更生、民事再生、会社整理若しくは特別清算の手続きの開始又

はこれに類似する手続きについて選定事業者の取締役会でその申立てを決議したとき

又は第三者によってその申立てがなされたときは、選定事業者が選定事業を継続する

ことが不可能な程度に経済的に破綻しており、且つ選定事業者による選定事業の修復

が不可能であるため、管理者等による解除事由となる。  

・選定事業者が支払不能又は支払停止となったときや一定金額以上の債務の履行を一定

日数以上に亘り遅延したときなど、破産原因自体又はそれを推定させる事由の発生が

あり、ＰＦＩ事業契約の目的を達することが不可能となる蓋然性が高いと判断される

ときは、選定事業者による債務不履行の成立を待たずに管理者等は解除権を取得する

とすることもあり得る。 

 

⑤選定事業者による事業放棄 

・選定事業者が事業を放棄し、一定期間に亘りその状態が継続したときなどは、選定事業

者による選定事業の継続が不能と想定されることから、管理者等による解除事由とな

る。 

 

⑥その他契約違反 

・その他ＰＦＩ事業契約に違反し、その違反によりＰＦＩ事業契約の目的を達成すること

ができないと認められるときを、契約関係を維持しても公共サービスの提供が見込め

ないことから、管理者等による解除事由とする。選定事業者が業務報告書に著しい虚偽

記載を行うことも、信頼関係を破壊する重大な契約違反であることから管理者等によ

る解除事由となる。 

 

４．是正期間の設定 

・管理者等は選定事業者に対し一定の是正期間を設けて義務を履行するよう催告するも、選

定事業者がその義務を履行しない場合、管理者等がＰＦＩ事業契約の全部又は一部を解

除できる旨規定する。この是正期間については、選定事業者のかかる債務不履行の是正に
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要すると見込まれる期間を設定する必要がある。また、契約関係の安定性を確保するため、

是正期間についても解除事由ごとに具体的かつ明確に定めておくことが望まれる。 

 

５．融資金融機関等の介入（Step－in） 

・選定事業者に無催告解除事由が生じた時点、又は、管理者等が催告したにもかかわらず不

履行が是正されないまま一定の是正期間が経過した時点において、管理者等はＰＦＩ事

業契約の解除権を取得する。しかしながら、管理者等が選定事業を継続させる必要がある

と判断した場合、管理者等が解除権の行使を留保し、管理者等と融資金融機関等の当事者

双方が認める第三者に選定事業を継承させることが考えられる。このような融資金融機

関等の介入については、継続的かつ安定的な公共サービスの提供という管理者等の目的

の達成をも図られることになる上、融資金融機関等が選定事業の継続に利害関係を持つ

が故に、融資金融機関等の持つ情報等を利用して、選定事業の継承に適した第三者を見い

出し、管理者等が適正な手続に従い選定することが可能となることが考えられる。この場

合、融資金融機関等は、直接協定に従って選定事業に介入し、選定事業者が発行する株式

等にあらかじめ設定しておいた担保権を利用して、融資金融機関等が推薦し、かつ、管理

者等がその推薦を考慮した上で選定する第三者に当該株式を取得させること等で選定事

業を引継がせることが想定される。（関連：６－１ 選定事業者の権利義務の処分） 

・基本方針においては、管理者等は「選定事業者の責任により組成される金融の仕組みによ

って、選定事業者の破綻に伴い、金融機関等第三者が選定事業の継承を要求し得る場合に

は、公共性、公平性の観点に基づき、継続的な公共サービスの提供を確保するために合理

的である限りにおいて、あらかじめ、協定等において適切な取決めを行うこと。」とされ

ている（基本方針四４（９））。 管理者等は、自らの解除権の行使の制約になるものの、

融資金融機関等の介入により継続的かつ安定的な公共サービスの提供を維持する可能性

が高まることから、管理者等にとって合理的な範囲内で融資金融機関等による介入を可

能とする規定を設けることは意義あるものとも成り得る。なお、管理者等が解除権の行使

を留保する期間については、事業を継承する第三者を探すための期間として合理的な期

間を定める必要がある。 

 

６．直接協定の意義 

・直接協定は、ダイレクトアグリーメント（Direct Agreement）、又は、略して D／Ａとも
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いう。 

・基本方針では、直接協定に関して、管理者等は、「当該選定事業が破綻した場合、公共施

設等の管理者等と融資金融機関等との間で、事業及び資産の処理に関し直接交渉するこ

とが適切であると判断されるときは、融資金融機関等の債権保全等その権利の保護に配

慮しつつ、あらかじめ、当該選定事業の態様に応じて適切な取決めを行うこと。」とされ

ている（基本方針四４（８））。 

・直接協定は、選定事業者による選定事業の実施が困難となった場合、若しくは、困難と見

込まれる場合、融資金融機関等が、管理者等によるＰＦＩ事業契約の解除権の行使を一定

期間留保することを求め、選定事業に関して有する担保権を利用して選定事業に対し介

入（Step-in）することを可能にするための必要事項を規定する、管理者等と融資金融機

関等との間で締結される契約をいう。 

・ＰＦＩ事業契約は、契約の一方の当事者である選定事業者に加え、融資金融機関等も事業

のリスクを資金面で負担している点が、従来型の公共事業の請負契約と異なっている。Ｐ

ＦＩ事業にかかるリスクをそれぞれ分担している管理者等と融資金融機関等との間に契

約関係がない場合、融資金融機関等が自らの債権の保全を図るために管理者等の承諾な

くして、資金供給を停止し、担保権の実行や強制執行により事業資産等の処分を図るとい

った事態も生じ得る。事業の継続によって公共サービスの継続的かつ安定的な供給を図

ろうとする管理者等は、こうした事態の発生は回避したい。そこで、管理者等が融資金融

機関等との間で締結する直接協定は、融資金融機関等の資金供給停止や担保権実行等に

際して事前調整を行えるようにするとともに、融資金融機関等による事業修復への介入

（Step-in）の機会を与える観点から、管理者等にとっても意義あるものと成り得る。な

お、直接協定の締結をもって、管理者等が直接に事業修復を行うことは妨げられるもので

はないこととし、また、融資金融機関等が事業修復のための介入を試みても、直接協定に

定めた一定の期間以内に事業修復を管理者等及び融資金融機関等が見込めない場合には、

管理者等はＰＦＩ事業契約を解除することができるものとする。 

・現在のところ、我が国のＰＦＩ事業の直接協定において規定が置かれることが想定される

主な内容は以下のとおりである。 

１）ＰＦＩ事業契約上の選定事業者の権利、選定事業者発行株式や事業用資産に対する融

資金融機関等による担保権設定についての管理者等の承諾 

２）融資契約上の期限の利益喪失事由その他融資金融機関等の有する債権の保全につい
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て選定事業者に懸念が生じている場合の融資金融機関等から管理者等に対する通知 

３）ＰＦＩ事業契約上、選定事業者の責に帰すべき解除事由などが生じた場合の管理者等

から融資金融機関等に対する通知 

４）２）又は３）の場合の協議 

５）融資金融機関等が担保権を利用して介入する場合の管理者等の関与（担保権実行等の

前に行われる管理者等との協議等） 

６）融資金融機関等のいずれかが融資契約に基づく選定事業者に対する貸出債権を第三

者に譲渡しようとする際の管理者等への事前通知及び当該第三者を含めた融資金融

機関等と管理者等との間における従前の協定と同等の内容の直接協定の締結 等 

・管理者等による解除権行使の留保を期待していた選定事業者が、融資金融機関等による介

入がなされずＰＦＩ事業契約が解除となることを了知していないといった事態を避ける

ため、管理者等と融資金融機関等に加えて、選定事業者も直接協定の当事者とするか、若

しくは、管理者等と融資金融機関等が締結した直接協定の内容を選定事業者が確認した旨、

選定事業者の記名捺印を求めることとなる。 

・さらに、選定事業者に代わって事業を継承する第三者の選定手順等についての規定が直接

協定に設けられることも考えられる。（関連：６－１ 選定事業者の権利義務の処分） 

・当該債権譲渡により新たな第三者が融資金融機関等となる場合（上記６））において、管

理者等は、債権譲渡に伴い必要となる手続（例：選定事業者が新たな債権者とＰＦＩ事業

契約上の地位譲渡予約契約を締結することに伴う管理者等の事前承諾手続等）があると

きには、選定事業者の事業運営に支障をきたすことのないよう、円滑な手続にできる限り

配慮すること。 

 

７．任意解除 

・管理者等の政策変更や住民要請の変化等により、選定事業を実施する必要がなくなった場

合や施設の転用が必要となった場合には、管理者等は一定期間前にＰＦＩ事業契約を解

除する旨選定事業者に通知することにより、任意にＰＦＩ事業契約を解除できる旨規定

されることが通例である。これは、選定事業が公共サービスを提供するものであり、不必

要なものを提供することが社会的に無駄であるという特殊性から、管理者等の解除権の

要件を約定により追加するものである。ただし、管理者等による任意解除権は選定事業者

にとって予測できないリスクであり、管理者等がこれを行使する場合には、選定事業者か
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ら請求される損害賠償の範囲や額について慎重な考慮が必要となる。 

 

８．書面主義 

・管理者等らの選定事業者に対する催告、及びＰＦＩ事業契約終了の通告又は通知について

は、後日の紛争回避の観点から書面により通知する旨規定することが望ましい。 
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５－２ 選定事業者の解除権 

 

１．概要 

・選定事業者は、管理者等が「サービス対価」の支払いを遅延し、選定事業者から催告を受

けてから一定期間を経過しても当該支払義務を履行しないとき、及び、管理者等による重

要な義務違反により選定事業者の選定事業の実施が困難となり選定事業者が是正期間を

設けて催告しても選定事業の実施が困難な状況が解消されないときなどには、ＰＦＩ事

業契約を解除できる旨規定される。 

 

２．趣旨 

・契約関係の安定性の確保を図るため、管理者等の債務不履行による選定事業者の法定解除

の要件を約定により明確にするものである。 

 

３．解除の要件及びその効力 

・選定事業者の帰責事由によるＰＦＩ事業契約の解除の場合と同様に、管理者等の帰責事由

によるＰＦＩ事業契約の解除についても、解除要件を明確化するとともに、一定の是正期

間を設けることによって、契約関係の安定性の確保に配慮する必要がある。 

・管理者等の是正期間中に選定事業者が業務を適正に履行できないとしても、その責は管理

者等に帰するのであるから、「サービス対価」の減額はなされないものと考えられる。ま

た、管理者等に「サービス対価」の支払義務の不履行がある場合、選定事業者の支出負担

を軽減するために、管理者等の是正期間中、施設の維持・管理、運営義務を軽減し、若し

くは、最低限度の維持・管理、運営を行う義務のみ負うこととし、それに対応した「サー

ビス対価」が発生するという規定を置くことも考えられる。 

・管理者等が金銭の支払いを遅延した場合について、管理者等は選定事業者に対し、支払う

べき金額に加え、遅延損害金を支払うことが規定される。（関連：６―４ 遅延損害金） 

・選定事業者からの管理者等に対する支払いの催告、及びＰＦＩ事業契約終了の通知につい

ても、後日の紛争回避の観点から書面による旨規定することが望ましい。  
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５－３ 不可抗力等による解除権等 

 

１．概要 

・不可抗力や法令変更など当事者に帰責性のない事由により選定事業者による業務の全て

又は一部の履行が不能となった場合、当事者間の協議の上、管理者等は契約の全部又は一

部を解除することができる旨規定される。 

 

２．不可抗力又は法令変更による解除権の行使 

・不可抗力の定義の考え方については「２－２－９ 不可抗力による損害（設計、建設段階）」

参照。 

・不可抗力又は法令変更により、ＰＦＩ事業契約等に従った建設工事業務、維持・管理業務

又は運営業務の履行が不能になった場合、あらかじめ設定された業務要求水準を満たすた

めに必要な人員若しくは器具等を追加する費用負担、業務要求水準若しくはＰＦＩ事業契

約等の変更が必要な事項について、当事者間で一定の協議期間を設けて協議を行うことが

規定される。 

・一定の協議期間以内に、かかる協議について合意が成立しない場合、管理者等は不可抗力

又は法令変更に対する対応方法を選定事業者に対して通知し、選定事業者がこれに従い選

定事業を継続させるものとする。ただし、選定事業の履行不能が永続的なものと判断され

る場合、又は選定事業の継続に過分の費用を要する場合など、選定事業の継続に経済合理

性のない事態も想定されることから、こうした場合には管理者等は、相手方当事者の選定

事業者と協議の上、ＰＦＩ事業契約の一部又は全部を解除することが可能である旨規定さ

れる。 

・なお、不可抗力等によるＰＦＩ事業契約の一部又は全部解除権を、一方の当事者たる管理

者等のみが有する契約構成とするか、当事者双方が有する契約構成とするか、については

検討を要する点である。（関連：２－２－９ 不可抗力による損害（設計、建設段階）、３

－６ 不可抗力による損害（維持・管理、運営段階） 

・不可抗力によるＰＦＩ事業契約の解除の効力については、管理者等が施設を買い受けるこ

ととし、かかる対価とその他選定事業者に生じる合理的費用を負担することが考えられ

る。その他合理的費用については、選定事業者が開業に要した費用及び解散に要した費用

があげられる。 
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・事業用地の瑕疵及び埋蔵文化財の発見等により選定事業者の業務の履行が不能となった

場合についても不可抗力等により業務の履行が不能となった場合と同様の措置がとられ

ることと規定する場合が多い。 

 

３．不可抗力又は法令変更による義務履行の免除と「サービス対価」の支払 

・不可抗力又は法令変更により選定事業者による義務の全部又は一部が履行不能となった

場合、選定事業者は、管理者等に対し不可抗力又は法令変更による履行不能の内容の詳細

及びその理由についての通知を発した後、履行不能の状態が継続し協議が整うまでの間、

履行期日における、当該不可抗力による影響を受ける範囲において又は適用法令に違反

する範囲において、その履行義務が免除される。併せて、管理者等は、選定事業者が業務

を履行できないことによって免れた費用を控除し選定事業者が実際に行ったその他の業

務の内容に応じた支払いを行うことが通例である。（関連：６－６ 保険加入義務） 

 

４．不可抗力による損害等の分担 

・選定事業者により不可抗力の発生による履行不能通知の発出後、管理者等が選定事業を継

続することを判断し、かつ、一定の期間以内において、当該不可抗力による損害又は増加

費用の負担等対応方法について上述の当事者間協議が合意に達しない場合、あらかじめ

定められた損害等の負担割合等対応方法によることを管理者等が選定事業者に通知し、

選定事業者はこれに従う旨規定される。 

・管理者等が損害等を分担する場合には、損害等を裏付ける資料に基づいて、どの程度損害

等が発生したか厳密に認定することが必要になることも考えられる。そのため、どのよう

な資料に基づいて損害を認定するかについてＰＦＩ事業契約の締結前にあらかじめ協議

を行っておくことが望ましく、必要に応じてそれをＰＦＩ事業契約等で定めておくこと

も考えられる（関連：２－２－９ 不可抗力による損害（設計・建設段階）、３－６ 不可

抗力による損害（維持・管理、運営段階））。 

 

５．法令変更による増加費用の分担 

・選定事業者により法令変更による履行不能通知の発出後、管理者等が選定事業を継続する

ことを判断し、かつ、一定の期間以内において、当該法令変更による増加費用の分担等対

応方法について上述の当事者間協議が合意に達しない場合、あらかじめ定められた増加費
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用の負担割合等対応方法によることを管理者等が選定事業者に通知し、選定事業者はこれ

に従う旨規定される。 

・法令変更に対応するための増加費用の負担については、当該選定事業に直接関係する法令

をあらかじめ特定し、これら法令の変更に基づく増加費用は管理者等の負担とし、あらか

じめ特定された法令以外の広く民間企業一般に影響を与える法令の変更に基づく増加費

用は選定事業者の負担とすることが通例である。ただし、民間企業においては、法令変更

による事業の増加費用を、自己の裁量において、当該事業分野から撤退すること等により

回避することができるものの、ＰＦＩ事業契約上の公共サービスの提供という選定事業者

の義務の特異性から、一般の企業活動に比べて選定事業者の裁量が一定程度狭くなる場合

もあることに配慮することも考えられる。 

・また、税制の変更に起因する増加費用の負担割合については、「サービス対価」の外税と

した消費税率の変更による増加費用を管理者等の負担とすることが通例である。加えて、

資産所有にかかる税率の変更及び新税設立による増加費用を管理者等の負担とすること

もあり得る。なお、法人税率の変更等、選定事業者の利益に課される税制度の変更による

増加費用は、選定事業者の負担とすることが通例である。 

 

６．法令変更による費用低減の享受 

・法令変更により、選定事業者がより低い費用負担でもって当初に定めた業務要求水準の設

計・建設工事業務、維持・管理業務及び運営業務を実施することが可能となった場合に、

管理者等が、選定事業者と協議の上、「サービス対価」を減じる改定を求める旨規定を置

くことが考えられる。いずれにしても、法令変更により費用が低減した場合、この便益を

いずれの方法によってどのように分配するかについて、当事者間で協議することが必要と

なる。 
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５－４ 解除の効力 

 

１．概要 

・ＰＦＩ事業契約が解除された場合の効力として、①原状回復義務の取り扱い、具体的には

選定事業の進捗に応じた各種の財産の取り扱い、②解除により生じた損害賠償の支払い

義務等について規定される。 

 

２．趣旨 

・ＰＦＩ事業契約においては、解除の効力として、選定事業者に原状回復義務を課したなら

ば、解除後の施設等の合理的な取扱いが困難になる。このため、個々の選定事業の特性に

応じた解除の効力について規定される。 

 

３．選定事業者の帰責事由による解除の効力 －施設の完工前の解除－ 

・施設の完工前にＰＦＩ事業契約が解除された場合、原状回復を図るのではなく、管理者等

が契約解除後に施設の出来形部分を利用して建設工事を継続することが妥当と判断する

とき、又は、施設の建設工事の進捗度が高い段階にあるなど出来形部分の買受が社会通念

上合理的と認められるとき、管理者等は選定事業者から施設の出来形部分を合理的な対

価で買い受けることができる旨規定し、法定解除の効力の規定（原状回復義務を課すこと）

を約定にて修正する。施設の出来形部分の買受の判断にあたっては、①第三者が当該出来

形部分を利用して建設工事を継続した場合に契約不適合責任の所在の見極めが困難にな

る可能性があること、②特に、運営業務の比重の重い選定事業については、当該事業を継

承する第三者からみた当該施設の利便性の良否という観点からの判断が必要である一方、

③選定事業者に施設の出来形部分の取り壊し及び原状回復を求めた場合、施設の出来形

部分を活用して建設工事を継続した場合よりも、公共サービスの提供の開始が遅延する

可能性があること、及びその遅延の影響について留意する必要がある。 

・管理者等による施設の出来形部分の買受手続きについては、管理者等が施設について検査

を実施し、検査に合格した部分の引渡しを受けることとし、かかる対価の支払い方法につ

いては、ＰＦＩ事業契約上、管理者等が一括払い又は割賦払いとするかを選択できること

とし、割賦払いを選択する場合は、最長、当初定められたスケジュールに従って支払う旨

規定を置くことが通例である。支払い方法の選択に際しては、一方で、選定事業者と融資
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金融機関等との間で締結されている融資契約上は、ＰＦＩ事業契約解除により、選定事業

者は期限の利益を喪失し、融資金融機関等は選定事業者に対して一括弁済を求める権利

を取得することとなっている。このため、実際の施設の買受対価の支払方法の決定にあた

っては、直接協定等に基づく協議が行われることなども想定される。この協議の結果、割

賦払いとされた場合、管理者等は財政支出を平準化できる。 

・直接協定等による融資金融機関等と管理者等の協議の上で、選定事業者を介さずに直接、

管理者等から融資金融機関等への買受対価の支払いが行われることとなった場合には、

もはや、事業リスクの要素がなくなり管理者等の信用リスクと同視し得る場合も考えら

れる。前述の通り、管理者等と融資金融機関等の交渉の結果、割賦払いとされた場合、融

資金融機関等による新たな与信判断に基づき、支払金利に相当する額を含めた対価の支

払条件を変更すること（国の場合であれば、支払期間に対応した国債の利回り水準を反映

した支払金利水準に見直すなど）も考えられる。 

・また、ＰＦＩ事業契約において、管理者等の施設買受け義務が課されている場合であって

も、当該年度における歳出予算や、すでに議決を受けた国庫債務負担行為の目的、債務負

担年限及び金額の上限を超える支出又は債務負担を行う場合には、解除の時点で改めて

歳出ないし国庫債務負担行為の議決が必要とされることに留意が必要である。1 

・管理者等が施設の出来形部分を買い受ける場合のかかる支払い額は、設計図書に基づく施

設の出来高に相当する金額となることが通例である。 

・一方、管理者等が施設の出来形部分を買い受けることが適当でないと判断した場合、管理

者等は選定事業者に対して施設の取壊し及び事業用地の原状回復を求めることができる

旨規定する。この費用は、解除の帰責に応じて選定事業者又は管理者等が負担することと

し、選定事業者が正当な理由なく期間以内に原状回復の処分を行わない場合は、これを放

置することは経済合理性に欠くため、管理者等が自ら代わってその処分を行い、選定事業

者に対してかかる費用を請求できる旨規定される。この際、選定事業者は自ら行うべき処

分を行わないのであるから、管理者等の処分について異議を申し出ることもできないこ

ととする。 

 
1 なお、地方公共団体が管理者等となる場合において、地方自治法第９６条第１項第８号

の規定により、同項第６号及び第７号に定めるものを除くほか、その種類及び金額につい

て政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすることは、議会の議決事

件とされている。 
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・その他選定事業者に管理者等に対する違約金の支払い義務が規定される。（関連：５－５ 

違約金、６－５ 履行保証） 

 

４．選定事業者の帰責事由による解除の効力 －施設の完工後の解除－ 

・施設の完工後、ＢＴＯ方式の選定事業においては、管理者等は施設の所有権を既に有して

いる。また、ＢＯＴ方式の選定事業においても、通例、契約解除に伴い管理者等が施設の

所有権を取得・保持する旨規定される。その際、ＢＴＯ方式の選定事業については、施設

の維持・管理状態が要求水準を満たしているかについて確認すること、ＢＯＴ方式の選定

事業については、施設の譲渡前検査を実施し、施設があらかじめ合意された利用に支障の

ない状態にあること等を確認する必要がある（関連：３－７ 契約期間終了前の検査）。

これらの検査によって、施設の状態が規定された水準に達していないことを確認した場

合には、当事者間の施設の買取価格と後述する違約金等の決済に加え、選定事業者は管理

者等に対し必要な修繕費を支払うこと、若しくは、必要な修繕を実施することを規定する

必要がある。 

・ＢＯＴ方式の選定事業の場合の施設の買取価格は、建設工事費元本の未払総額とその支払

金利（割賦払いの場合）となることが通例である。 

・解除後の施設の買受対価の支払方法については、ＰＦＩ事業契約上、管理者等が一括払い

又は割賦払いとするかを選択できることとし、割賦払いを選択する場合は、最長、当初定

められたスケジュールに従って支払う旨規定を置くことが通例である。支払い方法の選

択に際しては、一方で、選定事業者と融資金融機関等との間で締結されている融資契約上

は、ＰＦＩ事業契約解除により、選定事業者は期限の利益を喪失し、融資金融機関等は選

定事業者に対して一括弁済を求める権利を取得することとなっている。このため、実際の

施設の買受対価の支払方法の決定にあたっては、直接協定等に基づく協議が行われるこ

となども想定される。この協議の結果、割賦払いとされた場合、管理者等は財政支出を平

準化できる。 

・直接協定等による融資金融機関等と管理者等の協議の上で、選定事業者を介さずに直接、

管理者等から融資金融機関等への買受対価の支払いが行われることとなった場合には、

もはや、事業リスクの要素がなくなり管理者等の信用リスクと同視し得る場合も考えら

れる。前述の通り、管理者等と融資金融機関等の交渉の結果、割賦払いとされた場合、融

資金融機関等による新たな与信判断に基づき、支払金利に相当する額を含めた対価の支
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払条件を変更すること（国の場合であれば、支払期間に対応した国債の利回り水準を反映

した支払金利水準に見直すなど）も考えられる。 

・また、ＰＦＩ事業契約において、管理者等の施設買受け義務が課されている場合であって

も、当該年度における歳出予算や、すでに議決を受けた国庫債務負担行為の目的、債務負

担年限及び金額の上限を超える支出又は債務負担を行う場合には、解除の時点で改めて

歳出ないし国庫債務負担行為の議決が必要とされることに留意が必要である。1 

・その他選定事業者に管理者等に対する違約金の支払い義務が規定される。（関連：５－５ 

違約金、６－５ 履行保証） 

 

５．管理者等の帰責事由による解除の効力2 

・管理者等の帰責事由によりＰＦＩ事業契約が解除される場合、管理者等は、施設の所有権

を取得し、その対価として、施設の完工の前後に応じて、施設の出来高に相当する金額又

は建設工事費の未払総額及びこれにかかる支払利息（割賦払いの場合）を支払う旨規定さ

れる。こうした出来形部分又は施設の対価に加えて、選定事業者は当該解除により生じた

金融費用（融資の期限前弁済に伴い融資金融機関等に支払う期限前弁済費用）を含む損害

賠償請求権を取得する旨規定されることが通例である。（関連：５－３ 不可抗力等によ

る解除権等）。 

・また、ＰＦＩ事業契約において、管理者等の施設買受け義務が課されている場合であって

も、当該年度における歳出予算や、すでに議決を受けた国庫債務負担行為の目的、債務負

担年限及び金額の上限を超える支出又は債務負担を行う場合には、解除の時点で改めて

歳出ないし国庫債務負担行為の議決が必要とされることに留意が必要である。3 

・民法第４１６条は、損害賠償の範囲について、債務の不履行により通常生ずべき損害（相

 
1 なお、地方公共団体が管理者等となる場合において、地方自治法第９６条第１項第８号

の規定により、同項第６号及び第７号に定めるものを除くほか、その種類及び金額につい

て政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすることは、議会の議決事

件とされている。 
2 なお、地方公共団体が管理者等となる場合において、地方自治法第９６条第１項第１３

号の規定により、法律上その義務に属する損害賠償の額を定めることは、議会の議決事件

とされている。 
3 なお、地方公共団体が管理者等となる場合において、地方自治法第９６条第１項第８号

の規定により、同項第６号及び第７号に定めるものを除くほか、その種類及び金額につい

て政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすることは、議会の議決事

件とされている。 
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当因果関係の範囲内にあるもの）は賠償されるべきであること、また、特別の事情によっ

て生じた損害であっても当事者がその事情を予見すべきであったときは、債務者はその

賠償を求めることができることを定めている。この規定から、損害賠償の範囲に、選定事

業者が既に支出した費用に加え、解除されなければ選定事業者が得たであろう利益を含

むものと解されるものの、これに含める具体的範囲については（例えば、得べかりし利益

のうち、解除時以降に管理者等が支払う予定であった「サービス対価」の数ヶ月分とする

など）当事者間での検討が必要な点である。 
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５－５ 違約金 

 

１．概要 

・選定事業者の義務の履行を確保するために、選定事業者の帰責事由によりＰＦＩ事業契約

が解除となった場合、①選定事業者が管理者等に対して違約金を支払うこと、支払うべき

違約金の額、②違約金と損害賠償額との関係、履行保証保険と違約金との調整、管理者等

の金銭債務と違約金との対等額の相殺決済の可否等について規定される。 

 

２．関係法令の規定 

・会計法等において、債務不履行の場合における損害金等を契約書にて定めることとされて

いる（会計法第２９条の８第１項、予決令第１００条第１項第４号及び支払遅延防止法第

４条第３号1）。 

 

３．違約金の支払い額 

（施設の完工前） 

・施設完工前の選定事業者の帰責事由による解除時に、選定事業者が管理者等に支払う違約

金の額の設定については、標準約款第５５条第２項の規定における〔注〕を参考として、

建設工事費相当の対価の額の１００分の１０（場合によっては１００分の２０）に相当す

る額とする考え方などがある。 

（施設の完工後） 

・施設完工後の選定事業者の帰責事由による解除時に、選定事業者が管理者等に支払う違約

金の額については以下に示す例などがある。 

１）選定事業者が負担した建設工事費のうちの残額及びこれにかかる支払利息相当の合

計額のうち１００分の１０（場合によっては１００分の２０）に相当する額等、建設

工事費のうちの残額の一定割合を違約金とする考え方。 

２）残存契約期間に対応する維持・管理費及び運営費の相当の対価の１００分の１０（場

合によっては１００分の２０）に相当する額、解除された事業年度１年間分の維持・

管理費及び運営費相当の対価の１００分の１０（場合によっては１００分の２０）に

 
1 地方公共団体が管理者等となる場合は、当該規定は支払遅延防止法第１４条の規定によ

り準用される。 
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相当する額等、選定事業者に支払われる予定であった維持・管理費及び運営費の一定

割合を違約金とする考え方。 

・違約金の額の設定にあたっては、①選定事業の内容等により解除によって管理者等が被る

損害額の見込み額が異なること、②額が過少な場合には選定事業者に対する事業継続へ

の経済的動機付けが小さくなる一方、額が過大な場合には選定事業の資金調達費用が高

まり、これが契約金額に転嫁される結果ともなり得ること等にも留意して、適正な額を設

定する必要がある。 

・また、違約金の額の設定について、解除時の残存契約期間に応じて設定するという考え方

においては、上記２）前段のように残存契約期間に応じて違約金の額を低減させる場合、

契約期間の初期の段階により高い違約金の額が設定されるため、一般に利益を生みにく

い初期の段階に選定事業者に対して契約上の義務の履行に相対的に強い経済的動機付け

を与えることができる一方、融資金融機関等による融資の範囲を狭める可能性があるこ

とに留意が必要である。 

 

４．違約金と損害賠償額との関係 

・違約金と損害賠償額との関係について規定される。違約金が損害賠償額の予定ではない旨

が契約書上明確にされない場合、違約金は損害賠償額の予定であると推定される（民法第

４２０条第３項）。したがって、この場合における法的効果は、損害の発生及びその額を

証明せずに予定賠償額を請求することができるので、管理者等は損害賠償請求の困難を

排除することができることである。また、場合によっては多額になりうる賠償を限定する

ことは、選定事業者のリスク計算を容易にし、これが、選定事業者の事業に要する費用に

影響を与え、ひいては契約価格にも影響を与える可能性がある点に留意が必要である。 

・もっとも、違約金を損害賠償額の予定としない旨をＰＦＩ事業契約書上明確にしたうえ

で、管理者等が被った実損害額が違約金の額を超える場合、管理者等は、別途超過額につ

いて選定事業者に追徴することができる旨の規定を置くこともできる。（関連：５－４ 

解除の効力） 

 

５．履行保証保険と違約金との調整 

・施設の建設工事について管理者等を被保険者とする履行保証保険契約が締結されている

ときは、管理者等は、当該履行保証保険契約の保険金を受領した場合、これをもって違約
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金に充当する規定を設ける。これは、管理者等を被保険者とする履行保証保険を付保する

場合に、管理者等が違約金と保険金を二重に受け取ることがなきよう、履行保証保険金と

違約金とを調整する規定である。（関連：６－５ 履行保証） 

・なお、選定事業者を被保険者とした履行保証保険を付保させる場合、違約金の支払いを担

保するため、選定事業者が付保する履行保証保険の保険金支払い請求権に対して選定事業

者の費用をもって管理者等を質権者とする質権を設定し、かつ、かかる質権設定に対して

第三者の対抗要件を具備させる規定を設ける。 

 

６．管理者等の金銭債務と違約金との相殺決済 

・選定事業者の債務不履行により管理者等が損害を被った場合、管理者等は、選定事業者に

対して損害の賠償を求めることとなる。しかし、ＢＴＯ方式の選定事業の維持・管理、運

営段階においては、管理者等が損害賠償を有効に担保できる選定事業者の資産はない事態

も想定される。この場合、管理者等が契約保証金の納付を免除し、その代替として、履行

保証保険の付保を義務付けることが考えられる。（関連：６－５ 履行保証） 

・なお、管理者等が契約保証金の納付を免除し、かつ、維持・管理、運営業務について履行

保証保険が付保されていない場合においても、管理者等が損害の賠償を受けることができ

るように、別途選定事業者に対し負担する「サービス対価」の支払債務と選定事業者が負

担する損害賠償債務を対当額につき相殺することにより、損害の賠償を確実に受けること

が考えられる（民法第５０５条第１項）。 

・しかしながら、サービス対価請求債権には、融資金融機関等が質権又は譲渡担保権を設定

することが通例である。サービス対価請求債権に質権又は譲渡担保権が設定されている

場合、管理者等は相殺の手段によることが困難となる。すなわち、債権（サービス対価請

求債権）が譲渡された場合、債務者は、当該債権譲渡に係る対抗要件を具備する時点（例：

管理者等が承諾をする時点）までに譲渡人（選定事業者）に対抗できる事由をもって、債

権の譲受人（融資金融機関等）に対抗でき、債務者は、対抗要件を具備した時点（例：管

理者等が承諾をした時点）より前に取得した債権による相殺をもって譲受人に対抗する

ことができる。なお、債務者が対抗要件を具備した時点（例：管理者等が承諾をした時点）

より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、当該債権が当該対抗要件具備時より

も前の原因に基づいて生じた債権であるとき、又は譲受人の取得した債権の発生原因で

ある契約に基づいて生じた債権であるときは、その当該債権による相殺をもって譲受人
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に対抗することができる（民法第４６７条、第４６８条及び第４６９条）。したがって、

例えば、サービス対価請求債権の融資金融機関等への譲渡について、管理者等の承諾の時

点以降に選定事業者の債務不履行が発生した場合であっても、管理者等は、かかる選定事

業者の債務不履行により発生した損害賠償債権と、サービス対価支払債務とを対当額で

相殺することができる場合があると考えられる。なお、サービス対価請求債権が融資金融

機関等に対し担保に供されている場合に、管理者等が相殺により損害の賠償を受けるた

めに、サービス対価請求債権の譲渡担保等の後であっても、「サービス対価」の支払債務

と選定事業者が負担する損害賠償債務を対当額につき相殺できるとし、その協議の手続

きをあらかじめ定めておくことなども考えられる。 

・また、管理者等が確実に自らの債権を回収するためには、契約保証金の納付、又は、維持・

管理、運営業務について履行保証保険の付保を求めるなどの措置を講じることが必要に

なると考えられる。 

・一方で、かかる措置は、選定事業者の資金調達の可能性や資金調達費用に影響を与える点

にも留意が必要である。 
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５－６ 契約終了時の事務 

 

１．概要 

・管理者等が、ＰＦＩ事業契約期間の満了や解除によるＰＦＩ事業契約終了後も施設の継続

使用を予定する場合には、①施設から選定事業者が所有する物件の撤去と管理者等によ

るその確認、②選定事業者から事業を継承する者に対する業務の引継ぎ、業務の実施に必

要な書類一切の引渡し等について規定される。一方、管理者等が事業そのものの終了を予

定する場合には、当該施設の撤去と原状復帰義務等について規定される。 

 

２．物件撤去とその確認 

・事業終了後に管理者等又は管理者等の指示する者による施設の継続使用に支障なきよう、

選定事業終了時に施設内に選定事業者が所有する用具、機器その他の物件（「受託・請負

企業」等の所有するこれらの物件を含む。）があるときの当該物件の撤去と、管理者等に

よるその確認が規定される。この物件撤去に係る費用及び３．の業務の引継ぎに要する費

用などに関する負担（選定事業者が負担することが通例である。）も規定されることがあ

る。 

・事業用地の原状回復の処分と同様に、相当な期間以内に選定事業者が正当な理由なく物件

撤去を行わない場合には管理者等が代わって自らこれを行うことができ、その費用を選

定事業者に請求する旨規定される場合もある。一方、管理者等と選定事業者間の協議によ

り、選定事業者等が所有する物件を購入することができる旨定める場合もある。 

 

３．業務の引継ぎと必要な書類一切の引渡し 

・ＰＦＩ事業契約終了後、円滑に事業を継承するため、選定事業者から管理者等又は管理者

等の指示する者に対し維持・管理、運営業務の引継ぎを行うことが規定される。維持・管

理、運営業務の比重が重いため、申し送りやマニュアル等必要な書類の引渡しにとどまら

ず、新たな職員の訓練等を行う必要がある場合には、ＰＦＩ事業終了前にそのための期間

を設けることも検討を要する。 

・また、通例、選定事業者から管理者等又は管理者等の指示する者に対し設計図書、竣工図

書等、施設の建設工事及び補修に係る書類一切その他維持・管理及び保守点検に必要な書

類一切の引渡しが規定される。円滑な事業継承の観点から、この引渡しの対象となる書類
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の詳細について定めておくことも一法である。 
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６． その他事項 

６－１ 選定事業者の権利義務の処分 

 

１．概要 

・選定事業者のＰＦＩ契約上の権利義務の処分に関して規定される。選定事業者は、あらか

じめ管理者等の承諾を得なければ、①ＰＦＩ事業契約上の権利義務を第三者に対して譲

渡し、担保に供し、又はその他の処分をしてはならないこと、②株式、新株予約権及び新

株予約権付社債の発行をしてはならないこと、③他の法人と合併をしてはならないこと

等が規定される。 

 

２．選定事業者の権利義務等の譲渡 

・選定事業者とは、ＰＦＩ法第８条第１項の規定により選定事業を実施する者として選定

された者であることから（ＰＦＩ法第２条第５項）、ＰＦＩ事業契約上の権利義務を選

定事業者から譲渡された第三者が新たな選定事業者として選定事業を実施するために

は、管理者等により当該第三者が選定事業者として選定されることが不可欠となる。こ

のため、選定事業者によるＰＦＩ事業契約上の権利義務の譲渡については、あらかじめ

管理者等の承諾を得なければならない旨規定される。 

・選定事業者のＰＦＩ事業契約上の権利義務の譲渡をあらかじめ管理者等が承諾する場合

としては、管理者等がＰＦＩ事業契約の解除権を取得した際に、融資金融機関等の介入

による選定事業の修復が合理的であると判断し、融資資金融機関等の推薦する新たな民

間事業者に選定事業を実施させることが適当と判断する場合が想定される。 

・なお、選定事業者の株式の譲渡をあらかじめ管理者等が承諾する場合についても、同様

に、融資金融機関等による選定事業者の株式に設定した担保権の利用によって、選定事

業者の株式を第三者に譲渡する方法により、譲受人の人的、物的支援を期待し、選定事

業の修復を図る場合に加え、譲受人が株式の譲渡に関するネガティブリストに該当しな

い場合やＰＦＩ事業契約等においてあらかじめ許容されている株式譲渡の範囲内である

場合等が想定される。この場合は、選定事業者たる株式会社の出資構成が変更するにと

どまり、選定事業者の地位は同一であるため、ＰＦＩ事業契約の相手方の変更はない。

また、譲渡後における譲渡人及び譲受人からの管理者等への届出で足りるとすることも
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考えられる。（関連：６－２ 選定事業者の株式の譲渡、「基本協定」４．５．） 

・債権譲渡については、選定事業に必要な資金調達は、選定事業者が自らの責任により行

うことが基本であり、管理者等は債権譲渡に伴い必要となる手続がある場合には、選定

事業者の事業運営に支障をきたすことのないよう、円滑な手続にできる限り配慮する。

（関連：１－７ 選定事業者の資金調達、５－１ 公共施設等の管理者等の解除権） 

・ＰＦＩ事業契約にかかる権利義務に対する担保設定について、あらかじめ管理者等の承諾

を得なければならない旨規定される。融資金融機関等がプロジェクトファイナンスにより

選定事業者に対して融資を行う際には、選定事業者の返済原資の担保として、選定事業者

の事業資産、並びにＰＦＩ事業契約、及び選定事業者とコンソーシアム構成企業や受託・

請負企業との契約等により選定事業者が保有する債権に対して担保権を設定することを

融資の条件とすることが通例である。融資金融機関等によるこれらの担保設定は、担保権

対象の売却を通じた融資回収を想定しているのではなく、選定事業の継続を図ることを通

じた融資回収を想定し、事業修復を行うことを企図しているものであり、担保権者として

他の債権者に対する優先権を保持して、他の債権者等が選定事業にかかる資産等を差し押

さえる利益を失わせることにより、第三者の介入を排除し、円滑な事業継続により融資回

収を確実にすることを目的としている。仮に事業が行き詰まったとしても、融資金融機関

等がこれらの権利義務等をこれまでの選定事業者に代わる第三者に移転し、この第三者に

より事業を継続させる可能性を求めるものである。管理者等は、別途、融資金融機関等と

直接協定を締結し、選定事業の安定的な実施と公共サービスの水準の維持が図られるなど

管理者等の利益を侵害しないと認められる限りにおいて、融資金融機関等によるこれら担

保設定について承諾することが規定されることが通例である。（関連：５－１ 公共施設

等の管理者等の解除権） 

・選定事業者が他の法人と合併、又は第三者に対して新株等を発行することについては、民

間事業者選定時にコンソーシアムの提案内容並びにコンソーシアムの履行能力が評価さ

れ、当該コンソーシアムにより設立されたＳＰＣが当該提案内容に適合した履行能力を有

する者として選定事業者とされたことに鑑み、他の法人と合併、又は第三者に対しての新

株等の発行後も選定時の履行能力と同等の履行能力を有するかを確認する必要があると

判断される場合には、管理者等による承諾を必要とする旨規定される。（関連：別紙「基

本協定」） 

・特に選定事業者が他の法人を合併する場合は、「事業を担う企業体の法人格の独立性又は
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事業部門の区分経理上の独立性の確保」（基本方針本文）の観点からも慎重な対応が必要

である。 
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６－２ 選定事業者の株式の譲渡 

 

１．概要 

・コンソーシアム構成企業による選定事業者の株式の譲渡に関して規定される。具体的に

は、譲渡可能な期間又は譲渡を認めない期間、譲渡を認める株式の割合、譲渡先として認

められる条件又は認められない条件等が規定される。 

 

２．株式の譲渡に関する考え方 

（１）基本的な考え方 

・これまでのＰＦＩ事業においては、コンソーシアム構成企業が選定事業者（ＳＰＣ）の

株主であり、かつ、選定事業の受託者・請負者となることが求められることが多かった。

今後、事業の多様化、大規模化が見込まれる中、公共サービス水準の維持を前提として、

株主責任と運営責任を異なる者が担う等の責任の分担は、ＰＦＩ事業の担い手の拡大、

競争性の拡大、インフラ市場の活性化に資するものであり、管理者等及び事業者双方に

とって有益であると考えられる。 

・コンソーシアムの提案内容並びにコンソーシアム構成企業及び受託・請負会社の履行能

力が評価され落札者となり、当該コンソーシアムにより設立されたＳＰＣが当該提案

内容に適合した履行能力を有する者として選定事業者とされることに鑑みれば、事業

期間中、選定事業者が事業者選定の前提とされた履行能力と同等の履行能力を有する

ことを担保する必要があるが、その手段は、必ずしも株式譲渡等の制約による必要はな

く、事業期間を通じ一律に、コンソーシアム構成企業が選定事業者（ＳＰＣ）の株主と

なる必要があるわけではない。例えば、施設等の建設を伴う選定事業において、コンソ

ーシアム構成企業に当該建設を行う建設会社が含まれる場合においては、当該施設等

の建設後一定期間を経過した後は、当該建設会社は保有ＳＰＣの株式の譲渡を行うこ

とができる旨、ＰＦＩ事業契約等に明記することも考えられる。 

（２）具体的な手続等 

・事業者選定の前提とされた履行能力と同等の履行能力を確保するための手段や条件は、

一律ではなく、各事業の事業類型、事業内容、事業段階により、異なるものと考えられ、

これを踏まえ、株式譲渡の条件の有無やその詳細について、管理者等が判断すべきであ

る。 

・管理者等の判断により、株式譲渡に条件を付す場合は、株式譲渡に関する方針、譲渡可

能な期間又は譲渡を認めない期間、譲渡を認める株式の割合、譲渡先に係る条件等につ

いて、あらかじめ実施方針、入札説明書又は募集要項等、各段階に応じて可能な範囲で

明記する。その際には、各事業者の選定事業において果たすべき役割に応じ、適切な事
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業実施を図る上で必要最小限の条件を明確にすることが望ましい。 

・また、施設建設を伴う選定事業などにおいて、施設建設を終えた建設会社から運営を担

う会社へ、事業の進捗に応じた株式譲渡が考えられる場合には、事業者選定や契約締結

等の前にその可能性を管理者等へ申し出ることによって手続きがスムーズに行われる

と考えられ、必要に応じて株式譲渡にかかる手続きをＰＦＩ事業契約等に明記してお

くことも考えられる。 

・無議決権株式の発行及びその予定がある旨を定款に定めている場合、無議決権株式につ

いては、例えば、譲渡については特段の手続は不要とすることや特段の条件は付さない

ことも考えられる。 

・発行された新株予約権付社債の行使により債権者が選定事業者の株式を有する可能性が

ある場合、株式譲渡の場合と同様の要件を満たす必要があることに留意が必要である。

例えば、選定事業者が選択した借入れ手段により、金融機関の担保権実行による選定事

業者への一定の介入権の行使（ステップイン）による新たな株主への株式譲渡や発行さ

れた新株予約権付社債の行使を経て、債権者が選定事業者の株式を有する可能性があ

るときは、株式譲渡と同様の要件を満たす必要がある。 

・事業期間中、株式譲渡に関する規定の運用について、譲渡先がネガティブリストに該当

しない場合や、譲渡が許容される範囲内のものである場合は、事前承認とすることなく、

例えば譲渡後の届出等とすることも考えられる。 

・管理者等は、施設等の利用者、事業者等の関係者の利益に配慮しつつ、適切かつ円滑に

株式の譲渡が行われるように配慮する。また、株式譲渡による資金面でのＰＦＩの担い

手の拡大、インフラ市場の活性化に配慮しつつ、今後とも、管理者等は、要求水準の明

確な提示、選定事業者に対するモニタリングの強化、選定事業者の帰責による要求水準

未達成の際の契約解除条項の設置等により、公共サービス水準及び事業の継続性の確

保、適切な利益収受の水準の確保等に留意することが必要である。 

・なお、株式譲渡に伴い、履行保証保険（関連：６－５ 履行保証）、契約保証等の各種履

行保証措置について、連帯保証人の変更等の所要の措置をあらかじめ講じる必要があ

る場合もある。例えば、選定事業者（ＳＰＣ）の株主が履行保証保険等の保証人となっ

ている場合については、株式譲渡に伴い、新たな株主が既存の株主と同等の履行保証能

力を有している必要があり、当該株式譲渡に伴う所要の手続を行うことが必要である。 
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６－３ 経営状況の報告 

 

１．概要 

・管理者等は選定事業者が継続的な公共サービスの提供が可能な財務状況であることを確

認するため、公認会計士による監査済みの財務書類を提出させるなど経営状況の報告を求

める旨規定される。（参照：「モニタリングに関するガイドライン」） 

 

２．趣旨 

・基本方針において、管理者等が、「選定事業者から、定期的に事業契約の義務履行に係る

事業の実施状況報告の提出を求めることができること。」、「選定事業者から、公認会計士

等による監査を経た財務の状況についての報告書（選定事業の実施に影響する可能性の

ある範囲内に限る。）の提出を定期的に求めることができること。」と定められている（基

本方針四４（３）（ロ）及び（ハ））。 

・また、リスクガイドラインにおいて、管理者等と選定事業者が、「選定事業者に対する関

与を必要最小限のものにすることに配慮しつつ、協定等であらかじめ分担を取り決めた

リスクの顕在化又はそのおそれを速やかに認知できるよう、協定等で選定事業の実施状

況報告等について合意しておく必要がある」と定めている（リスクガイドライン三５）。 

・選定事業者の維持・管理業務及び運営業務が適正に実施されている場合においても、選定

事業者の財務状況が悪化し、結果として選定事業者の債務不履行その他のＰＦＩ事業契約

の解除事由が発生することも想定される。このため、選定事業者の財務状況のうち選定事

業の実施に影響する可能性のある範囲について定期的に（年に１回又は２回等）把握する

ことを目的として、公認会計士による監査済みの財務書類を提出させるなど経営状況の報

告を求める規定が置かれる。例えば、各事業年度の最終日以前に翌事業年度の事業計画等

の提出や、会社法に基づく一連の財務書類の開示、及び株主総会の承認・報告のスケジュ

ールと連動して、各事業年度の最終日より一定の期間以内に、公認会計士の監査済みの財

務書類の提出を、選定事業者に対し義務づける規定が置かれる。また、管理者等は、当該

監査済み財務書類又はこれらの概要を公開することができる旨規定される。 

 

３．随時の調査 

・基本方針において、「選定事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生し
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たときには、公共施設等の管理者等は選定事業者に対し報告を求めることができるとと

もに、第三者である専門家による調査の実施とその調査報告書の提出を求めることがで

きること。」と定められている（基本方針四４（３）（ニ））。 

・したがって、選定事業者による定期的な監査済み財務書類の提出に加え、選定事業の実施

に悪影響を及ぼす事態の発生を早期にかつ確実に把握することを目的として、管理者等

が自己の指名する公認会計士に選定事業者の財務状況を調査させることができることな

どを規定することも考えられる。 

 

４．公認会計士の監査の趣旨 

・選定事業者が公認会計士の監査済み財務書類を管理者等に提出することが規定される。こ

れは選定事業者の資本金又は負債総額にかかわらず、適正な会計処理等を確保するため、会

社法上の大会社（資本金５億円以上又は負債の合計額が２００億円以上の株式会社）と同等

の会計監査を受けることを規定するものである（会社法第３２８条、第４３６条第２項第１

号）。この会計監査の目的は、基本的には財務書類が法令・定款に従い会社の財産・損益の

状況を正しく示しているかどうかを監査するものである。なお、会社法上の大会社が公認会

計士の監査を受けなければならないとされる財務書類は、会社法第４３５条第２項に規定

する計算書類及びその附属明細書、同法第４４１条第１項に規定する臨時計算書類並びに

同法第４４４条第１項に規定する連結計算書類である（同法第３９６条第１項）。 
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６－４ 遅延損害金 

 

１．概要 

・管理者等又は選定事業者は、ＰＦＩ事業契約に基づいて履行すべき支払いを遅延した場合

に、未払金につき遅延日数に応じ一定の割合で計算した額を遅延損害金として相手方に

支払うことが規定される。 

 

２．関係法令の規定 

・会計法令等において、各当事者の債務不履行の場合における遅延利息等を契約書にて定め

ることと規定している（予決令第１００条第１項第４号及び支払遅延防止法第４条第３

号1）。したがって、管理者等が選定事業者に対して及び選定事業者が管理者等に対して支

払う遅延損害金の額等について、ＰＦＩ事業契約書に規定される。 

・管理者等が選定事業者に対して支払う遅延損害金の額は、支払遅延防止法第８条に基づき

財務大臣が決定する率で計算した金額を下回るものであってはならないと定められてい

る（支払遅延防止法第８条、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部

を改正する件について（平成２６年２月２６日財務省告示第５４号））。 

・国の債権の管理等に関する法律において、国の金銭債権の履行の遅延にかかる賠償金その

他の徴収金を延滞金という。選定事業者が管理者等に対して支払う延滞金の額は、国の債

権の管理等に関する法律施行令第２９条第１項に規定する財務大臣が定める率で算出し

た額を下回ってはならないと定められている（国の債権の管理等に関する法律第３５条、

国の債権の管理等に関する法律施行令第３６条、国の債権の管理等に関する法律施行令第

２９条第１項本文に規定する財務大臣が定める率を定める件及び国の債権の管理等に関

する法律施行令第３７条第１項に規定する財務大臣が定める率を定める件の一部改正に

ついて（平成１５年３月２５日財務省告示第１２９号））。 

  

 
1 地方公共団体が管理者等となる場合は、当該規定は支払遅延防止法第１４条の規定によ

り準用される。 
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６－５ 履行保証 

 

１．概要 

・選定事業者は、契約保証金の納付、又は、契約保証金の納付の代替として履行保証保険を

付保する等の義務を負う旨規定される。履行保証保険の付保に関する規定は以下のとおり

である。 

 

２．設計・建設工事業務の履行保証保険 

・管理者等が、施設の建設工事の施工期間中の選定事業者のＰＦＩ事業契約上の義務の履行

の担保や選定事業者の債務不履行による契約解除に対して備える目的で、建設工事の再度

発注等に要する費用を填補するために、選定事業者に対し履行保証保険への加入義務を課

すことが規定される。 

・①選定事業者が施設の建設工事について、管理者等又は選定事業者を被保険者とする履行

保証保険契約を締結しなければならないこと、②選定事業者は、施設の建設工事の着手ま

でに履行保証保険契約を締結し、かかる保険証券又はその写しを速やかに管理者等に提出

すること、③選定事業者は、履行保証保険にかかる保険金請求権に、ＰＦＩ事業契約が選

定事業者の責めに帰すべき事由により解除された場合に管理者等が選定事業者に対して

有する違約金支払請求権を被担保債権とする質権を管理者等のために設定すること等が

規定される。 

 

３．維持・管理業務及び運営業務の履行保証保険 

・維持・管理、運営業務の履行保証保険の付保については、①選定事業者により提供される

公共サービスの水準が要求水準を満たさない場合には一定の手順を経て「サービス対価」

の減額措置を実施すること、②選定事業者の債務不履行により契約解除に至った場合に

は選定事業者に対し違約金等が課されること、③契約解除時の違約金等債権回収の実現

可能性等を踏まえつつ、会計法等適用法令に基づき管理者等が自らの責任により合理的

に判断する必要がある。（関連：４－３「サービス対価」の減額、５―５ 違約金） 

 

４．会計法令等の規定 

・会計法は、契約上の義務の完全な履行の担保と損害の填補の手段として、契約担当官等は、
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国と契約を結ぶ者をして、①契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納めさせなけ

ればならないとし、原則として契約保証金制度を採用している。（会計法第２９条の９第

１項）。また、②国債等の有価証券や金融機関の保証等を担保として提供することによっ

て契約保証金の納付に代えることができることとされているほか（会計法第２９条の９第

２項、予決令第１００条の４及び契約事務取扱規則第１６条）、③履行保証保険契約が締

結された場合等には、契約保証金を免除できる（会計法第２９条の９第１項但し書及び予

決令第１００条の３）と規定されている1。 

 

５．履行保証保険の内容等 

・契約保証金の納付の代替として選定事業者に建設工事業務の履行保証保険に加入させる

場合、建設工事の履行保証保険は、建設工事期間中を付保期間とし、建設工事費に相当す

る額の１００分の１０（場合によってはこれ以上に相当する額）を保険金額とすることが

通例である。 

・履行保証保険の対象契約については、ＰＦＩ事業契約とする場合と、選定事業者と建設企

業との間の請負契約とする場合がある。前者の場合には、管理者等が被保険者となるが、

後者の場合には、選定事業者が被保険者となるので管理者等には保険金請求権がない。し

たがって、後者の場合には、管理者等は選定事業者の保険金請求権に質権を設定する規定

を置く必要がある。 

・選定事業者は履行保証保険の内容について管理者等の確認を受けてから加入することと

し、その保険証券の写しを管理者等に提出するなどの規定を置く必要がある。 

・維持・管理、運営期間に維持・管理及び運営業務の履行保証保険を選定事業者に加入させ

る場合、その付保期間を１年間とし、毎年更新すること、填補限度額を一事業年度の維持・

管理費及び運営費に相当する額の１００分の１０以上を保険金額とすることを義務付け

る場合もある。管理者等は、履行担保のための保険料負担が契約金額に転嫁される結果と

もなり得ることに留意しつつ、選定事業者に対して付保を義務付ける履行保証保険の内

容について、選定事業者の履行能力を評価の上、その効果とかかる費用とを見極めて個々

に検討することが望ましい。 

  

 
1 地方公共団体が管理者等となる場合は、地方自治法第２３４条の２第２項及び地方自治

法施行令第１６７条の１６において、契約保証金について規定されている。 
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６－６ 保険加入義務 

 

１．概要 

・選定事業者が、自らの費用負担において自らが加入する、若しくは、コンソーシアム構成

企業又は受託・請負企業等に加入させる義務を負う保険の種類及び内容について規定さ

れる。 

 

２．趣旨 

・近年、火災保険、地震保険に加え、天候保険等が商品化され、保険・金融技術の向上や市

場の整備等に伴ってリスクを軽減することが可能な範囲が広がっていることから、適宜、

当該時点でのリスク軽減措置について幅広く検討（リスクガイドライン６（１）参考③）

し、付保にかかる費用を勘案しても契約の両当事者が負うリスクを除去するために保険に

加入することに合理性があると判断できる場合には、選定事業者に当該保険の加入を義務

付ける必要がある。 

 

３．加入すべき保険の種類及び内容 

・選定事業者に加入を義務付ける保険は事業内容、事業場所等により異なるものの、通例、

ＢＴＯ方式及びＢＯＴ方式の双方の選定事業において、履行保証保険、建設工事保険、第

三者損害賠償責任保険等の付保を義務付け、加えて、完工後も選定事業者が施設を所有す

るＢＯＴ方式の選定事業については、火災保険等の施設の物件保全に関する付保を義務

付けることが通例である。 

・管理者等が、入札説明書等において選定事業者が付保すべき保険の内容等を提示し、これ

以外の保険の付保を民間事業者から提案させる場合がある。この場合、管理者等は選定事

業者が自ら提案した保険についても加入を義務付けなければならないことに留意が必要

である。 

・選定事業者が付保すべき保険の種類とそれぞれの保険内容（保険対象、被保険者名、保険

期間、填補限度額等）について、ＰＦＩ事業契約書に規定される。保険の種類は各民間保

険会社により名称が様々であり、また、新たな保険商品の開発も想定されることから、特

定の保険商品の名称を規定するのではなく、選定事業者が様々な保険商品のなかから付

保目的に照らして最適な商品を選択できるよう規定を工夫することが望ましい。 
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・ＢＴＯ方式の選定事業においては、施設が管理者等に引渡された後、その施設には火災

保険が付保されないか、若しくは、管理者等を被保険者とした共済又は民間保険会社の

火災保険等に加入する措置を講じられる。民間保険会社の火災保険普通保険約款や店舗

総合保険普通保険約款等に従った火災保険契約には求償権不行使条項が用意されている

ことから、選定事業者（借家人）の帰責事由によって失火等が生じた場合にも、民間保

険会社から選定事業者に対し求償権は行使されない。ただし、選定事業者の故意又は重

大な過失による場合はこの限りではない。 

・ＢＯＴ方式の選定事業において、維持・管理、運営期間中、施設について火災保険が付保

され、実際に保険事故が発生した場合、その保険金の扱いについて留意を要する。この保

険金請求権については、融資金融機関等が担保権を設定することが通例である。融資金融

機関等は、火災により施設の重要な部分が損壊した場合、選定事業が終了したものとみな

して、この保険金を融資の弁済に充当したいと要請し、他方、この保険金を施設の復旧に

充て、公共サービス提供の継続を図ろうとする管理者等の要請と対立することが想定さ

れることから、直接協定においてこの対応を明記することが望ましい。 

 

４．付保の義務付けの可否 

・選定事業者に付保を義務づける保険については、一般に民間保険会社による対応が可能と

されている火災、暴風雨、洪水については、リスクを選定事業者に負わせることが適切な

場合が多いと考えられる。しかし、対応が制約的とされている地震、噴火、津波、テロ行

為及び対応が困難とされている戦争、内乱、放射能汚染については、リスクを選定事業者

に負わせることは、選定事業者の倒産リスクを増加させ資金調達を困難にするおそれを

高めることになる。なお、付保が可能である場合であっても、選定事業固有のリスク等に

よって保険料が著しく高くなる場合には、選定事業者への付保の義務付けは結果的に事

業費用の増加を招き、ひいては契約金額に転嫁される結果ともなり得ることにも配慮す

る必要がある。 

 

５．付保手続き 

・選定事業者が保険加入義務を履行していることを確認するため、選定事業者は保険契約の

内容について管理者等の確認を受けてから保険に加入し、その保険証券の写しを管理者

等に提出することとされる。 
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・また、維持・管理、運営業務の履行保証保険契約については、現在の我が国の保険市場に

おいては、契約期間が１年間とされることが通例である。保険契約期間が付保に必要な期

間よりも短い場合、その保険契約期間を踏まえた保険契約の更新と、その更新ごとに管理

者等に保険証券の写しを提出させることを選定事業者に義務付ける規定を設ける必要が

ある。また、更新に際し保険料が値上げされた場合の増加費用の負担についての検討が必

要である。 

 

６．コンソーシアム構成企業、受託・請負企業等第三者の付保 

・また、ＰＦＩ事業ではコンソーシアム構成企業、受託・請負企業及び下請企業等選定事業

者から業務を受託し又は請け負った第三者の責めに帰すべき事由は、すべて選定事業者

の責めに帰すべき事由とみなして、選定事業者が責任を負うことから、原則として選定事

業者が付保する旨規定することが望ましい。ただし、選定事業者が設計・建設工事業務や

維持・管理、運営業務を受託・請負企業等第三者に一括発注する場合等においては、この

限りではなく、受託・請負企業等第三者が付保する旨規定される場合もある。 

・選定事業者の受託・請負企業等第三者が付保する旨規定した場合、複数の受託・請負企業

等第三者がそれぞれ付保することもあり、補償内容が十分ではないものとなるおそれや、

損害発生時の調査を複数の保険会社が実施することによる処理の煩雑化等が生じること

もありえる。このため、事業内容が複雑又は運営業務の比重の重い選定事業などにおいて、

受託・請負企業等が複数になることがあらかじめ想定される選定事業については、選定事

業者が付保する旨規定することが望ましい。 
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６－７ 守秘義務 

 

１．概要 

・管理者等及び選定事業者は、互いにＰＦＩ事業契約の履行過程で知り得た相手方の秘密に

属する事項を、相手方以外の第三者に漏らしてはならないことが規定される。 

 

２．管理者等の負う守秘義務 

・管理者等は、ＰＦＩ事業契約の履行過程で知り得た選定事業者の秘密を漏らしてはならな

いことが規定される。 

・しかしながら、選定事業者にかかる情報が情報公開の関連法令等の対象となる場合、その

対象となる事項について、守秘義務の対象の例外となる。ただし、選定事業者の企業秘密

に関する情報については開示の対象とならない場合が多い。 

 

３．情報公開法の規定 

・情報公開法においては、各行政機関の長は、開示しないことに合理的な理由がある情報を

不開示情報としてできる限り明確かつ合理的に定め、この不開示情報が記録されていな

い限り、開示請求に係る行政文書を開示しなければならないことと規定している（情報公

開法第５条）。ＰＦＩ事業契約書は、行政機関の職員が職務上作成した文書であって、当

該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものであ

ることから、同法上の行政文書に該当する（情報公開法第２条第２項）。したがって、Ｐ

ＦＩ事業契約書の開示請求があったときは、管理者等は、原則としてＰＦＩ事業契約書を

開示請求者に対して開示しなければならない。また、情報公開法は、法人等に関する情報

の不開示情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報の不開示情報の要件として、

「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあるもの」と規定しており、ＰＦＩ事業契約書においてこれに該当する

情報は不開示情報となる（情報公開法第５条第２号イ）。ただし、開示請求に係る行政文

書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部

分を容易に区分して除くことができるときは、管理者等は、開示請求者に対し、当該部分

を除いた部分につき開示しなければならないと規定されている（ただし、当該部分を除い

た部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りではない）（情報
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公開法第６条第１項）。なお、「害するおそれ」があるかどうかの判断にあたっては、選定

事業者の性格や権利利益の内容、性質等に応じ、選定事業者と管理者等との関係等を十分

考慮して適切に判断する必要があるとされている。 

 

４．選定事業者の負う守秘義務 

・選定事業者は契約の履行過程で知り得た管理者等の秘密、及び施設の利用者や入居者等の

個人情報を漏らしてはならないことが規定される。例えば、官公庁庁舎の建設工事等にお

いては、その施設の設計・施工状況等が漏れることによって、安全上、警備上の問題が生

じること等の懸念に対応する規定である。 

・選定事業者の契約締結や業務履行の便宜から、①選定事業者の役員や従業員、②弁護士、

会計士、税理士等の法令上守秘義務を負う専門家、③コンサルタント、及び④融資金融機

関等に対しては、選定事業者が一定の情報を開示することを、管理者等が認めることが通

例となっている。なお、管理者等と融資金融機関等との間で直接協定が締結される場合に

は、管理者等と融資金融機関等相互の守秘義務はこの直接協定に規定される。 

 

５．コンソーシアム構成企業等第三者の負う守秘義務 

・選定事業者は業務を実際に履行するコンソーシアム構成企業、受託・請負企業及び下請企

業から、これら企業が、業務の実施に際して知り得た管理者等の秘密や施設の利用者又は

入居者等の個人情報を漏らさない旨の確認書を提出させることも考えられる。 
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６－８ 疑義に関する協議 

 

１．概要 

・管理者等及び選定事業者は、ＰＦＩ事業契約に定めのない事項について定める必要が生じ

た場合、又はＰＦＩ事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、誠意をもって協議しなけ

ればならない旨が規定される。 

 

２．趣旨 

・ＰＦＩ事業契約は、選定事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目

的としたものである。この目的に鑑み、ＰＦＩ事業契約において当事者の権利義務関係を

できる限り具体的かつ明確に規定する必要がある。一方、ＰＦＩ事業契約締結時には想定

し得ないリスクの顕在化などＰＦＩ事業契約に定めのない事項、その他ＰＦＩ事業契約

の実施にあたって生じた疑義について解決しなければならないことも起こり得る。こう

した場合に、当事者間で誠意をもって協議する旨規定される。さらに、当事者間での協議

が整わず、紛争が生じる場合に備え、契約に関する紛争の処理方法を規定しなければなら

ない（支払遅延防止法第４条第４号1及び予決令第１００条第１項第６号）。 

 

３．関係者協議会の設置 

・協議を行うための機関として、当事者その他関係者で構成する関係者協議会を設置するこ

とがあり、その構成員、開催手続き等についてＰＦＩ事業契約においてあらかじめ定める

場合がある。さらに、当事者のリスク分担に及ぼす影響度など重要度に応じて協議事項を

分類し、重要事項に関する協議を目的とした協議会と日常的な業務の実施に関する詳細協

議を目的とした協議会とを併設させることをあらかじめ規定することもあり得る。 

・また、ＰＦＩ事業契約に関する紛争の処理方法として、専門家等の第三者を加えて意見を

求めるといった手続きを規定することも考えられる。 

  

 
1 地方公共団体が管理者等となる場合は、当該規定は支払遅延防止法第１４条の規定によ

り準用される。 
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６－９ 不可抗力による損害への対応（再掲） 

 

１．不可抗力の定義の考え方 

・不可抗力とは、協定等の当事者の行為とは無関係に外部から生じる障害で通常必要と認め

られる注意や予防方法を尽くしてもなお防止し得ないものと考えられる。管理者等及び

選定事業者のいずれの責めにも帰しがたい天災等、具体的には、暴風、豪雨、洪水、高潮、

地滑り、落盤、落雷、地震、火災、有毒ガスの発生等の自然災害に属するものと、騒乱、

暴動、戦争、テロ行為等の人為災害に属するものとが存在するが、疫病や感染症等、これ

ら以外の事由についても不可抗力事由に含まれうるのであり、そのような事由について

も不可抗力となる基準を明確にした上で、ＰＦＩ事業契約等で定めておくことが望まし

い。なお、ＰＦＩ事業契約等の中で不可抗力事由を定めている場合でも、具体的状況下で

不可抗力と判断されるかについては、通常必要と認められる注意や予防方法を尽くして

もなお防止しえないものか、管理者等及び選定事業者の協定等の内容、協議内容、国や自

治体等が示す指針等の内容、社会状況等を考慮して個別具体的に判断することが必要で

ある（参考：リスクガイドライン二６（１））。 

 

２．概要（設計、建設段階） 

・施設の設計、建設段階において、不可抗力の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従った設計、

建設業務の履行が不能になった場合の規定である。不可抗力事由の発生時における債務の

取扱い、履行不能発生時の選定事業者による管理者等への通知等の手続き、不可抗力に起

因する損害等の分担、施設の引渡し（又は運営開始）予定日の変更などについて規定され

る。 

 

（１）不可抗力発生時の手続き等 

・不可抗力事由の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従った設計又は建設工事業務の全部又は

一部の履行が不能となった場合、選定事業者はその履行不能の内容の詳細及びその理由に

ついて書面をもって直ちに管理者等に通知することが規定される。選定事業者は、この履

行不能通知の発出後、履行不能状況が継続する期間中、選定事業者の履行期日におけるＰ

ＦＩ事業契約等に基づく自己の債務について当該不可抗力による影響を受ける範囲にお

いて業務履行義務が免除される。ただし、選定事業者は損害を最小限にする義務を負う。 
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・管理者等は選定事業者から履行不能通知の受領後、速やかに当該不可抗力による損害状況

の確認のための調査を行い、その結果を選定事業者に通知する義務が規定される。また、

管理者等は、設計や建設工事等の内容の変更、引渡し（又は運営開始）の遅延、当該不可

抗力事由による合理的な損害又は増加費用の分担等対応方法につき選定事業者と協議を

行うことが規定される。なお、必ずしも不可抗力事由に該当するか明らかでない状況の場

合にも、損害や増加費用の分担等対応方法について適切な協議が実施されるよう定めてお

くことが望ましい。 

・上述の当事者間による協議において一定期間以内に合意が成立しない場合、管理者等は、

事業継続に向けた対応方法を選定事業者に通知し、選定事業者は、かかる対応方法に従い

選定事業を継続する義務を負うことが規定される。また、選定事業者の履行不能の状態が

永続的なものと判断されるとき又は選定事業の継続に過分の費用を要するときなどには、

管理者等は、選定事業者と事業の継続の是非について協議の上、ＰＦＩ事業契約の一部又

は全部を解除できることが規定される。なお、管理者等と選定事業者の当事者双方が解除

権を有する契約構成とすることも考えられる。 

 

（２）不可抗力による損害等の分担 

・設計、建設段階に、不可抗力の発生により施設及び仮設物、工事現場に搬入済みの工事材

料、その他建設機械器具等に対し損害が生じた場合、選定事業者に不可抗力等による損害

を最小限にとどめる経済的動機付けを与えるため、生じた損害又は増加費用の一部を選

定事業者が負担することとし、その余を管理者等が負担する規定を置くことが通例であ

る。例えば、同期間中の累計で建設工事費に相当する金額に一定比率を乗じた額に至るま

での額、又は一定金額に至るまでの額を選定事業者の負担とし、これを超過する部分につ

いては、「合理的な範囲」で管理者等が負担すると規定されることが考えられる。選定事

業者の負担割合の検討にあたっては、選定事業者がより多くの不可抗力の損害金を負担

することとした場合、不可抗力のリスクを適正に定量化できないこと及び保険技術上の

制約から、選定事業者が不可抗力のリスクを負担するための費用が過大となり、結果とし

て、かかる費用が契約金額に転嫁される結果ともなり得ることに留意する必要がある。な

お、選定事業者が善良なる管理者としての注意義務を怠ったことに起因する損害等につ

いては、選定事業者が負担するものと規定される。 

・ここでの損害の範囲については、基本的に物件以外の損害も含まれると考えられるが、増
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加費用一般や逸失利益等まで含むか等については、当事者間で明確にしておくことが望

ましい。 

・建設工事費に相当する額に一定比率を乗じた額又は一定金額を超過する部分について、

「合理的な範囲」で管理者等が不可抗力による損害又は増加費用を負担する旨規定され

ることが通例である。この場合、この一定比率を乗じた額又は一定金額を超過する部分に

ついても選定事業者が不可抗力による損害等を負担することが想定され、かかる負担に

ついてできる限り具体的に規定することも考えられる。 

・従来型の公共工事の請負契約においては、請負代金額の１００分の１を超える部分を発注

者が負うことにより請負者の負担を軽減している（標準約款第３０条第４項）。かかる規

定は、不可抗力による損害の負担をすべて請負者に帰するのではなく、何らかの形で発注

者が負担しているという実態をも考慮し、請負契約における片務性の排除、建設業の健全

な発達の促進をも考慮して、損害の負担を転嫁している。 

・管理者等が損害等を分担する場合には、損害等を裏付ける資料に基づいて、どの程度損害

等が発生したか厳密に認定することが必要になることも考えられる。そのため、どのよう

な資料に基づいて損害を認定するかについてＰＦＩ事業契約の締結前にあらかじめ協議

を行っておくことが望ましく、必要に応じてそれをＰＦＩ事業契約等で定めておくことも

考えられる。 

 

（３）引渡し（又は運営開始）予定日の変更 

・上記の損害の範囲と関連する問題として、不可抗力に起因する損害負担とあわせて、引渡

し（又は運営開始）予定日の延期について検討が必要である点に留意が必要である。対応

の選択肢としては、当初設定した引渡し（又は運営開始）予定日は変更せず、その引渡し

（又は運営開始）予定日までに施設を完成させることを前提とした損害額（増加費用等を

含む）を負担の基礎とするというものと、逆に合理的な期間引渡し（又は運営開始）予定

日を延期した上で、それを前提とした損害額（積極損害のみ）を負担の基礎とする、とい

うものが考えられる。一定の期日までに施設の運営が開始されることを重視するならば、

前者が選択されることになる。この場合、負担の基礎となる損害額は相対的に大きくなる

ことが一般に予想される。これに対し、後者を選択した場合、引渡し（又は運営開始）予

定日が当初より遅れる以上、当然に「サービス対価」の支払開始も遅れることになる。従

って、この「サービス対価」の支払開始の遅延が選定事業者による融資返済に与える影響、
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ひいては、管理者等の負担に与える影響について留意する必要がある。 

・上記に関し、引渡し（又は運営開始）予定日を延期した場合、それに伴って維持・管理、

運営期間の終期も同様に延期するのか、あるいは維持・管理、運営期間の終期は変更せず、

維持・管理、運営期間を短縮することとするのか、という問題について検討を要する。前

者を選択した場合、維持・管理、運営の期間は変わらないが、「サービス対価」の支払が

全体として遅くなり、後者の場合には、維持・管理、運営期間の短縮の結果、選定事業者

が失うことになる「サービス対価」をどのように考えるかについて検討を要する。（関連：

１－４ 事業日程） 

 

（４）保険金の不可抗力による損害等の分担額からの控除 

・不可抗力に起因して損害が生じたことにより選定事業者が施設の保全に関する保険の保

険金を受領した場合で、当該保険金の額が選定事業者の負担する損害等の額を超えるとき

には、当該超過額は管理者等が負担すべき損害等の金額から控除するものとする規定を置

くことが通例である。 

 

３．概要（維持・管理、運営段階） 

・施設の維持・管理、運営段階において、不可抗力の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従っ

た維持・管理、運営業務の履行が不能になった場合の規定である。不可抗力事由の発生時

における債務の取扱い、履行不能発生時の選定事業者による管理者等への通知等の手続き、

不可抗力に起因する損害等の分担などが規定される。 

 

（１）不可抗力発生時の手続き等 

・不可抗力事由の発生により、ＰＦＩ事業契約等に従った維持・管理業務又は運営業務の一

部又は全部の履行が不能となった場合、選定事業者は、その履行不能の内容の詳細及びそ

の理由について書面をもって直ちに管理者等に通知することが規定される。選定事業者は、

この履行不能通知の発出後、履行不能状況が継続する期間中、選定事業者の履行期日にお

けるＰＦＩ事業契約に基づく自己の債務について当該不可抗力による影響を受ける範囲

において業務履行義務が免除される。ただし、選定事業者は、損害を最小限にする義務を

負う。 

・管理者等は、業務履行不能の状態が存続している間、選定事業者が業務を履行できなかっ
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たことによって免れた費用を控除して選定事業者が実際に行ったその他の業務の内容に

応じた支払いを行う旨規定されることが考えられる。 

・管理者等は選定事業者から履行不能通知の受領後、速やかに当該不可抗力による損害状況

の確認のための調査を行い、その結果を選定事業者に通知する義務が規定される。また、

管理者等は、業務内容の変更、当該不可抗力事由による合理的な損害又は増加費用の分担

等対応方法につき選定事業者と協議を行うことが規定される。 

・上述の当事者間による協議において一定期間以内に合意が成立しない場合、管理者等は、

事業継続に向けた対応方法を選定事業者に通知し、選定事業者は、この対応方法に従い選

定事業を継続する義務を負う。また、選定事業者の履行不能が永続的であると判断される

とき又は選定事業の継続に過分の費用を要するときには、管理者等は、選定事業者と協議

の上、ＰＦＩ事業契約の一部又は全部解除できることとなる。なお、管理者等と選定事業

者の当事者双方が解除権を有する契約構成とすることも考えられる。 

 

（２）不可抗力による損害等の分担 

・維持・管理、運営期間中に、不可抗力事由の発生による損害が生じた場合、選定事業者に

対し不可抗力による損害を最小限にとどめる経済的動機付けを与える必要がある。そこで、

不可抗力に起因する選定事業者の損害又は増加費用のうちの一部を選定事業者が負担し、

それを超過する部分について、合理的な範囲で、管理者等が負担する規定を置くことが通

例である。選定事業者の負担する損害等の額としては、 

１）維持・管理、運営期間中の累計で、維持・管理、運営期間中の維持・管理費及び運営

費の総額に相当する額に一定の比率を乗じた額に至るまでの損害等の額 

２）一事業年度中に生じた不可抗力に起因する損害金の累計で、一事業年度の維持・管理

費及び運営費に相当する金額に一定の比率を乗じた額に至るまでの損害等の額 

３）定額 

等が考えられる。 

・ただし、選定事業者が善良なる管理者としての注意義務を怠ったことに起因する損害につ

いては、選定事業者が負担することが規定される。 

・ここでの損害の範囲については、基本的に物件以外の損害等も含まれると考えられるが、

増加費用一般や逸失利益まで含むか等については、当事者間で明確にしておくことが望ま

しい。 



 

137 
 

・管理者等が損害等を分担する場合には、損害等を裏付ける資料に基づいて、どの程度損害

等が発生したか厳密に認定することが必要になることも考えられる。そのため、どのよう

な資料に基づいて損害を認定するかについてＰＦＩ事業契約の締結前にあらかじめ協議

を行っておくことが望ましく、必要に応じてそれをＰＦＩ事業契約等で定めておくことも

考えられる。 

 

４．概要（不可抗力による解除権の行使） 

・不可抗力により選定事業者による業務の全て又は一部の履行が不能となった場合、当事者

間の協議の上、管理者等は契約の全部又は一部を解除することができる旨規定される。 

 

（１）不可抗力の発生による解除権の行使 

・不可抗力により、ＰＦＩ事業契約等に従った建設工事業務、維持・管理業務又は運営業務

の履行が不能になった場合、あらかじめ設定された業務要求水準を満たすために必要な人

員若しくは器具等を追加する費用負担、業務要求水準若しくはＰＦＩ事業契約等の変更が

必要な事項について、当事者間で一定の協議期間を設けて協議を行うことが規定される。 

・一定の協議期間以内に、かかる協議について合意が成立しない場合、管理者等は不可抗力

に対する対応方法を選定事業者に対して通知し、選定事業者がこれに従い選定事業を継続

させるものとする。ただし、選定事業の履行不能が永続的なものと判断される場合、又は

選定事業の継続に過分の費用を要する場合など、選定事業の継続に経済合理性のない事態

も想定されることから、こうした場合には管理者等は、相手方当事者の選定事業者と協議

の上、ＰＦＩ事業契約の一部又は全部を解除することが可能である旨規定される。 

・なお、不可抗力等によるＰＦＩ事業契約の一部又は全部解除権を、一方の当事者たる管理

者等のみが有する契約構成とするか、当事者双方が有する契約構成とするか、については

検討を要する点である。 

・不可抗力によるＰＦＩ事業契約の解除の効力については、管理者等が施設を買い受けるこ

ととし、かかる対価とその他選定事業者に生じる合理的費用を負担することが考えられる。

その他合理的費用については、選定事業者が開業に要した費用及び解散に要した費用があ

げられる。 

 

（２）不可抗力による義務履行の免除と「サービス対価」の支払 
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・不可抗力により選定事業者による義務の全部又は一部が履行不能となった場合、選定事業

者は、管理者等に対し不可抗力による履行不能の内容の詳細及びその理由についての通

知を発した後、履行不能の状態が継続し協議が整うまでの間、履行期日における、当該不

可抗力による影響を受ける範囲において、その履行義務が免除される。併せて、管理者等

は、選定事業者が業務を履行できないことによって免れた費用を控除し選定事業者が実

際に行ったその他の業務の内容に応じた支払いを行うことが通例である。 

 

（３）不可抗力による損害等の分担 

・選定事業者により不可抗力の発生による履行不能通知の発出後、管理者等が選定事業を継

続することを判断し、かつ、一定の期間以内において、当該不可抗力による損害又は増加

費用の負担等対応方法について上述の当事者間協議が合意に達しない場合、あらかじめ定

められた損害等の負担割合等対応方法によることを管理者等が選定事業者に通知し、選定

事業者はこれに従う旨規定される。 

・管理者等が損害等を分担する場合には、損害等を裏付ける資料に基づいて、どの程度損害

等が発生したか厳密に認定することが必要になることも考えられる。そのため、どのよう

な資料に基づいて損害を認定するかについてＰＦＩ事業契約の締結前にあらかじめ協議

を行っておくことが望ましく、必要に応じてそれをＰＦＩ事業契約等で定めておくことも

考えられる。 
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別紙 「基本協定」 

 

１．基本協定締結の目的 

・基本協定とは、コンソーシアムが落札者として決定されたことを確認し、ＰＦＩ事業契約

の当該コンソーシアムの設立する株式会社（ＰＦＩ事業契約締結により「選定事業者」と

なる。）と管理者等との間でのＰＦＩ事業契約の締結に向けて、管理者等と当該コンソー

シアム構成企業との間でその義務について必要な事項を定めるものである。 

・基本協定においては、選定事業の落札者であるコンソーシアム構成企業による株式会社の

設立及び選定事業の準備等について明記される。 

 

（コンソーシアム構成企業による株式会社の設立） 

・ＰＦＩ事業の入札においては、コンソーシアムが落札者であり、実際に選定事業者として

ＰＦＩ事業契約を管理者等と締結する主体は選定事業の実施を目的に設立される株式会

社である。落札者決定の時点では、管理者等の相手方契約当事者が存在していないため、

入札時のコンソーシアムが提案した事業スキーム（コンソーシアム構成企業による株式

会社への出資や、選定事業者たる株式会社からコンソーシアム構成企業への業務委託等）

が実施できる状態に至っていないことになる。従って、ＰＦＩ事業契約締結時までに、コ

ンソーシアム構成企業にＰＦＩ事業契約締結をする株式会社を設立させる必要がある。 

・なお、選定事業において、落札者の入札参加者提案の内容に適合した履行を確保すること

をＰＦＩ事業契約書等に規定し、発注者たる管理者等は、落札者たるコンソーシアムが設

立した株式会社とＰＦＩ事業契約を締結することとなる。この際、民間事業者間の公正な

競争を確保する観点から、こうした措置を講じることが予想される場合、管理者等は、あ

らかじめ実施方針や入札説明書等において対外的にこれを明らかにしなければならない。 

 

（コンソーシアム構成企業による選定事業の準備） 

・コンソーシアムが落札者として決定された後、一定期間、管理者等と落札者たるコンソー

シアムの構成企業との間で、ＰＦＩ事業契約の締結に向けて、契約内容の具体化等につい

ての協議が行われる。また、実務上は、ＰＦＩ事業契約の当事者である選定事業者はＰＦ

Ｉ事業契約の締結直前に設立されることが多く、ＰＦＩ事業契約締結前に、ＰＦＩ事業契
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約の締結を前提として、コンソーシアム構成企業が設計準備作業等選定事業に関して必

要な準備行為を開始することも考えられる。このため、落札者決定後、ＰＦＩ事業契約締

結までの間にコンソーシアム構成企業が行った行為を選定事業者に引き継ぐことが必要

になる。 

・なお、コンソーシアムは「設立中の会社」であり、この法的性格については、法人格を有

しないため権利能力が認められないものの、「設立中の会社」と成立後の会社とは実質的

に同一のものであることが認められており、コンソーシアム構成企業の名義とした権利

義務を設立される株式会社に形式的に移転する手続きがとられる。 

 

２．基本協定の概要 

・ 基本協定においては、上述の目的達成のため、 

１）コンソーシアム構成企業及び管理者等当事者のＰＦＩ事業契約締結に向けた努力義務 

２）コンソーシアム構成企業が株式会社設立義務を負うこと 

３）コンソーシアム構成企業が事業の性質に応じ事業者選定の前提とされた履行能力と同

等の履行能力を確保するために必要と判断される場合において、株式会社の株式の譲

渡等処分の制限を受けること 

４）コンソーシアム構成企業が株式会社をしてＰＦＩ事業契約の履行に必要な業務をコン

ソーシアム構成企業等に委託し又は請け負わせる義務を負うこと 

５）コンソーシアム構成企業が新設する株式会社と管理者等との間で定める日までに、Ｐ

ＦＩ事業契約を締結させる義務を負うこと 

６）コンソーシアム構成企業及び新設する株式会社が選定事業に関して必要な準備行為が

実施できること、及び、その結果をＰＦＩ事業契約締結後に選定事業者に速やかに引き

継ぐ義務を負うこと 

７）ＰＦＩ事業契約締結不調の場合、コンソーシアム構成企業及び管理者等が選定事業の

準備に関して支出した費用は各自の負担とすること 

等について規定される。 

 

３．株式会社の設立 

・管理者等が事業の類型・内容・段階に応じて入札説明書又は募集要項等に提示した条件及

び落札者の入札参加者提案又は優先交渉権者の提案書を踏まえ、コンソーシアム構成企業
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による株式会社の設立に関し、コンソーシアム構成企業による出資比率、出資額、出資形

態等が定められる。 

・事業期間中、選定事業者が事業者選定の前提とされた履行能力と同等の履行能力を有する

ことを担保する必要はあるが、その手段は必ずしもＰＦＩ事業契約終了までコンソーシ

アム構成企業によって経営の支配権を維持するといった一律の制約による必要はなく、

株式譲渡の制約の必要性は事業内容、事業段階等によって異なると考えられる。株式譲渡

の条件の有無やその詳細については、各コンソーシアム構成企業が選定事業において果

たすべき役割に応じて、適切な事業実施を図る上で必要最小限のものとし、あらかじめ実

施方針、入札説明書又は募集要項等、各段階において可能な範囲で明記することが望まし

い。 

・例えば、 

① コンソーシアム構成企業又は選定事業に継続して関与する者は、設立される株式会

社の全議決権の２分の１を超える議決権（株主総会において出席する株主による普通

決議の成立に必要な議決権）を保有するとともに、コンソーシアム構成企業のいずれか

が筆頭株主であること、 

又は、 

② コンソーシアム構成企業又は選定事業に継続して関与する者は選定事業者たる株式

会社の全議決権の３分の２を超える議決権（株主総会において出席する株主の特別決

議の成立に必要な議決権）を保有すること、 

といった規定が置かれる場合があるが、株式譲渡の条件の有無やその詳細については、事

業に応じて定められるものであり、この例示以上に譲渡の条件を緩和することが否定さ

れるものではなく、資金調達の必要性等を勘案して、株主責任と運営責任を異なる者が担

うことが管理者等及び事業者双方にとって有益である場合があることに留意する必要が

ある。 

・なお、事業譲渡（会社法第４６７条第１項）、資本金の額の減少（同法第４４７条第１項）、

解散（同法第４７１条第３号）、定款の変更（同法第４６６条）、合併（同法第７８３条第

１項等）など、いわゆる会社の基礎的変更にあたる事項には、株主総会の特別決議（同法

第３０９条第２項）が必要とされている。 

 

４．株式等の譲渡等処分の制限 
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・コンソーシアム構成企業は設立される株式会社の株式の譲渡、担保権の設定及びその他の

処分を行う場合、管理者等に株式処分にかかる申請書を提出し、事前の承諾を得なければ

ならないことなどが規定される。（参照：６－１ 選定事業者の権利義務の処分、６－２ 

選定事業者の株式の譲渡） 

・株式の譲渡に関し、譲受人が株式の譲渡に関するネガティブリストに該当しない場合や株

式の譲渡に関する規定に照らし許容される範囲内である場合、事前承認とすることなく、

例えば、譲渡後の届出等とすることも考えられる。また、施設の利用者、事業者等の関係

者の利益を考慮しつつ、許容される範囲内の株式譲渡については、適切かつ円滑に行われ

るように配慮する。 

・また、設立される株式会社の定款に、会社法第１０７条第１項第１号又は第１０８条第１

項第４号に基づく株式の譲渡制限を規定する旨を基本協定に定めることも考えられる。

これを規定することにより、定款をもって、株式の譲渡につき株主総会（取締役会設定会

社にあっては、取締役会）の決議による承認を要することが規定される。 

 

５．業務の委託、請負 

・管理者等が、入札説明書等において、コンソーシアム構成企業の資格要件を提示し、コン

ソーシアム構成企業それぞれに対し、設立する株式会社から各業務を受託し、又は請け負

うことを求めた場合に、コンソーシアム構成企業それぞれが入札参加者提案において提示

した各業務について委託を受け、又は請け負うことが規定される。なお、選定事業の委託・

請負業務を行う者は、必ずしも、事業期間を通じ一律に、コンソーシアム構成企業及び受

託・請負会社である必要はなく、これらと同等の能力を有する者であればよいと判断され

る場合もありうる。例えば、選定事業の委託・請負業務はコンソーシアム構成企業及び委

託・請負会社に限らずこれらと同等の能力を有する者によって行われることとすることな

どが考えられる。 

 

・コンソーシアム構成企業それぞれが、各業務の委託を受ける又は請け負う期間と株式会社

に対する出資金の拠出又は劣後融資等の義務を負う期間とを一致させるという考え方も

ある。 

 

６．ＰＦＩ事業契約の締結 
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・管理者等と設立される株式会社との間のＰＦＩ事業契約の締結期限が規定される。 

 

７．ＰＦＩ事業契約の締結の不調 

・事由の如何を問わずＰＦＩ事業契約の締結に至らなかった場合、既に、管理者等とコンソ

ーシアム構成企業が選定事業の準備に関して支出した費用は各自が負担することとし、

相互に債権債務関係の生じないことを確認する旨規定される。具体的には、コンソーシア

ム構成企業間の選定事業にかかる調整が整わない場合等が想定される。 

 

 

 附 則 

 本ガイドラインは、令和６年６月３日から施行する。 


